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目
次

１

は
じ
め
に

２

短
期
時
効
期
間
と
そ
の
起
算
点

（
１
）
民
法
一
九
九
条
一
項
の
規
定

（
２
）
賃
借
人
の
過
払
い
金
返
還
請
求
権

（
３
）
損
害
賠
償
請
求
権

（
４
）
保
険
会
社
の
求
償
権

３

時
効
停
止
と
時
効
の
更
新

（
１
）
時
効
の
停
止

（
イ
）
は
じ
め
に

（
ロ
）
訴
え
提
起
に
よ
る
停
止
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（
ハ
）
請
求
の
拡
張
、
反
訴
と
時
効
停
止

（
ニ
）
独
立
証
拠
申
立
手
続
と
時
効
停
止

（
ホ
）
債
務
者
の
宛
先
不
明
の
場
合

（
ヘ
）
督
促
手
続
（
以
上
前
号
）

（
ト
）
和
解
、
調
停
手
続
（
以
下
本
号
）

（
チ
）
協
議
に
よ
る
時
効
停
止

（
２
）
時
効
停
止
と
時
効
の
更
新
の
競
合

（
３
）
相
殺
と
時
効
の
更
新

（
４
）
長
期
の
期
間
と
停
止
、
更
新
の
規
定
の
適
用

４

時
効
期
間
の
合
意
に
よ
る
変
更

５

結
び
に
代
え
て

（
ト
）
和
解
、
調
停
手
続

（
ａ
）
調
停
手
続

訴
訟
手
続
は
高
額
の
費
用
や
長
い
期
間
、
事
実
関
係
の
探
求
の
困
難
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
か
な
り
前
か
ら
補
助

的
な
選
択
肢
と
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
調
停
（M

ediation,Schlichtung

）
が
新
た
な
可
能
性
を
提
供
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
挫
折

の
リ
ス
ク
を
内
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
意
に
よ
る
解
決
の
追
及
中
請
求
権
が
時
効
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
、
挫
折
後
も
な
お
有

効
に
裁
判
上
主
張
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
調
停
に
お
い
て
は
紛
争
の
解
決
ま
た
は
阻
止
に
向
け
ら
れ
た
組
織
的
な

任
意
の
手
続
が
問
題
に
な
る
。
前
面
に
出
る
の
は
、
利
害
関
係
を
持
た
な
い
第
三
者
に
よ
る
当
事
者
間
の
結
果
に
と
ら
わ
れ
な
い
固
有

（
二
）
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の
紛
争
の
解
決
の
促
進
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
四
月
二
三
日
に
「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
の
調
停
の
特
定
の
側
面
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
議
会
お
よ
び
幹
部
会
指
令
（
Ｅ
Ｕ
調
停

（
１
）

指
令
）」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
調
停
手
続
を
裁
判
手
続
と
同
価
値
の
も
の
と
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。
調
停
が
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
は
、
通
例
そ
れ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
合
意
が
成
立
す
る
。
破
綻
の
場
合
は
、

調
停
手
続
の
間
に
時
効
が
完
成
し
な
い
こ
と
に
債
権
者
は
重
大
な
関
心
を
有
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
州
の
司
法
相
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま

た
は
承
認
さ
れ
た
和
解
所
（Gütestelle

）
に
お
け
る
和
解
の
申
し
込
み
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
調
停
の
申
し
込
み
か
を
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
。
前
者
で
は
一
義
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
合
意
に
よ
る
解
決
へ
の
試
み
に
関
す
る
準
備
に
よ
り
そ
の
訴
え

の
成
功
の
見
込
み
が
減
少
す
る
と
い
う
リ
ス
ク
が
内
在

（
２
）

す
る
。

裁
判
外
の
紛
争
解
決
手
続
は
近
年
増
加
し
て
い
る
。
数
多
く
の
経
済
分
野
に
お
い
て
調
停
所
が
設
立
さ
れ
て
き
た
、
起
草
者
は
、
調

停
法
並
び
に
他
の
裁
判
外
の
紛
争
解
決
を
促
進
す
る
手
続
を
創
設

（
３
）

し
た
。
本
法
は
二
〇
一
二
年
七
月
二
六
日
に
発
効
し
た
。
本
法
は
前

記
Ｅ
Ｕ
調
停
指
令
の
国
内
施
行
法
で
あ
る
。
今
や
さ
ら
な
る
展
開
が
期
待
さ
れ
う
る
。
連
邦
司
法
お
よ
び
消
費
者
保
護
省（
Ｂ
Ｍ
Ｊ
Ｖ
）

は
、
目
下
消
費
者
法
上
の
紛
争
の
択
一
的
な
解
決
お
よ
び
Ｅ
Ｇ
規
則
二
〇
〇
六
／
二
〇
〇
四
号
お
よ
び
指
令
二
〇
〇
九
／
二
二
／
Ｅ
Ｇ

（
消
費
者
案
件
に
お
け
る
択
一
的
紛
争
解
決
に
関
す
る
指
令
）
の
変
更
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
一
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
お
よ

び
幹
部
会
指
令
（
二
〇
一
三
／
一
一
／
Ｅ
Ｕ
）
の
国
内
施
行
を
準
備
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
参
加
国
は
二
〇
一
五
年

七
月
九
日
か
ら
国
内
並
び
に
国
境
を
超
え
る
商
品
の
売
買
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
請
求
に
基
づ
く
消
費
者
と
事
業
者
の
間
の
紛
争
の
た
め

の
裁
判
外
の
紛
争
解
決
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
令
は
択
一
的
な
紛
争
解
決
の
特
定
の
方
法
を
規
定

し
て
い
な
い
し
、
裁
判
所
へ
の
訴
え
提
起
を
制
限
す
る
も
の
で
も
な
い
。
将
来
的
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
国
内
施
行
法
に
従
っ
て
承
認

さ
れ
る
調
停
所
が
処
理
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
消
費
者
は
法
律
専
門
家
の
代
理
人
な
し
に
も
有
効
に
事
件
を
提
出
し
う
る
こ

と
や
そ
の
手
続
に
よ
り
何
ら
不
利
益
を
受
け
な
い
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
国
内
施
行
法
は
消
費
者
紛
争
解
決
法
（
Ｖ
Ｓ
Ｂ
Ｇ
）
と
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い
う
名
称
で
準
備
さ
れ
て

（
４
）

い
る
。

ド
民
二
〇
三
条
一
文
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
間
の
協
議
は
時
効
停
止
を
理
由
づ
け
る
。
こ
の
規
定
は
、
争
い
あ
る
ま
た
は
疑
わ
し
い
請

求
権
に
関
す
る
和
解
協
議
が
法
的
紛
争
を
回
避
す
る
と
い
う
法
政
策
的
に
望
ま
し
い
目
的
に
奉
仕
す
る
。
協
議
が
挫
折
し
た
と
き
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
停
止
も
ま
た
終
了
す
る
。
当
事
者
が
契
約
上
調
停
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
は
、
協
議
の
開
始
ま
た
は
調

停
手
続
の
要
求
で
停
止
を
生
じ
る
に
十
分
で

（
５
）

あ
る
。
紛
争
開
始
前
ま
た
は
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
う
る
調
停
合
意
は
、
通
例
調
停
手
続
中

に
他
の
機
関
、
特
に
裁
判
所
で
そ
の
紛
争
を
主
張
し
な
い
と
い
う
約
定
を
包
含
す
る
。
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
の
時
効
の
停
止
と
は

無
関
係
に
、
当
事
者
が
調
停
所
の
利
用
を
合
意
し
た
と
き
は
、
ド
民
二
〇
三
条
一
文
に
よ
り
時
効
が
停
止
さ

（
６
）

れ
る
。
当
事
者
は
、
和
解

協
議
の
間
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
意
味
の
協
議
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
終
了
す
る
と
、
危
殆
化
す
る
時
効
に
有
効
に
対
処
す
る
た
め
に
、

新
た
に
他
の
措
置
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら

（
７
）

な
い
。

Ｅ
Ｕ
調
停
指
令
（M

edRL

）
八
条
に
よ
れ
ば
、
和
解
合
意
の
挫
折
の
場
合
、
合
意
の
試
み
の
前
に
な
お
追
及
し
う
る
請
求
権
が
時

間
の
経
過
に
よ
り
も
は
や
有
効
に
追
及
さ
れ
え
な
く
な
る
よ
う
に
し
て
は
な
ら

（
８
）

な
い
。
現
行
法
は
こ
の
立
場
を
と
る
。
旧
規
定
に
つ
い

て
、
ド
民
旧
二
〇
二
条
一
項
（
債
務
者
が
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る
場
合
の
時
効
停
止
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
提
案
さ

（
９
）

れ
た
。
現
行
法

上
は
ド
民
二
〇
三
条
一
文
（
協
議
に
よ
る
時
効
停
止
）
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
調
停
手
続
期
間
中
の
時
効
停
止
規
定
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
な
く
、M

edRL

八
条
に
規
定
さ
れ
た
期
間
規
定
は
す
で
に
国
内
法
に
置
換
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
調
停
指
令
の
基
準
は
内
容
的
に
ド
民
二
〇

三
条
二
文
の
停
止
要
件
の
現
行
ル
ー
ル（
時
効
は
早
く
と
も
停
止
終
了
後
三
か
月
経
っ
た
と
き
に
満
了
す
る
）の
固
定
化
と
し
て
役
立
っ

て
（
１０
）

い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
調
停
の
申
し
立
て
は
、
和
解
所
へ
の
和
解
の
申
し
立
て
と
は
異
な
り
、
一
般
的
に
は
時
効
停
止
の
効
力
は
生
ぜ
ず
、
相

手
方
が
そ
れ
に
応
じ
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
請
求
権
の
存
否
等
に
つ
い
て
協
議
を
な
す
に
至
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
ド
民
二

（
四
）
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〇
三
条
に
よ
っ
て
時
効
停
止
の
効
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
は
特
に
消
費
者
事
例
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
ド
民
二
〇
四
条
一
項

四
号
第
二
選
択
肢
の
適
用
を
認
め
る
学
説
が
有
力
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
以
下
の
近
時
の
下
級
審
判
決
が
示
す
。

二
〇
一
三
年
四
月
九
日
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所

（
１１
）

判
決
で
は
原
告
が
資
産
獲
得
に
際
し
て
の
瑕
疵
あ
る
助
言
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
を

し
た
。
被
告
は
時
効
の
抗
弁
を
提
出
し
た
。
こ
の
時
点
ま
で
当
事
者
は
、
原
告
に
よ
り
貯
蓄
銀
行
お
よ
び
振
替
協
会
の
顧
客
苦
情
申
し

立
て
機
関
に
な
さ
れ
た
調
停
の
申
し
立
て
が
時
効
を
停
止
し
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
た
。
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
損
害
賠
償
請

求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
原
告
の
請
求
権
が
根
拠
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
不
問
に
付
し
た
。
調
停
手
続
は
請
求

権
を
停
止
し
な
い
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
、
一
方
で
は
貯
蓄
銀
行
、
振
替
協
会
の
顧
客
苦
情
受
付
機
関
は
、

ラ
ン
ト
司
法
庁
に
よ
り
設
立
さ
れ
か
つ
承
認
さ
れ
た
和
解
所
で
は
な
い
、
一
項
四
号
の
選
択
肢
二
に
つ
い
て
も
審
問
に
よ
り
な
さ
れ
る

合
意
の
試
み
が
欠
け
て
い
る
、
被
告
は
こ
れ
を
顧
客
苦
情
申
し
立
て
機
関
へ
の
そ
の
態
度
に
よ
り
明
示
的
に
拒
絶
し
た
の
だ
か
ら
、
被

告
の
態
度
は
ド
民
二
〇
三
条
の
意
味
に
お
け
る
協
議
と
も
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
必
要
な
審
問
に
基
づ
く
合
意
は
、
被
告
が
貯

蓄
銀
行
お
よ
び
振
替
協
会
の
調
停
手
続
に
関
わ
る
企
業
の
リ
ス
ト
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
ま
た
導
か
れ
え
な
い
。
ケ
ル

ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
さ
ら
にV

erfO

（
手
続
規
則
）
五
条
一
項
二
文
を
も
引
用
す
る
。
そ
こ
で
は
意
見
が
相
違
す
る
場
合
に
手
続
が

開
始
し
う
る
と
規
定
さ
れ
、
開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
義
務
的
な
手
続
関
与
は
疑
わ
し
い
。
ま

たV
erfO

自
体
が
時
効
規
定
で
な
い
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
か
よ
う
な
手
続
を
開
始
す
る
顧
客
は
、
時
効
停
止
効
か

ら
出
発
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
当
該
貯
蓄
銀
行
が
手
続
開
始
に
よ
り
時
効
法
上
の
観
点
か
ら
も
不
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ

な
い
。
最
後
に
Ｅ
Ｇ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
（
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
施
行
法
）
一
五
ａ
条
三
項

（
１２
）

二
文
の
観
点
か
ら
も
異
な
っ
た
結
論
は
生
じ
な
い
。
そ

こ
に
包
含
さ
れ
て
い
る
反
駁
し
え
な
い
推
定
則
は
類
推
し
て
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。

二
〇
一
四
年
二
月
五
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所

（
１３
）

判
決
の
事
例
で
も
、
原
告
は
投
資
資
産
の
取
得
に
際
し
て
瑕
疵
あ
る
助
言
の
た
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め
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
主
張
し
た
。
原
告
の
代
理
人
は
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
協
会
の
苦
情
調
査
所
に
調
停
手
続
を
申
し
立
て
た
。
苦
情

調
査
員
は
決
定
の
方
式
で
調
停
を
度
外
視
し
た
。
当
事
者
は
請
求
権
の
時
効
が
苦
情
申
し
立
て
手
続
の
間
停
止
し
て
い
た
か
ど
う
か
を

問
題
に
し
た
。
被
告
は
、
苦
情
申
し
立
て
手
続
の
開
始
は
請
求
権
の
時
効
停
止
を
も
た
ら
す
が
、
こ
れ
は
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
選

択
肢
一
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
銀
行
協
会
の
苦
情
申
立
所
の
手
続
規
則
に
よ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
苦
情
申
立
人

の
請
求
権
の
時
効
は
調
停
手
続
期
間
中
の
み
停
止
す
る
、
停
止
の
延
長
を
同
手
続
規
則
は
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ラ
ン

ト
裁
判
所
は
、
被
告
の
見
解
を
支
持
し
、
時
効
完
成
を
理
由
と
し
て
訴
え
を
棄
却
し
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
協
会
の
苦
情
申
し
立
て
所

は
ラ
ン
ト
司
法
省
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
和
解
所
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
和
解
所
に
お
け
る
合
意
の
上
で
の
合
意
の

試
み
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
同
様
に
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
選
択
肢
二
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
基
礎
の
上
に
の

み
時
効
は
停
止
す
る
。
こ
れ
が
合
意
に
よ
る
調
停
手
続
の
場
合
に
停
止
の
開
始
と
範
囲
を
規
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
も
ち
ろ
ん
効
力
の
具

体
化
に
関
し
て
手
続
規
則
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。V

erfBO

（
銀
行
協
会
苦
情
申
立
所
手
続
規
則
）
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
苦

情
申
立
人
の
請
求
権
に
つ
い
て
調
停
手
続
期
間
（
苦
情
処
理
員
の
面
前
で
の
予
備
調
査
手
続
お
よ
び
調
停
期
間
）
中
の
み
時
効
は
停
止

さ
れ
る
。
か
よ
う
に
ド
民
二
〇
四
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
本
条
項
に
よ
る
時
効
停
止
の
延
長
は
手
続
規
則
に
お
け
る
明
示
的
な
規

定
に
よ
り
観
察
に
現
れ
な
い
。
ド
民
二
〇
四
条
二
項
は
強
行
規
定
で
は
な
く
、
当
面
一
致
し
て
合
意
に
よ
り
本
手
続
規
則
が
適
用
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
苦
情
申
立
手
続
の
終
結
は
時
効
を
再
開
さ
せ
、
訴
え
提
起
時
点
に
は
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
た
。

ヒ
オ
ル
ト
（
ベ
ル
リ
ン
保
険
苦
情
申
立
処
理
員
）
に
よ
れ
ば
、
苦
情
申
し
立
て
機
関
へ
の
申
し
立
て
と
相
手
方
の
受
諾
に
よ
り
契
約

が
成
立
し
、
保
険
者
は
苦
情
申
立
人
と
の
間
で
直
接
に
時
効
停
止
を
承
認
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
義
務
は
引
き
続
い
て
な
さ
れ
る
裁

判
手
続
に
お
い
て
主
張
さ
れ
う
る
。
義
務
を
命
ず
る
判
決
は
、
既
に
存
在
す
る
保
険
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
を
確
証
す
る
。
前
記
ケ
ル

ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
事
例
で
は
、
銀
行
は
調
停
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
の
だ
か
ら
、
時
効
停
止
効
は
そ
れ
に
は
生
じ
な
い
。
ド
イ
ツ
貯

（
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蓄
銀
行
お
よ
び
振
替
協
会
（
Ｄ
Ｓ
Ｇ
Ｖ
）
の
手
続
規
則
七
条
一
項
は
、
調
停
手
続
期
間
（
苦
情
処
理
員
の
面
前
で
の
調
停
を
含
む
予
備

検
査
手
続
期
間
）
中
手
続
の
客
体
で
あ
る
請
求
権
の
時
効
は
停
止
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
銀
行
の
法
的
立
場
は
悪
化
す
る
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
調
停
所
は
貯
蓄
銀
行
協
会
の
中
に
あ
り
、
協
会
の
定
款
に
は
加
盟
員
に
応
諾
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
銀
行
は

調
停
に
応
ず
る
と
い
う
表
明
を
な
す
義
務
は
負
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
上
記
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
は
支
持
に
値

（
１４
）

す
る
。
Ｅ
Ｇ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
五
ａ
条
三
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
が
専
門
的
な
和
解
所
に
申
し
立
て
た
と
き
は
、
協
調
に
よ
る
合
意
の
試

み
が
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ケ
ル
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
予
定
さ
れ
て
い
な
い
法
の
欠
缺
は
存
在
し
な
い
、
一
義
的
な
法
文
の

場
合
は
解
釈
が
法
的
安
定
性
の
保
護
の
た
め
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
の
類
推
適
用
を
拒
否
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
納
得
で
き
な
い
。
Ｅ
Ｇ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
五
ａ
条
三
項
二
文
で
表
現
さ
れ
た
、
消
費
者
が
専
門
的
な
和
解
所
に
申
し

立
て
た
場
合
に
不
利
益
が
生
じ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
に
適
用
さ
れ
う
る
。
し

た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｇ
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
五
ａ
条
三
項
二
文
を
準
用
し
て
協
調
に
よ
る
合
意
の
試
み
が
存
在
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で

（
１５
）

あ
る
。

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
よ
う
に
ド
民
二
〇
四
条
二
項
はV

erfBO

六
条
一
項
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
結
論
に
は
従
い
え
な
い
。
消
費
者
が
関
与
す
る
手
続
で
は
彼
ら
に
と
っ
て
不
利
な
結
果
は
明
示
的
か
つ
適
時
に
知
ら
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
保
険
紛
争
処
理
に
つ
い
て
は
、V

om
V
O

（
保
険
苦
情
申
立
処
理
員
手
続
規
則
）
一
二
条
一
項
三
文
に
法
定
の
時
効
規

定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て

（
１６
）

い
る
。

（
ｂ
）
和
解
手
続

ド
イ
ツ
に
は
和
解
所
（Gütestelle

）
と
い
う
公
的
な
施
設
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
和
解
所
が
州
司
法
省
に
よ
り
設
立
さ
れ
ま

た
は
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
和
解
申
立
の
告
知
の
指
示
の
あ
っ
た
と
き
に
時
効
が
停
止
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
民
法
典
は
さ
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ら
に
、
当
事
者
が
合
意
の
う
え
で
解
決
を
試
み
る
と
き
は
、
他
の
和
解
所
へ
の
和
解
申
立
の
場
合
も
、
和
解
の
提
案
が
届
い
た
と
き
に

時
効
が
停
止
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
和
解
申
立
の
到
達
後
直
ち
に
告
知
が
な
さ
れ
る
と
き
は
、
時
効
停
止
は
す
で
に
そ
の
到
達
の
と

き
に
効
力
が
生
じ
る
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
）。

二
〇
一
五
年
に
こ
の
和
解
所
へ
の
和
解
申
立
に
よ
る
時
効
停
止
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
が
出
て

（
１７
）

い
る
。
以
下
に
は
こ
の
判
例
を
紹
介

し
た
い
。
原
告
は
被
告
に
瑕
疵
あ
る
投
資
助
言
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
被
告
の
従
業
員
の
勧
め
に
よ
り
原
告
は
二
〇

〇
一
年
一
二
月
二
七
／
二
八
日
に
不
動
産
フ
ァ
ン
ド
を
運
営
す
る
投
資
会
社
に
三
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
投
資
し
た
。
原
告
は
そ
の
た
め

の
資
金
を
銀
行
か
ら
借
り
受
け
た
。
原
告
は
被
告
と
の
間
で
投
資
助
言
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た
が
、
投
資
の
事
業
的
な
性
質
、
全
体

の
喪
失
の
リ
ス
ク
、
代
替
性
の
強
い
制
限
、
事
後
的
な
負
担
お
よ
び
一
九
％
に
も
な
る
販
売
手
数
料
に
つ
い
て
は
説
明
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
し
、（
実
際
は
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
が
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
さ
れ
た
利
益
率
も
間
違
い
だ
っ
た
と
主
張
し
た
。

原
告
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
八
日
の
文
書
で
本
訴
え
で
は
手
数
料
に
関
す
る
誤
っ
た
説
明
に
関
す
る
義
務
違
反
の
み
が
主
張
さ
れ
る

と
伝
え
た
。
被
告
は
原
告
の
助
言
上
の
瑕
疵
の
非
難
を
否
定
し
、
時
効
の
抗
弁
を
援
用
し
た
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
三
日
に
原
告
は

認
定
和
解
所
に
和
解
の
申
し
立
て
を
届
け
た
。
原
告
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
見
本
和
解
申
立
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
書
式
を
用
い
て

申
立
を
し
た
。
被
告
は
和
解
所
か
ら
文
書
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
。
被
告
が
こ
れ
に
返
事
を
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
和
解
所
は
二
〇
一

二
年
一
一
月
二
二
日
の
文
書
で
原
告
に
対
し
て
手
続
の
挫
折
を
確
定
し
た
。
原
告
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
訴
え
を
起
こ
し
、
そ
れ
は
二

〇
一
三
年
四
月
二
二
日
に
裁
判
所
に
到
達
し
、
二
〇
一
三
年
五
月
六
日
に
被
告
に
送
達
さ
れ
た
。
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
訴
え
を
棄
却
し
た
。

上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
こ
れ
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
原
告
の
控
訴
を
ド
民
訴
五
二
二
条
二
項
の
決
定
に
よ
り
却
下
し
た
。
第
一
審
も
第

二
審
も
、
本
件
請
求
は
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
た
。
認
識
に
か
か
ら
な
い（
二
〇
一
二
年
一
月
二
日
の
経
過
と
と
も
に
満
了
す
る
）

時
効
期
間
は
原
告
の
和
解
申
立
に
よ
り
停
止
さ
れ
て
い
な
い
。
和
解
申
立
の
停
止
効
は
そ
の
中
に
具
体
的
に
指
示
さ
れ
た
助
言
義
務
違

（
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反
に
の
み
及
ぶ
。
時
効
期
間
の
開
始
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
停
止
に
つ
い
て
も
、
固
有
の
請
求
権
を
表
現
す
る
各
々
の
助
言
違
反
に

従
っ
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
一
致
し
て
請
求
権
の
相
手
方
の
視
点
か
ら
、
個
々
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
い
か
な
る
義
務
違

反
に
基
づ
い
て
申
立
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
認
識
し
う
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
被
告
に
支
払
わ
れ
る
手
数
料
に
関
し
て
原
告
の
和

解
申
立
で
含
ま
れ
て
い
る
手
数
料
の
額
（
一
五
％
以
上
）
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
支
払
に
よ
り
フ
ァ
ン
ド
財
産

か
ら
の
一
五
％
以
上
の
流
出
と
な
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
の
限
り
で
唯
一
重
要
な
問
題
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
利
得
割
合
に
関
す

る
瑕
疵
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
言
明
の
苦
情
は
時
効
期
間
満
了
後
一
年
以
上
経
っ
て
到
達
し
た
訴
状
に
お
い
て
初
め
て
含
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
院
に
よ
り
許
容
さ
れ
た
上
告
に
よ
り
原
告
は
そ
の
訴
え
を
続
行
し
た
。
最
高
裁
は
上
告
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
ご
と

く
で
あ
る
。
第
一
審
、
原
審
の
上
記
の
判
断
、
す
な
わ
ち
原
告
の
和
解
の
申
し
立
て
が
そ
の
中
に
言
及
さ
れ
た
義
務
違
反
の
非
難
に
対

し
て
の
み
停
止
を
惹
起
す
る
と
い
う
考
え
方
は
誤
り
で
あ
る
が
、
他
の
理
由
か
ら
第
一
審
お
よ
び
控
訴
審
の
判
断
は
支
持
さ
れ
る
。

和
解
手
続
の
開
始
と
結
び
つ
い
た
停
止
の
効
力
は
、
争
い
の
対
象
全
体
を
包
含
し
、
紛
争
の
対
象
に
属
す
る
す
べ
て
の
実
体
法
上
の

請
求
権
も
ま
た
包
含
す
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
投
資
家
の
損
害
賠
償
訴
訟
の
対
象
が
十
分
に
個
別
化
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
停
止
の
効

力
は
、
す
べ
て
の
投
資
助
言
の
枠
内
で
生
じ
た
助
言
の
瑕
疵
に
及
び
、
投
資
家
が
和
解
の
申
し
立
て
に
お
い
て
損
害
賠
償
の
要
求
の
理

由
づ
け
に
つ
い
て
列
挙
し
た
義
務
違
反
に
限
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
和
解
の
申
し
立
て
は
、
投
資
助
言
事
例
で
通
例
具
体
的
な
投
資
の
構
想
を
指
示
し
、
応
募
額
お
よ
び
（
大
体
の
）
助
言
期

間
を
申
告
し
、
か
つ
助
言
の
経
過
の
少
な
く
と
も
概
略
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
得
よ
う
と
努
め
て
い
る
目
的
を
少
な
く
と
も
、

相
手
方
（
お
よ
び
和
解
所
）
に
、
追
及
さ
れ
て
い
る
請
求
権
の
種
類
お
よ
び
範
囲
へ
の
一
瞥
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
記
述
す
べ
き
で
あ

る
。
裁
判
上
の
督
促
手
続
に
適
用
さ
れ
る
、
主
張
さ
れ
る
請
求
権
の
十
分
な
個
別
化
は
、
和
解
申
立
に
つ
い
て
も
ま
た
和
解
手
続
の
特
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殊
性
を
考
慮
し
て
適
用
さ
れ
る
。
和
解
手
続
は
、
一
方
で
は
、
和
解
所
の
活
動
の
た
め
に
標
準
と
な
る
手
続
規
定
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ

る
形
式
的
要
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
他
方
で
は
、
和
解
の
申
し
立
て
は
、
防
御
が
成
果
を
上
げ
る
か
ど
う
か
、
お
よ
び
和
解

手
続
に
応
ず
る
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
請
求
権
が
彼
に
対
し
て
主
張
さ
れ
る
か
を
債
務
者
に
知
ら
し
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
一
致
し
て
和
解
の
申
し
立
て
は
特
定
の
債
権
者
の
権
利
行
使
意
思
を
誤
り
な
く
伝
え
、
こ
れ
に
関
し
て
訴
訟
物

を
表
現
し
、
具
体
的
な
要
求
を
知
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
追
及
さ
れ
る
請
求
権
は
十
分
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
限
り
で
極
端
に
厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
和
解
手
続
は
訴
え
提
起
や
督
促
手
続
と
は
異
な

り
、
法
的
紛
争
の
裁
判
外
の
和
解
に
よ
る
解
決
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
合
意
す
る
場
合
こ
の
合
意
に
一
致
し
た
執
行
名
義
の

創
設
に
導
く
か
ら
で
あ
る
（
ド
民
訴
七
九
四
条
一
項
一
号
）。
督
促
手
続
や
訴
訟
手
続
に
お
け
る
よ
う
な
厳
格
な
申
立
の
拘
束
も
存
し

な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
和
解
申
立
が
中
立
の
調
停
者
お
よ
び
仲
介
者
と
し
て
の
和
解
所
に
な
さ
れ
、
か
つ
そ
の
機
能
の
順
守
の
た
め

に
手
続
対
象
が
十
分
に
知
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
に
は
同
様
に
投
資
家
が
瑕
疵
あ
る
投
資
助
言
に
よ
り
損
失
を
被
っ
た
と
主
張
し
た
事
件
で
、
最
高
裁
は
、
上
記
判
例
と

同
様
な
立
場
を
再
度
述

（
１８
）

べ
た
。
原
告
は
一
九
九
四
年
四
月
一
九
日
に
Ｍ
フ
ァ
ン
ド
に
五
万
マ
ル
ク
、
一
九
九
五
年
七
月
二
六
日
に
二
万

マ
ル
ク
の
投
資
を
し
た
。
原
告
は
両
投
資
に
つ
き
投
資
の
価
値
の
維
持
の
欠
落
に
関
す
る
説
明
の
欠
缺
を
主
張
し
、
被
告
は
特
に
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
述
べ
ら
れ
た
不
安
定
な
費
用
の
範
囲
と
必
要
性
に
関
し
て
十
分
な
納
得
の
い
く
検
討
を
行
わ
な
か
っ
た
。
訴
え
は
ラ
ン
ト

裁
判
所
で
棄
却
さ
れ
、
控
訴
審
で
も
原
告
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
で
は
、
上
記
判
例
と
同
様
な
立
場
か
ら
、

投
資
助
言
―
ま
た
は
投
資
仲
介
文
言
の
枠
内
で
瑕
疵
あ
る
表
示
ま
た
は
不
十
分
な
説
明
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
は
、
ド
民
二

〇
四
条
一
項
四
号
の
和
解
所
へ
の
申
し
立
て
の
告
知
の
指
示
に
よ
り
、
申
し
立
て
に
お
い
て
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
義
務
違
反

に
関
し
て
も
ま
た
停
止
さ
れ
る
と
し
た
。

（
一
〇
）
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（
チ
）
協
議
に
よ
る
時
効
停
止

二
〇
〇
二
年
の
改
正
で
は
、
そ
れ
ま
で
不
法
行
為
な
ど
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
協
議
と
い
う
時
効
の
停
止
事
由
が
一
般
の
債
権

に
拡
大
さ

（
１９
）

れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
成
功
し
た
改
正
だ
と
い
う
積
極
的
な
評
価
が
目
に
付
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
規
定
は

法
的
安
定
性
お
よ
び
法
的
明
確
性
を
も
た
ら
し
、
信
義
則
（
ド
民
二
四
二
条
）
に
よ
る
解
決
に
任
せ
る
と
、
個
々
の
解
決
が
様
々
な
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
免
れ
て
い
る
。
同
条
の
元
と
な
っ
た
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
に
は
そ
れ
ま
で
多
く
の
判
例
が
具
体
化

の
た
め
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
新
規
定
に
も
原
則
的
に
一
般
化
し
て
用
い
ら
れ
う
る
。
合
意
に
よ
る
解
決
の
試
み
に
よ
り
支

持
さ
れ
、
単
な
る
時
効
満
了
の
阻
止
の
た
め
の
訴
え
が
不
必
要
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
協
議
の
促
進
に
よ
り
法
的
紛
争
が
回
避
さ
れ
う

る
。
そ
れ
に
よ
り
裁
判
所
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
る
。
債
務
者
と
協
議
し
て
い
る
債
権
者
は
、
時
効
期
間
の
徒
過
の
阻
止
に
は
拘
束
さ
れ

な
い
。
こ
れ
は
同
時
に
、
過
早
な
停
止
の
終
了
を
妨
げ
る
満
了
停
止
も
ま
た
正
当
化
す
る
。
さ
ら
に
ド
民
二
〇
三
条
は
、
三
〇
年
か

ら
三
年
へ
の
一
般
的
時
効
期
間
の
根
本
的
な
短
縮
化
お
よ
び
中
断
事
由
か
ら
停
止
事
由
へ
の
大
幅
な
転
換
に
対
す
る
相
応
の
反
作
用
で

（
２０
）

あ
る
。

ド
民
二
〇
三
条
一
文
は
浮
動
的
な
協
議
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
も
協
議
の
概
念
は
ド
民
二
〇
三
条
の
促
進
に
値
し
、
か
つ
わ
か

り
や
す
い
理
由
の
た
め
に
広
く
解
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
限
界
の
問
題
を
少
な
く
し
、
ド
民
旧
八
五
二
条

二
項
を
一
般
化
す
る
と
い
う
起
草
者
の
意
思
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で

（
２１
）

あ
る
。
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
た
め
に
は
協
議
が

即
時
に
わ
か
る
よ
う
に
拒
絶
さ
れ
な
い
場
合
は
、
債
権
者
、
債
務
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
間
の
（
口
頭
を
含
む
）
意
見
の
交
換
で
十

分
で

（
２２
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
解
の
準
備
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
譲
歩
は
必
要
で
は
な
い
。
協
議
が
成
功
裏
に
終
わ
る
こ
と
の
見
込

み
も
必
要
で
は

（
２３
）

な
い
。
他
方
に
お
い
て
す
べ
て
の
義
務
の
否
定
の
も
と
で
の
断
固
た
る
拒
絶
は
協
議
に
導
か
な
い
。
協
議
は
権
利
を
主

張
す
る
者
ま
た
は
そ
の
相
手
方
が
要
求
を
な
し
、
要
求
を
受
け
た
者
が
こ
れ
を
完
全
に
拒
否
し
た
の
で
は
な
く
、
議
論
に
委
ね
た
場
合
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に
開
始

（
２４
）

す
る
。
純
粋
な
一
方
的
行
為
と
区
別
す
る
た
め
に
相
手
方
の
解
答
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
買
主
が
追
完
期
間
を
設
定
し
た

だ
け
で
は
、
協
議
に
よ
る
停
止
は
認
め
ら
れ
な
い
。
協
議
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
債
権
者
が
開
始
す
る
場
合
は
、
単
な
る
履
行
拒
絶

で
は
な
い
債
務
者
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
外
の
追
完
履
行
の
請
求
の
よ
う
な
単
な
る
債
権
の
主
張
は
原
則
と
し

て
協
議
で
は

（
２５
）

な
い
。
建
築
家
の
仕
事
の
瑕
疵
の
検
査
へ
の

（
２６
）

参
加
や
詳
し
く
特
定
さ
れ
て
い
な
い
求
償
通
知
の
到
達
の
確
認
の
よ
う
な
沈

黙
も
同
様
に
協
議
と
は
な
ら
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
協
議
に
は
議
論
が
実
際
に
開
始
し
た
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
客
観
的

な
議
論
に
関
す
る
期
日
の
合
意
で
足

（
２７
）

り
る
。
判
例
は
、
請
求
権
が
主
張
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
債
務
者
の
単
な
る
照
会
に
も
協
議
の

開
始
を

（
２８
）

み
る
。
債
権
者
が
請
求
権
を
真
摯
に
考
え
て
い
る
が
、
検
察
の
捜
査
を
待
ち
た
い
と
い
っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
債
権
者
が

事
実
を
挙
げ
て
立
証
す
れ
ば
解
明
に
寄
与

（
２９
）

す
る
、
捜
査
手
続
の
後
に
自
ら
再
び
事
実
関
係
を
取
り
上
げ
る
、
時
効
を
話
し
合
い
で
実
証

（
３０
）

す
る
と
い
っ
た
債
務
者
の
発
言
も
同
様
に
協
議
を
理
由
づ
け
る
。
協
議
は
そ
の
他
、
そ
れ
が
最
初
は
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、
後
で
受
け

入
れ
ら
れ
た
場
合
に
も
存
在
す
る
。
停
止
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
後
の
受
け
入
れ
の
時
点
か
ら
効
力
を
生
じ
る
。
さ
ら
に
終
了
し
た
協
議
は

協
議
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
え

（
３１
）

な
い
。

承
認
と
な
る
の
は
、
猶
予
、
割
賦
弁
済
、
利
子
の
支
払
、
担
保
の
提
供
な
ど
で
あ
る
。
追
完
履
行
な
い
し
瑕
疵
の
検
査
は
承
認
と
な

り
う
る
か
。
ド
民
二
〇
三
条
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
は
、
請
負
人
が
注
文
者
と
の
合
意
の
う
え
で
瑕
疵
の

存
在
の
検
査
ま
た
は
瑕
疵
の
除
去
に
従
事
す
る
場
合
は
、
時
効
は
停
止
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
の
場
合
承
認
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
ド

民
二
〇
三
条
一
文
の
協
議
を
措
定
す
る
し
か
な
い
。
ド
民
二
〇
三
条
一
文
は
、
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
の
一
般
化
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
か
ら
広
い
機
能
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
は
請
求
権
の
種
類
毎
の
異
な
っ
た
解
釈
を
示
唆
し
、
合
意
に
よ
る
瑕
疵

の
検
査
も
協
議
に
含
め
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
ド
民
二
〇
三
条
一
文
が
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に

関
す
る
議
論
も
ま
た
包
含
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
少
な
く
と
も
瑕
疵
検
査
中
は
ド
民
二
〇
二
条
の
黙
示
の
停
止
合
意
を
認
め
う
る
。

（
一
二
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し
か
し
、
債
権
者
の
普
通
契
約
約
款
の
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
請
求
権
が
包
含
さ
れ
る
と
き
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

牽
引
に
よ
る
瑕
疵
修
補
の
場
合
は
、
ド
民
二
〇
三
条
の
類
推
が
な
さ
れ

（
３２
）

う
る
。

協
議
は
、
具
体
的
に
は
例
え
ば
、
事
実
関
係
に
関
す
る
最
初
の
文
書
に
対
す
る
相
手
方
の
返
事
の
到
達
や
個
人
的
な
会
話
の
開
始
に

も
存
す
る
。
停
止
は
も
ち
ろ
ん
最
初
の
意
思
の
表
明
に

（
３３
）

遡
る
。
立
法
者
は
協
議
に
よ
る
停
止
の
た
め
に
文
書
の
要
件
を
不
要
と
し
た
。

請
求
権
が
議
論
さ
れ
る
方
法
の
多
様
さ
の
実
務
的
か
つ
柔
軟
な
扱
い
を
可
能
に
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
に
際
し
て
協
議
の
最
も
多
い

開
始
の
契
機
が
履
行
の
拒
絶
で
あ
る
か
、
ま
た
は
協
議
が
最
初
口
頭
で
開
始
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
あ
ま
り
取
引
に
敏
く

な
い
当
事
者
は
、
書
類
を
必
要
と
す
る
と
不
利
益
を
受
け
る
。
そ
の
他
相
互
に
受
け
入
れ
る
べ
き
協
議
の
要
件
は
、
債
務
者
が
協
議
を

最
初
に
開
始
し
な
い
か
、
こ
れ
を
自
ら
開
始
す
る
か
を
自
由
に
な
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
債
務
者
を
十
分
に
保
護
す
る
。
債
権
者
が
協
議

の
受
け
入
れ
ま
た
は
継
続
を
拒
否
す
る
と
き
は
、
彼
に
は
時
効
期
間
の
経
過
が
必
要
な
確
定
の
利
益
を
理
由
づ
け
る
、
確
認
の
訴
え
を

提
起
す
る
可
能
性
が
存

（
３４
）

す
る
。

協
議
の
期
間
は
時
効
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い
。
停
止
の
効
力
は
原
則
と
し
て
当
事
者
の
最
初
の
表
明
の
時
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
停
止

の
射
程
距
離
は
ド
民
二
一
三
条
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
客
観
的
に
（
履
行
請
求
権
と
遅
延
損
害
の
よ
う
に
）
同
じ
利
益
に
向
け
ら
れ
、
か

つ
選
択
に
か
か
り
、
併
存
し
な
い
競
合
す
る
請
求
権
も
包
含
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
民
八
二
三
条
一
項
第
五
選
択
肢
（
所
有
権
）

は
、
協
議
が
明
示
的
に
売
買
法
上
の
瑕
疵
の
み
に
関
す
る
場
合
で
も
包
含
さ

（
３５
）

れ
る
。
す
で
に
ド
民
旧
八
四
二
条
二
項
の
も
と
で
不
法
行

為
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
判
例
に
よ
れ
ば
例
え
ば
ド
民
旧
五
五
八
条
に
基
づ
く
競
合
す
る
契
約
上
の
請
求
権
が
含
ま
れ

る
と
さ

（
３６
）

れ
た
。
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
先
例
と
な
る
判
例
に
従
っ
て
、
停
止
は
す
べ
て
の
当
該
瑕
疵
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
請
求
権

に
適
用
さ

（
３７
）

れ
る
。
同
様
に
ド
民
二
〇
三
条
に
吸
収
さ
れ
た
ド
民
旧
四
七
七
条
三
項
で
す
ら
他
の
請
求
権
の
停
止
も
ま
た
実
現
す
る
。
そ

の
他
こ
の
広
い
理
解
は
決
定
的
に
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
協
議
の
対
象
に
関
す
る
記
述
か
ら
生
じ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
示
的
に
不
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法
行
為
上
の
請
求
権
な
い
し
絶
対
権
が
包
摂
さ
れ
る
。
人
的
に
は
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
は
通
例
そ
の
者
の
中
に
停
止
の
状
況
が
存
在

す
る
請
負
人
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
広
い
理
解
の
意
味
で
か
つ
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
に
依
拠
し
て
、
説
明
さ
れ
た

生
活
関
係
か
ら
導
か
れ
る
も
の
が
目
指
さ
れ
ね
ば
な
ら

（
３８
）

な
い
。

停
止
は
、
協
議
が
拒
絶
さ
れ
た
と
き
は
終
了
す
る
。
そ
れ
に
は
原
則
と
し
て
当
事
者
の
明
確
か
つ
一
義
的
な
態
様
が
必
要
で

（
３９
）

あ
る
。

か
よ
う
な
態
様
は
、
単
な
る
請
求
権
の
拒
絶
の
中
に
は
存
し
な
い
。
協
議
の
中
断
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
請
求
権
の
拒
絶
の
み
で
は
十
分
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
で
す
ら
な
お
対
話
の
準
備
が
残
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

協
議
の
終
了
は
、
さ
ら
に
主
張
さ
れ
た
請
求
権
の
行
使
可
能
性
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
有
し
、
法
的
安
定
性
の
理
由

（
４０
）

か
ら
、
ま
た

形
成
権
へ
の
近
さ
の
た
め
に
、
原
理
的
に
も
ま
た
条
件
親
和
的
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
協
議
の
終
了
の
た
め

に
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
（
保
険
契
約
法
）
旧
一
二
条

（
４１
）

二
項
の
決
定
、
ド
商
四
三
九
条

（
４２
）

三
項
の
請
求
の
拒
否
ま
た
は
ド
民
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項

（
本
誌
七
八
頁
参
照
）
に
よ
る
そ
の
拒
絶
は
標
準
と
は
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
単
な
る
結
果
の
通
知
や
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の

除
去
ま
た
は
解
決
の
表
示
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
他
方
に
お
い
て
、
決
裂
は
将
来
に
と
っ
て
協
議
の
完
全
な
終
了
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
そ
れ
は
一
時
的
な
終
了
た
り
う
る
。
協
議
が
後
で
再
び
開
始
さ
れ
た
と
き
は
、
ド
民
二
〇
三
条
は
再
開

（
４３
）

す
る
。
債
務
者
が
特

定
の
前
提
の
も
と
に
新
た
な
検
査
の
準
備
を
し
て
い
る
と
き
は
、
通
例
協
議
の
決
裂
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
提
案
の
要
請
が
存
在

（
４４
）

す
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
停
止
の
終
了
が
同
時
に
な
さ
れ
た
好
意
に
基
づ
く
申
出
で
の
場
合
に
も
生
じ
る
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
二
条
二
項

お
よ
び
ド
民
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
三
文
と
の
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
協
議
の
拒
絶
は
、
単
な
る
引
き
延
ば
し
や
債
権
者
に
よ
る
追
完

履
行
ま
た
は
準
備
的
な
検
査
の
機
会
の
不
許
容
の
中
に
も
存
し
う
る
。
し
か
し
、
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
の
場
合
、
債
務
者
の
新
た
な

協
議
の
準
備
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
き
で
す
ら
、
協
議
は
拒
絶
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
沈
黙
は

原
則
と
し
て
協
議
の
終
了
と
は
な
ら

（
４５
）

な
い
。

（
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一
当
事
者
の
沈
黙
の
場
合
、
協
議
の
終
了
に
つ
い
て
当
事
者
の
一
義
的
な
表
明
が
な
い
と
き
は
、
単
な
る
協
議
の
休
眠
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
場
合
協
議
の
終
了
に
関
す
る
著
し
い
不
安
定
化
の
恐
れ
が
あ
る
。
困
っ
た
こ
と
に
、
一
度
終
了
し
た
協
議
が
再
度
開
始
さ
れ
う
る

と
い
う
結
果
に
な
る
。
極
端
な
場
合
に
は
期
限
の
な
い
停
止
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
一
つ
の
可
能
性
は
、
沈
黙
に
関
し
て
一

定
期
間
内
の
特
定
の
当
事
者
の
最
後
の
表
示
を
標
準
的
な
も
の
と
し
て
表
明
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
連
邦
参
議
院

に
よ

（
４６
）

れ
ば
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
に
従
っ
て
訴
訟
の
休
眠
の
た
め
に
、
最
後
の
債
務
者
と
債
権
者
の
間
の
協
議
の
枠
内
で
な
さ
れ
た
、

休
眠
後
六
か
月
内
の
当
事
者
の
表
示
を
問
題
と
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
当
事
者
の
一
方
が
こ
の
期
間
の
経
過
前
に
協
議
を
再
開
す
る

場
合
に
、
停
止
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に

（
４７
）

な
る
。
二
〇
〇
〇
年
八
月
四
日
の
討
議
草
案
が
予
定
し
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
旧
一
二
条
二
項
、
ド
商
四
三

九
条
三
項
お
よ
び
ド
民
旧
六
五
一
条
二
項
三
文
の
も
と
で
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
協
議
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
文
書
の
形
式
を
導
入
す

る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
の
理
由
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
、
容
易
に
確
定
し
う
る
時
点
を
意
味
す
る
で
あ

（
４８
）

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

こ
の
場
合
説
明
が
欠
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
休
眠
の
本
来
の
問
題
を
何
も
変
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
ら

ず
、
協
議
お
よ
び
休
眠
の
場
合
の
停
止
は
、
信
義
則
に
従
っ
て
次
の
歩
み
が
期
待
さ
れ
う
る
と
き
に
終
了
す
る
と

（
４９
）

し
た
。
法
的
安
定
性

に
不
利
な
個
々
の
事
例
を
考
慮
す
る
判
例
に
対
し
て
立
法
者
は
、
知
ら
れ
た
判
例
の
原
則
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
生
活
の
現
実
の

多
様
な
形
成
に
適
合
す
る
と
い
う
見
込
み
に
よ
っ
て
均
衡
を
保
た
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
以
上
の
模
範
的
な
言
及
は
欠
け
て
い
る
。
実

際
上
の
問
題
は
、
債
権
者
と
債
務
者
が
、
疑
わ
し
い
場
合
に
、
次
の
歩
み
が
期
待
さ
れ
う
る
時
期
に
つ
き
異
な
っ
た
申
立
を
す
る
こ
と

か
ら
生

（
５０
）

じ
る
。
こ
の
場
合
裁
判
上
の
確
定
の
た
め
に
相
当
な
費
用
を
伴
う
著
し
い
紛
争
の
可
能
性
が
あ
る
。
ド
民
二
〇
三
条
二
文
は
そ

の
緩
和
に
寄
与
し
う
る
。
同
時
に
明
ら
か
に
破
綻
す
る
こ
と
の
な
い
単
な
る
協
議
の
準
備
の
沈
滞
お
よ
び
義
務
の
単
な
る
否
認
で
は
不

十
分
で

（
５１
）

あ
る
。

ド
民
二
四
二
条
に
よ
れ
ば
、
損
害
の
経
緯
の
判
断
に
関
す
る
合
意
さ
れ
た
協
議
の
休
止
に
お
い
て
、
停
止
の
終
了
を
惹
起
す
る
た
め
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に
積
極
的
に
活
動
す
る
の
は
債
務
者
の
任
務
で

（
５２
）

あ
る
。
ド
民
二
〇
三
条
は
、
原
則
的
に
明
示
の
拒
絶
を
要
求
す
る
。
債
権
者
は
、
彼
に

よ
っ
て
予
告
さ
れ
た
そ
の
潜
在
的
な
請
求
権
の
検
討
が
予
定
さ
れ
て
い
た
よ
り
長
く
継
続
す
る
場
合
は
、
活
動
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
協
議
の
終
了
は
さ
ら
に
、
型
通
り
の
言
葉
で
も
生
じ
う
る
し
、
債
権
者
が
そ
の
協
力
を
怠
り
ま
た
は
い
か
な
る
決
定
も
期
待

で
き
な
い
場
合
で
も
生
じ
う
る
。
限
界
づ
け
に
つ
い
て
は
、
利
益
―
お
よ
び
期
待
状
況
に
遡
り
う
る
。
信
義
則
に
よ
れ
ば
、
表
明
が
期

待
さ
れ
る
べ
き
最
も
遅
い
時
点
を
標
準
と
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
協
議
の
終
了
は
、
Ｖ
Ｖ
Ｇ
一
二
条
二
項
の
も
と
に
お
け
る
よ
う
に
、

請
求
権
が
明
ら
か
に
も
は
や
追
及
さ
れ
な
い
場
合
に
も
可
能
で

（
５３
）

あ
る
。
当
事
者
は
そ
の
他
協
議
の
終
了
の
た
め
の
事
情
を
確
定
し
、
例

え
ば
、
終
了
時
期
と
し
て
基
準
日
を
導
入
す
る
た
め
に
、
合
意
に
よ
り
自
ら
措
置
を
な
し
う
る
。
協
議
の
終
了
は
債
務
者
に
有
利
な
時

効
を
再
開
さ
せ
る
か
ら
、
明
確
な
発
言
に
よ
り
協
議
を
終
了
さ
せ
、
文
書
に
よ
る
場
合
は
、
協
議
終
了
の
期
日
を
一
義
的
に
確
定
す
る

の
は
債
務
者
の
責
任
で
あ
る
。
債
務
者
が
協
議
を
明
確
に
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権
者
が
請
求
権
を
失
う
に
至
ら
せ
る
こ
と

は
、
債
務
者
の
リ
ス
ク
で
行
わ

（
５４
）

れ
る
。

終
了
し
た
停
止
に
引
き
続
い
て
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
三
か
月
の
満
了
停
止
が
適
用
さ
れ
る
。
満
了
停
止
の
効
力
は
、
進
行
す
る
時

効
期
間
が
延
長
さ
れ
、
こ
れ
が
停
止
の
よ
う
に
中
断
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
と
は
異
な
り
、
債
権

者
が
協
議
の
終
了
後
な
お
三
か
月
間
時
効
満
了
を
妨
げ
る
た
め
の
他
の
措
置
を
取
り
う
る
こ
と
に
導
く
。
満
了
停
止
は
、
一
方
で
は
、

協
議
の
終
了
が
あ
わ
た
だ
し
く
発
生
し
う
る
が
ゆ
え
に
正
当
化
さ
れ
る
。
満
了
停
止
は
、
債
権
者
か
ら
些
少
と
は
言
え
な
い
程
度
に
協

議
が
実
際
に
終
了
し
た
か
ど
う
か
の
評
価
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
を
取
り
去
る
。
債
権
者
は
性
急
な
行
動
を
と
る
必
要
は
な
く
、
あ
る
活

動
の
余
地
を
取
得
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
債
権
者
は
す
で
に
請
求
権
の
実
行
に
着
手
し
、
協
議
が
い
つ
で
も
終
了
す
る
可
能
性
を
計

算
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
十
分
な
も
の
で

（
５５
）

あ
る
。
そ
の
限
り
で
正
当
な
債
務
者
利
益
が
修
正
さ
れ
て
関
与
す
る
。

ド
民
二
〇
三
条
二
文
は
特
に
協
議
の
容
認
の
場
合
に
時
効
完
成
前
の
短
期
間
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
ド
民
二
〇
四
条
二
項
一
文
の

（
一
六
）
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権
利
追
及
に
お
け
る
六
か
月
の
期
間
に
比
べ
て
そ
の
期
間
は
相
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
の
み
時
効
の
再
開
の
停
止
効

へ
の
置
換
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
期
間
は
、
法
律
委
員
会
に

（
５６
）

よ
り
二
〇
〇
〇
年
八
月
四
日
の
討
議
草

案
二
一
〇
条
三
項
な
い
し
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
二
一
六
条
一
項
二
文
の
二
か
月
か
ら
三
か
月
に
延
長
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
一
七：
一
〇
八
条
の
よ
う
な
一
年
の
期
間
は
、
ド
イ
ツ
で
も
選
択
肢
と
し
て
議
論
さ
れ

（
５７
）

た
が
、
長
す
ぎ
る
。
一
年
の
期
間
は
、

特
に
債
権
者
と
し
て
自
ら
不
明
確
を
除
去
す
る
可
能
性
を
有
し
、
ま
た
は
そ
の
給
付
利
益
を
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
追
及
し
な

い
場
合
に
は
、
不
確
実
と
は
い
え
な
い
。
批
判
点
と
し
て
、
満
了
停
止
は
一
日
だ
け
長
く
ま
た
は
形
だ
け
の
協
議
を
し
た
場
合
で
も
適

用
さ
れ
る
と
指
摘
さ

（
５８
）

れ
る
。
こ
れ
は
戦
略
的
な
行
動
へ
の
可
能
性
を
開
く
よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
時
効
の
停
止
は
債
権
者
に
役

立
つ
。
し
か
し
、
債
権
者
は
、
協
議
が
疑
わ
し
い
場
合
は
妥
協
に
導
き
、
そ
の
た
め
そ
の
現
在
の
立
場
を
弱
め
る
で
あ
ろ
う
が
ゆ
え
に
、

協
議
を
開
始
す
る
動
機
を
有
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
戦
略
的
行
動
へ
の
現
実
の
可
能
性
は
小
さ
い
。
現
実
の
協
議
意
思
の

な
い
単
な
る
見
せ
か
け
の
協
議
は
、
疑
わ
し
い
場
合
は
ド
民
二
四
二
条
の
悪
意
訴
訟
に
よ
り
防
御
さ
れ
る
か
ら
、
事
例
は
権
利
濫
用
と

（
５９
）

な
る
。
ド
商
四
三
九
条
三
項
は
運
送
行
為
の
場
合
運
送
に
基
づ
く
請
求
権
に
つ
い
て
原
則
的
に
ド
民
二
〇
三
条
の
特
別
規
定
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
ま
た
同
様
に
停
止
の
終
了
と
と
も
に
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
満
了
停
止
が
接
続
す
る
一
般
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

ド
民
二
〇
三
条
は
原
則
的
に
任
意
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
を
ド
民
二
〇
二
条
か
ら
の
反
対
推
論
が
資
料
に
よ
り
裏
付
け
る
よ

う
に
、
債
務
法
改
正
と
と
も
に
明
確
に
自
由
化
さ
れ
た
時
効
の
短
縮
化
と
延
長
の
た
め
の
余
地
か
ら
導
か

（
６０
）

れ
る
。
停
止
の
概
念
、
開
始

お
よ
び
終
了
に
関
す
る
不
確
実
の
可
能
性
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
相
応
な
合
意
に
よ
る
解
決
を
図
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
契
約
上

の
変
更
は
、
特
に
協
議
に
よ
り
語
ら
れ
う
る
施
行
日
や
状
況
ま
た
は
こ
れ
ら
が
い
つ
拒
否
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
か
を
確
定
す
る
た
め
に

意
義
が
大
き
い
。
そ
れ
に
加
え
て
Ｖ
Ｖ
Ｇ
旧
一
二
条
二
項
やPflV

ersG

（
自
動
車
運
行
供
用
者
責
任
保
険
法
）
旧
三
条
三
項

（
６１
）

三
文
の

よ
う
な
他
の
法
定
の
解
決
モ
デ
ル
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
ま
た
役
立
ち
う
る
。
し
か
し
、
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
満
了
停
止
の
制
限
は
、
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法
的
追
及
に
お
け
る
六
か
月
の
期
間
、
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
文
言
（
早
く
と
も
）
並
び
に
ド
民
四
七
五
条
二
項
、
三
〇
七
条
二
項
一

号
の
制
限
に
鑑
み
て
狭
い
範
囲
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
ド
民
二
〇
三
条
の
一
当
事
者
の
み
へ
の
制
限
は
、
こ
れ
が
客
観
的
に
正
当
化
さ

れ
な
い
不
平
等
扱
い
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
ド
民
三
〇
七
条
の
意
味
に
お
い
て
不
相
当
で

（
６２
）

あ
る
。

（
２
）
時
効
停
止
と
時
効
の
更
新
の
競
合

（
イ
）
追
完
履
行
と
時
効
停
止

（
ａ
）
売
買
契
約

売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
、
瑕
疵
の
除
去
ま
た
は
瑕
疵
の
な
い
物
の
給
付
を
し
た
と
き
（
ド
民
四
三
九
条
一
項
）、
依
然
と
し

て
追
完
履
行
が
ド
民
二
〇
三
条
の
停
止
に
導
く
の
か
、
そ
れ
と
も
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
時
効
の
更
新
に
導
く
の
か
が
問
題
に
な

る
。
売
主
と
買
主
の
間
に
請
求
権
（
追
完
履
行
請
求
権
）
ま
た
は
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
関
す
る
協
議
が
継
続
し
て
い
る
と
き
は
、

ド
民
二
〇
三
条
一
文
に
よ
り
時
効
は
停
止
さ
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
協
議
の
概
念
は
拡
張
的
に
解
さ
れ
て

（
６３
）

い
る
。
レ
イ

リ
ン
グ
／
ヴ
ァ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
に
つ
い
て
の
苦
情
を
言
っ
て
な
い
の
に
追
完
履
行
を
す
る
場
合
は
ド
民
二
〇
三
条
一
文

の
協
議
は
存
し
な
い
が
、
比
較
し
う
る
利
益
状
況
お
よ
び
規
定
の
欠
缺
に
基
づ
き
こ
れ
ら
の
場
合
類
推
適
用
さ
れ
る
。
売
主
が
追
完
の

試
み
の
間
あ
ら
か
じ
め
の
協
議
な
し
に
さ
ら
に
修
補
を
進
め
た
場
合
は
、
売
主
は
買
主
か
ら
追
完
の
遅
滞
に
よ
る
瑕
疵
担
保
請
求
権
を

奪
い
う
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
買
主
は
請
求
権
の
時
効
か
ら
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
的
に
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
意
味
の
協

議
が
な
さ
れ
る
場
合
と
の
区
別
は
存
し
な
い
か
ら
、
同
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

（
６４
）

な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
法
的
意
味

に
お
け
る
請
求
権
の
正
当
性
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
協
議
し
、
ま
た
は
売
主
が
単
に
追
完
履
行
を
し
た
場
合
、
停
止
が
生

（
６５
）

じ
る
。

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
五
日
の
最
高
裁
判

（
６６
）

決
は
、
追
完
履
行
の
場
合
に
原
則
的
な
時
効
の
更
新
を
規
定
す
る
普
通
購
入
約
款
の
条
項
は
、

（
一
八
）
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売
主
を
不
相
当
に
不
利
に
扱
う
も
の
で
あ
り
、
ド
民
三
〇
七
条
に
よ
り
無
効
だ
と
し
た
。
最
高
裁
は
、
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
、
そ
の

約
款
が
原
則
的
に
追
完
履
行
の
範
囲
、
期
間
お
よ
び
費
用
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
時
効
の
更
新
を
定
め
、
そ
の
た
め
に
た
と
え
ば
好

意
に
基
づ
く
瑕
疵
除
去
も
含
む
こ
と
に
求
め
る
。
し
か
し
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
時
効
の
更
新
は
、
瑕
疵
の
除
去
が
買
主
の
視

点
か
ら
（
少
な
く
と
も
）
瑕
疵
除
去
義
務
の
決
定
的
な
承
認
と
理
解
さ
れ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
う
る
。
同
最
高
裁
判
決
は
、
傍
論

で
追
完
履
行
措
置
が
無
制
限
な
時
効
の
更
新
に
導
き
、
代
替
給
付
の
場
合
に
更
新
が
原
則
に
す
ら
な
り
う
る
事
例
が
考
え
ら
れ
る
と
述

べ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
本
最
判
は
、
修
補
が
、
上
記
の
原
則
に
従
っ
て
そ
も
そ
も
時
効
の
更
新
を
実
現
す
る
限
り
、
同
じ
瑕
疵
ま
た

は
瑕
疵
あ
る
修
補
が
問
題
に
な
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
新
た
に
時
効
が
再
開
す
る
こ
と
を
確
定
し
た
。
学
説
上
も
ま
た
、
修
補
と
代

替
給
付
と
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
代
替
給
付
の
場
合
は
大
抵
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
意
味
の

承
認
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で

（
６７
）

あ
る
。
さ
ら
に
追
完
履
行
が
ド
民
四
三
八
条
二
項
の
意
味
の
引
渡
し
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
動

的
に
新
し
い
時
効
期
間
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
も
主
張
さ

（
６８
）

れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
消
費
者
信
用

（
６９
）

指
令
三
条
が
一
義
的
に
給
付
と
代
替
給
付

を
区
別
し
、
同
指
令
五
条
が
時
効
に
関
し
て
代
替
給
付
で
は
な
く
、
給
付
に
結
び
付
け
る
が
ゆ
え
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

（
７０
）

あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
ド
民
四
三
八
条
二
項
の
立
法
理
由
に
お
い
て
動
産
の
引
渡
し
と
の
結
び
つ
き
は
消
費
用
品
指
令
五
条
一
項
一
文
と
一
致
し

て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て

（
７１
）

い
る
。
少
数
説
は
、
追
完
給
付
の
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
買
主
が
ド
民
四
三
九
条
四
項
に
よ
り
既
に
受
け
取
っ

て
い
た
物
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
る
。
追
完
給
付
の
場
合
に
時
効
の
更
新
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、

後
発
的
に
契
約
に
適
っ
た
新
し
い
状
況
の
給
付
が
な
さ
れ
る
か
ら
で

（
７２
）

あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
に
は
従
い
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判

所
が
二
〇
〇
八
年
四
月
一
七
日
に
、
消
費
者
信
用
指
令
三
条
が
、
売
主
が
代
替
給
付
の
場
合
に
給
付
し
た
物
を
買
主
に
返
還
請
求
し
う

る
と
い
う
ル
ー
ル
に
抵
触
す
る
と
判

（
７３
）

示
し
、
ド
民
四
三
九
条
四
項
が
消
費
用
品
売
買
の
場
合
に
指
令
適
合
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
か

ら
で

（
７４
）

あ
る
。
そ
の
結
果
消
費
用
品
売
買
と
そ
の
他
の
売
買
行
為
を
区
別
す
る
こ
と
は
最
高
裁
に
よ
り
よ
り
一
層
否
定
さ
れ
る
。
そ
れ
を
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超
え
て
そ
の
区
別
は
、
消
費
用
品
の
枠
内
で
の
み
代
替
給
付
に
お
け
る
時
効
の
一
般
的
更
新
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
バ
カ
げ
た
効
果
が

生
じ
る
。
時
効
の
効
果
に
関
し
て
修
補
と
代
替
給
付
を
異
な
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
二
つ
の
原
則
的
に
同
価
値
の
追
完
履

行
の
可
能
性
の
異
な
っ
た
扱
い
を
も
た
ら
す
だ
け
で

（
７５
）

あ
る
。

買
主
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
は
原
則
と
し
て
売
買
目
的
物
の
取
得
後
二
年
内
に
主
張
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
買
主
は
、
売
主
が
追
完
履

行
を
遅
滞
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
買
主
の
請
求
権
の
裁
判
上
の
主
張
を
時
効
が
完
成
す
る
ま
で
妨
げ
る
こ
と
か
ら
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

他
方
に
お
い
て
売
主
は
い
わ
ゆ
る
鎖
担
保
（K

ettengew
ährleistung

）
か
ら
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
各
々
の
追
完
履
行
の
試
み
が

新
し
い
時
効
期
間
を
開
始
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
請
求
権
の
時
効
期
間
を
制
限
し
た
立
法
趣
旨
が
損
な
わ
れ
る
。
債
権
者
の
利
益
と
債
務

者
の
利
益
は
ド
民
二
〇
三
条
の
協
議
の
概
念
の
拡
大
解
釈
と
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
概
念
の
制
限
解
釈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
う
る
。
ド
民
二
〇
三
条
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
、
時
効
の
経
過
が
少
な
く
と
も
停
止
の
終
了
後
三
か
月
し
て
満
了
す
る
が
ゆ
え
に
、
ま

ず
買
主
は
売
主
の
遅
延
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
売
主
が
最
終
的
に
追
完
履
行
を
拒
否
す
る
場
合
、
買
主
に
は
時
効
停
止
措
置
を
と
る

十
分
な
時
間
が
残
さ
れ
る
。
追
完
履
行
が
実
行
さ
れ
る
場
合
で
も
、
買
主
は
こ
れ
を
通
じ
て
売
買
目
的
物
を
新
た
に
検
査
す
る
十
分
な

時
間
を
取
得
す
る
。
し
た
が
っ
て
協
議
の
概
念
が
大
雑
把
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
買
主
の
利
益
に
十
分
に
適
合
す
る
。
し
か
し
、
時
効

の
更
新
に
関
す
る
規
定
（
ド
民
二
一
二
条
一
項
）
の
制
限
的
解
釈
の
場
合
、
追
完
履
行
の
客
体
で
あ
る
瑕
疵
に
関
し
て
も
ま
た
両
当
事

者
の
利
益
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
真
正
な
か
つ
少
な
く
と
も
黙
示
の
承
認
が
あ
る
場
合
（
売
主
が
一
義
的

に
彼
に
瑕
疵
除
去
義
務
が
帰
属
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
）、
原
則
と
し
て
時
効
の
更
新
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
全
体
の

状
況
に
従
っ
て
単
な
る
整
備
を
超
え
る
が
、
客
観
的
に
事
後
的
な
調
整
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

複
雑
な
計
量
器
の
場
合
、
①
瑕
疵
あ
る
目
盛
り
が
交
換
さ
れ
、
②
測
定
機
械
が
整
備
期
間
を
超
え
て
新
た
に
目
盛
り
検
査
が
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
場
合
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
は
①
の
場
合
に
の
み
あ
て
は

（
７６
）

ま
る
。

（
二
〇
）
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し
か
し
、
時
効
の
更
新
の
射
程
距
離
は
、
事
実
上
の
追
完
履
行
の
客
体
で
あ
り
、
ま
た
は
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
に
よ
り
生
じ
た
瑕
疵

に
制
限
さ
れ
う
る
。
追
完
履
行
の
場
合
最
高
裁
は
、
す
で
に
明
示
的
に
こ
れ
が
同
じ
瑕
疵
ま
た
は
瑕
疵
あ
る
修
補
の
結
果
が
問
題
に
な

る
と
き
に
の
み
時
効
の
更
新
を
引
き
起
こ
し
う
る
こ
と
を
確
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
追
完
の
場
合
当
初
の
時

効
期
間
が
適
用
さ

（
７７
）

れ
る
。
こ
れ
は
最
高
裁
の
傍
論
に
反
し
て
代
替
給
付
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
瑕
疵
除
去
義
務
の
断
固
た
る
承
認

と
理
解
さ
れ
う
る
代
替
給
付
の
場
合
、
承
認
は
追
完
履
行
の
事
実
上
の
客
体
で
あ
る
瑕
疵
に
の
み
関
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
民
二
一

二
条
一
項
の
時
効
の
更
新
の
範
囲
は
、
承
認
の
事
実
上
の
範
囲
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
代
替
給
付
が
合
意
さ
れ
た
性
質
を
有
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
検
討
の
た
め
に
、
買
主
に
は
す
で
に
ド
民
二
〇
三
条
に
従
っ
て
十
分
な
時
間
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
八

年
四
月
一
七
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
判
決
に
従
っ
て
買
主
が
消
費
用
品
売
買
の
場
合
に
瑕
疵
あ
る
物
の
利
用
の
代
償
を
給
付
す
る

に
及
ば
な
い
、
そ
の
結
果
完
全
な
返
還
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
よ
り
一
層
あ
て
は

（
７８
）

ま
る
。
代
替
給
付
の
場
合
に
常
に
時
効
の
包
括
的
な

更
新
が
問
題
に
な
る
と
す
れ
ば
、
買
主
に
は
当
初
彼
が
請
求
し
え
た
以
上
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
が

瑕
疵
が
些
細
な
物
で
も
二
年
間
利
用
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
買
主
に
追
完
履
行
に
よ
り
当
初
売

買
契
約
に
よ
り
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
が
帰
す
る
と
い
う
消
費
用
品
売
買
指
令
の
意
味
お
よ
び
目
的
に
適
合
し

（
７９
）

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
裁
判
所
が
追
完
履
行
の
枠
内
で
時
効
期
間
の
更
新
を
問
題
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
そ
の
他
利
用
の
代
償
を
支
払
う
買
主
の
義
務
の

欠
落
の
場
合
に
、
そ
れ
が
売
主
の
財
産
的
利
益
を
消
費
用
品
売
買
指
令
五
条
一
項
の
二
年
の
時
効
期
間
に
よ
り
保
護
す
る
意
図
で
あ
っ

た
こ
と
に
お
い
て
示
さ

（
８０
）

れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
が
消
費
用
品
売
買
指
令
を
代
替
給
付
が
一
般
的
に
時
効
の
更
新
に
導
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
切
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
メ
ン
ゲ
ス
に
よ
っ
て
適
切
に
も
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
消

費
用
品
売
買
指
令
が
消
費
者
保
護
の
最
小
限
の
み
を
実
行
す
る
意
図
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
ル
ー
ル
を
補
充
す
る
こ
と
が
消
費
用
品
売
買

指
令
八
条
二
項
に
従
っ
て
加
盟
国
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
消
費
用
品
売
買
指
令
第
一
八
考
慮
原
因
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に
よ
り
加
盟
国
は
、
修
補
ま
た
は
代
物
給
付
に
更
新
の
効
果
を
与
え
る
こ
と
が
明
白
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
メ
ン
ゲ
ス

の
（
８１
）

見
解
に
反
し
て
か
よ
う
な
ル
ー
ル
は
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
よ
り
明
確
に
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
ド
民
四
三
八
条
二
項
も
ま
た
か
よ

う
な
ル
ー
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
条
項
は
給
付
を
規
定
し
、
修
補
ま
た
は
代
物
給
付
を
規
定
し
た
も
の
で
は

な
く
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
立
法
者
に
よ
っ
て
も
意
図
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

（
８２
）

あ
る
。

追
完
履
行
の
措
置
を
好
意
の
留
保
の
も
と
に
置
く
普
通
契
約
約
款
の
規
定
は
、
ド
民
三
〇
七
条
一
項
一
号
違
反
に
よ
り
時
効
の
更
新

を
妨
げ
る
も
の
で
は

（
８３
）

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
条
項
は
、
売
主
が
買
主
の
正
当
な
追
完
履
行
請
求
に
従
い
、
か
つ
そ
の
行
為
に

よ
り
二
義
を
許
さ
ず
彼
に
請
求
権
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
事
例
を
包
含
す
る
か
ら
で
あ
る
。
売
主
が
当
初
の
時
効

期
間
の
徒
過
を
援
用
し
な
い
こ
と
の
こ
れ
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
買
主
の
信
頼
は
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
に
よ
り
法
的
安
定
性

の
理
由
か
ら
保
護
さ
れ
る
。
し
か
し
、
信
頼
要
件
が
生
み
出
さ
れ
る
事
実
上
の
行
為
に
意
味
が
帰
属
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
無
制
限
の
好

意
の
留
保
に
よ
り
こ
の
法
定
の
基
礎
的
思
考
か
ら
離
れ
う
る
。
も
っ
と
も
、
売
主
の
リ
ス
ク
は
、
様
々
な
上
記
の
よ
う
な
事
実
関
係
の

違
い
の
段
階
を
追
っ
た
か
つ
見
通
し
の
よ
い
ル
ー
ル
に
よ
り
減
殺
さ
れ
る
。
通
説
に
よ
り
追
完
の
場
合
に
時
効
の
更
新
が
買
主
に
よ
り

主
張
さ
れ
た
瑕
疵
お
よ
び
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
に
制
限
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
売
主
に
ま
ず
追
完
履
行
の
種
類
の
間
の
選
択
が
留
保
さ
れ

る
。
し
か
し
、
売
主
は
消
費
用
品
売
買
で
こ
の
選
択
権
を
有
効
に
留
保
し
え
な
い
し
、
特
に
大
量
取
引
で
は
修
補
が
経
済
的
に
し
ば
し

ば
意
味
を
有
さ
な
い
の
だ
か
ら
、
か
よ
う
な
ル
ー
ル
は
個
々
的
に
の
み
役
立
ち
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
付
加
的
に
好
意
事

例
で
は
消
費
用
品
売
買
に
お
い
て
も
時
効
を
更
新
さ
せ
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で

（
８４
）

あ
る
。
さ
ら
に
追
完
履
行
請
求
権
が

存
在
す
る
場
合
で
も
、
追
完
履
行
の
実
行
と
と
も
に
成
立
す
る
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
が
、
追
完
履
行
請
求
の
客
体
で
あ
る

か
、
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
に
よ
り
生
じ
た
瑕
疵
に
の
み
関
わ
り
、
そ
の
他
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
本
来
の
期
間
が
存
続
す
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ル
ー
ル
は
、
事
実
上
な
さ
れ
た
承
認
お
よ
び
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
効
果
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る

（
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が
ゆ
え
に
、
同
条
項
の
基
本
思
考
か
ら
離
れ
な
い
。
企
業
の
取
引
で
は
、
約
款
法
上
規
制
の
な
い
給
付
の
記
載
の
場
合
、
例
え
ば
単
な

る
事
後
的
な
調
整
を
後
で
承
認
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
追
完
履
行
と
評
価
さ
れ
な
い
た
め
に
、
売
買
目
的
物
に
関
す
る
、
事
情
に
従
っ

て
通
常
の
、
契
約
締
結
に
際
し
て
認
め
う
る
必
要
な
契
約
後
の
給
付
と
厳
密
に
記
載
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

（
８５
）

あ
る
。

（
ｂ
）
請
負
契
約

二
〇
〇
一
年
の
法
改
正
ま
で
は
、
請
負
契
約
お
よ
び
性
質
的
に
こ
れ
に
近
い
と
さ
れ
た
旅
行
契
約
に
つ
い
て
は
以
下
の
二
つ
の
時
効

停
止
事
由
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
「
請
負
人
が
注
文
者
と
の
合
意
の
う
え
で
瑕
疵
の
存
否
の
検
討
ま
た
は
瑕
疵

の
除
去
を
引
き
受
け
た
と
き
は
、
消
滅
時
効
は
、
請
負
人
が
注
文
者
に
検
討
の
結
果
を
報
告
し
ま
た
は
彼
に
対
し
て
瑕
疵
が
除
去
さ
れ

た
と
表
明
し
ま
た
は
除
去
の
係
属
を
拒
絶
す
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
。」
ド
民
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
「
旅
行
者
の
請
求
権
は
ド
民
旧
六
五

一
ｃ
条
〜
旧
六
五
一
ｆ
条
に
よ
り
六
か
月
で
時
効
に
か
か
る
。
消
滅
時
効
は
、
旅
行
が
契
約
に
従
っ
て
終
了
し
た
日
に
進
行
を
開
始
す

る
。
旅
行
者
が
か
よ
う
な
請
求
権
を
主
張
し
た
と
き
は
、
時
効
は
旅
行
主
催
者
が
請
求
権
を
文
書
で
突
き
返
す
日
ま
で
停
止
す
る
。」

二
〇
〇
一
年
の
債
務
法
現
代
化
で
は
、
個
々
の
停
止
構
成
要
件
（
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
、
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
三
文
）
の
ド
民
二

〇
三
条
へ
の
置
換
が
、
同
時
に
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
の
一
般
的
な
法
制
度
へ
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
が
、
法
適
用
上
の
不
明
確
さ
を

も
た
ら
し
た
。
実
務
上
は
、
ド
民
二
〇
三
条
の
協
議
の
概
念
が
ド
民
六
三

（
８６
）

五
条
の
意
味
の
請
負
人
の
追
完
履
行
の
努
力
も
ま
た
含
む
か

ど
う
か
、
お
よ
び
ド
民
六
三
五
条
が
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
を
質
的
に
模
倣
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
学
説

上
は
当
初
起
草
者
が
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
の
協
議
と
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
停
止
要
件
と
が
同
じ
で
な
く
、
単
に
並
存
す
る
と
捉

え
、
後
者
は
法
改
正
に
あ
た
っ
て
削
除
さ
れ
、
同
条
の
定
め
た
ル
ー
ル
は
ド
民
二
〇
三
条
に
よ
っ
て
は
導
か
れ
な
い
と
す
る
も
の
も

あ
っ

（
８７
）

た
が
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
と
ド
民
二
〇
三
条
を
連
続
的
に
捉
え
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
が
ド
民
二
〇
三
条
に
解
消
さ
れ
た
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と
す
る
学
説
が
多
い
。
こ
の
立
場
で
は
、
現
行
法
上
請
負
人
が
注
文
者
と
合
意
の
上
で
瑕
疵
の
存
在
の
検
査
ま
た
は
瑕
疵
の
除
去
を

行
っ
た
場
合
に
も
時
効
は
停
止
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
時
効
の
更
新
に
導
く
承
認
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の

意
味
に
お
け
る
協
議
の
概
念
の
広
範
な
解
釈
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
条
は
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
の
一
般
化
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
よ
う
な
広
い
機
能
も
ま
た
引
き
受
け
て

（
８８
）

い
る
。
も
っ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
請
負
人
に
よ
る
瑕
疵
の

検
査
、
修
補
の
場
合
に
ド
民
二
〇
三
条
の
類
推
適
用
を
主
張
す
る
学
説
も

（
８９
）

あ
る
。
こ
の
議
論
は
規
範
の
抽
象
的
な
設
定
目
的
、
す
な
わ

ち
、
請
求
権
の
存
在
に
関
す
る
債
権
者
と
債
務
者
の
間
の
法
的
紛
争
の
一
致
し
た
解
決
方
法
の
強
化
お
よ
び
評
価
の
向
上
が
促
進
さ
れ

る
こ
と
を
帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
民
法
の
規
定
は
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
追
完
の
試
み
が
さ
ら
な
る
第
二
次
的
な
請
求
権
の
時
効
と
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
る
か
に
つ
い
て
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ｂ
（
建
物
建
築
工
事
発
注
お
よ
び
契
約
規
則
Ｂ
編
）
一
三
条
五
号
は

こ
れ
と
は
異
な
り
、
瑕
疵
除
去
作
業
の
受
領
後
こ
の
た
め
に
二
年
の
新
し
い
時
効
期
間
が
開
始
す

（
９０
）

る
が
、
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ｂ
一
三
条
四
号
の

通
常
の
期
間
ま
た
は
そ
の
代
わ
り
に
合
意
さ
れ
た
期
間
の
経
過
前
は
終
了
し
え
な
い
と
規
定

（
９１
）

す
る
。

フ
ァ
ー
バ
ー
／
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
ド
民
二
〇
三
条
の
意
味
に
お
け
る
協
議
の
概
念
の
拡
張
的
解
釈
は
、
契
約
当
事
者
に
よ
る

追
完
行
為
に
お
い
て
時
効
の
停
止
を
生
じ
る
と
い
う
結
論
に
導
き
う
る
。
さ
ら
な
る
帰
結
は
、
ド
民
二
〇
三
条
二
文
に
よ
り
三
か
月
の

満
了
停
止
が
時
効
期
間
に
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
裁
判
外
の
合
意
の
試
み
に
関
わ
っ
て
い
る
債
権
者
の
保
護
の
観
点
の
も
と
で
、
こ
れ

は
全
く
望
ま
し
い
結
論
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
こ
の
方
法
で
十
分
に
瑕
疵
の
検
査
の
機
会
が
帰
属
し
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
瑕
疵
担
保
請

求
権
の
た
め
の
時
効
期
間
が
請
負
人
に
よ
る
追
完
履
行
の
場
合
に
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
に
従
っ
て
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
き

新
た
に
進
行
を
開
始
し
う
る
か
ど
う
か
が
検
討
に
値

（
９２
）

す
る
。

請
負
人
が
仕
事
の
瑕
疵
の
な
い
給
付
に
関
す
る
契
約
上
の
義
務
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
注
文
者
に
は
ま
ず
追
完
請
求
権
が
帰
属
す
る

（
六
三
五
条
、
六
三
四
条
一
項
、
六
三
三
条
、
六
三
一
条
）。
請
負
人
は
、
こ
れ
に
受
領
時
に
ド
民
六
四
〇
条
に
従
っ
て
物
ま
た
は
権

（
二
四
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利
の
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
選
択
に
従
っ
て
修
補
ま
た
は
仕
事
の
新
し
い
製
作
を
す
る
義
務
を
負
う
。
追
完
期
間
内
に
追
完
さ
れ

な
か
っ
た
と
き
は
、
第
二
次
的
な
権
利
で
あ
る
解
除
、
自
己
執
行
、
損
害
賠
償
ま
た
は
代
金
減
額
を
請
求
し
う
る
。
注
文
者
の
瑕
疵
担

保
請
求
権
の
時
効
期
間
は
、
統
一
的
に
ド
民
六
三
四
ａ
条
一
項
に
規
定
さ
れ
、
仕
事
の
種
類
に
従
っ
て
、
そ
の
結
果
が
物
の
製
造
、
整

備
ま
た
は
変
更
で
あ
る
仕
事
ま
た
は
相
当
な
計
画
作
業
の
場
合
は
二
年
間
、
建
築
工
事
の
場
合
は
五
年
間
そ
し
て
運
送
ま
た
は
鑑
定
の

よ
う
な
無
体
的
な
仕
事
の
場
合
は
三
年
間
で
あ
る
。
時
効
の
進
行
は
、
ド
民
六
四
〇
条
に
よ
れ
ば
仕
事
の
受
領
時
に
開
始
す
る
。
仕
事

の
結
果
が
直
ち
に
か
つ
明
示
的
に
出
現
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
ド
民
六
三
四
ａ
条
に
基
づ
く
時
効
期
間
の
即
時
の
経
過
は
注
文
者
の
負

担
を
帰
結
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
法
的
実
務
で
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
認
識
に
お
い
て
請
負
人
は
、
注
文
者
の

さ
ら
な
る
第
二
次
的
権
利
に
対
し
て
ド
民
二
一
四
条
の
時
効
の
抗
弁
を
対
抗
し
う
る
た
め
に
、
彼
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
追
完
履
行
の

種
類
の
実
行
を
技
術
的
に
引
き
延
ば
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
。
さ
ら
に
注
文
者
が
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
お
よ
び
時
効
期
間
の
経
過
が
相

次
い
で
生
じ
る
場
合
に
さ
ら
な
る
第
二
次
的
権
利
の
実
行
を
妨
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
は
、

新
し
く
製
作
さ
れ
た
仕
事
が
当
初
の
仕
事
に
比
べ
て
ド
民
六
三
三
条
の
意
味
に
お
い
て
同
じ
ま
た
は
別
の
瑕
疵
を
呈
示
し
、
ま
た
は
瑕

疵
が
追
完
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
え
な
か
っ
た
場
合
に
存
在
す
る
。
注
文
者
の
権
利
の
削
減
は
債
務
法
現
代
化
法
の
消
費
者
に
好
意
的
な

意
図
と
矛
盾
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
し
い
時
効
法
の
厳
格
な
観
察
を
要
求

（
９３
）

す
る
。

従
来
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
に
基
づ
く
時
効
の
更
新
の
問
題
は
、
主
に
売
買
契
約
の
領
域
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
売
買
契
約
で
は
部
分

的
に
ド
民
四
三
八
条
の
意
味
に
お
け
る
代
替
物
の
給
付
が
問
題
と
な
り
、
ド
民
四
三
八
条
一
項
に
規
定
す
る
時
効
期
間
が
新
た
に
開
始

し
始

（
９４
）

め
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
多
く
の
者
に
よ
り
否
定

（
９５
）

さ
れ
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
意
味
の
承
認
に
よ
る
期
間
進
行
の
更

新
が
議
論
さ
れ
る
。
こ
れ
は
請
負
契
約
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
承
認
は
、
請
求
権
の
存
在
の
意
識
が

少
な
く
と
も
そ
の
基
礎
に
従
っ
て
二
義
を
許
さ
ず
生
じ
、
か
つ
そ
の
た
め
に
債
務
者
が
時
効
期
間
経
過
後
直
ち
に
時
効
を
援
用
し
な
い
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と
い
う
債
権
者
の
信
頼
を
理
由
づ
け
る
債
権
者
に
対
す
る
債
務
者
の
純
粋
に
事
実
上
の
も
の
も
含
む
態
様
と
定
義
さ

（
９６
）

れ
る
。
仕
事
の
瑕

疵
が
請
負
人
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
、
か
つ
彼
が
引
き
続
い
て
追
完
履
行
を
開
始
す
る
と
き
は
、
問
題
な
く
こ
の
承
認
が
認
め

ら
（
９７
）

れ
る
。
確
か
に
承
認
は
請
負
人
の
相
当
に
決
定
的
な
態
様
か
ら
も
生
じ

（
９８
）

う
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
個
々
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
ド
民
旧
二
〇
八
条
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
原
則
が
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
に
つ
い
て
も
適
用
さ

（
９９
）

れ
る
。
実
務
上
し
ば

し
ば
注
文
者
の
追
完
履
行
請
求
に
応
じ
る
た
め
に
請
負
人
が
好
意
で
動
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
動
機
が
明
ら
か
に
な
り
、

か
つ
注
文
者
が
そ
れ
を
知
り
ま
た
は
こ
れ
を
知
る
べ
き
場
合
は
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
は
拒
ま

（
１００
）

れ
る
。
こ
の
場
合
ド
民
二

一
二
条
一
項
一
号
の
基
本
要
素
で
あ
る
ド
民
六
三
五
条
の
意
味
の
（
追
完
）
債
務
関
係
の
一
義
的
な
引
き
受
け
が
欠
け
て
い
る
。
請
負

人
が
単
に
小
さ
な
補
修
や
重
要
で
な
い
修
繕
を
す
る
場
合
は
、
時
効
期
間
の
更
新
は
請
負
人
に
と
っ
て
不
当
な
負
担
と
な
る
で
あ

（
１０１
）

ろ
う
。

か
よ
う
な
事
実
関
係
の
決
定
的
な
徴
表
は
、
瑕
疵
除
去
の
範
囲
、
期
間
お
よ
び
費
用
で

（
１０２
）

あ
る
。
個
々
の
事
例
の
分
析
の
際
に
債
務
法
改

正
後
は
承
認
の
構
成
要
件
要
素
の
拡
張
解
釈
と
は
手
が
切
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
法
変
更
は
、
以
前
単
に
六
か
月
と
い
う
短
す
ぎ

る
と
評
価
さ
れ
た
請
負
契
約
に
お
け
る
時
効
期
間
が
二
年
な
い
し
五
年
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
導
い
た
。
さ
ら
に
ド
民
二
〇
三
条
の
創

設
に
よ
り
協
議
に
よ
る
停
止
の
適
用
可
能
性
が
開
か
れ
た
。
か
く
し
て
強
化
さ
れ
た
債
権
者
保
護
の
必
要
は
喪
失

（
１０３
）

し
た
。

有
力
説
は
瑕
疵
の
検
査
な
い
し
除
去
と
い
う
削
除
さ
れ
た
停
止
原
因
（
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
）
お
よ
び
そ
の
視
点
か
ら
瑕
疵
あ
る

ド
民
二
〇
三
条
の
新
概
念
を
指
摘

（
１０４
）

す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
瑕
疵
の
検
査
は
、
現
行
法
上
は
ド
民
二
〇
二
条

の
（
黙
示
の
）
時
効
約
定
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
見
解
の
確
固
た
る
理
由
づ
け
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
は
従
い
え

（
１０５
）

な
い
。
契
約
当
事
者
間
の
時
効
約
定
は
追
完
履
行
期
間
中
実
務
上
通
例
行
わ
れ
な
い
。
多
層
的
な
法
律
行
為
と
し
て
の
時
効
約
定
は
、

所
与
の
場
合
に
は
本
来
の
時
効
期
間
の
ほ
か
に
そ
の
開
始
、
終
了
ま
た
は
そ
の
停
止
も
ま
た
包
含
す
る
。
し
か
し
、
当
事
者
が
す
べ
て

の
触
れ
ら
れ
た
規
定
の
項
目
を
い
わ
ば
口
に
し
た
も
の
と
す
る
黙
示
の
合
意
は
、
民
法
に
お
け
る
黙
示
の
意
味
の
喪
失
の
要
請
を
意
思

（
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表
示
の
解
釈
の
許
容
さ
れ
た
限
界
と
同
様
に
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
民
六
三
五
条
一
項

の
意
味
の
修
繕
ま
た
は
追
完
履
行
に
よ
り
彼
に
有
利
な
時
効
が
止
ま
り
、
締
結
さ
れ
た
請
負
契
約
か
ら
よ
り
長
い
義
務
へ
の
拘
束
が
生

じ
る
こ
と
は
、
追
完
履
行
債
務
者
の
真
実
の
な
い
し
事
実
上
の
意
思
に
適
し
な
い
か
ら
で

（
１０６
）

あ
る
。

ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
と
並
ん
で
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
の
場
合
は
、
ド
民
二
〇
三
条
の
時
効
停
止
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ

う
る
。
承
認
と
停
止
の
競
合
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
、
仕
事
の
瑕
疵
と
そ
れ
に
基
づ
く
修
繕
の
場
合
請
負
契
約
で
は
し
ば
し
ば
生
じ
う

る
。
ド
民
二
〇
三
条
の
規
範
の
意
味
お
よ
び
目
的
は
実
際
上
の
要
求
に
適
っ
て
い
る
。
一
つ
は
協
議
の
時
効
期
間
の
徒
過
ま
で
の
延
期

へ
の
誘
惑
が
債
務
者
の
た
め
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
義
則
の
命
令
が
反
映
し
て

（
１０７
）

い
る
。
第
二
に
、
当
事
者
の
裁
判
外
の
合

意
の
試
み
が
時
間
の
圧
迫
を
受
け
な
い
。
そ
れ
は
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に

（
１０８
）

導
く
。
債
権
者
は
債
務
者
と
の
継
続
的
な
意
見
の
交
換
の
場

合
時
効
の
完
成
を
訴
え
の
提
起
に
よ
っ
て
妨
げ
る
必
要
を
有
さ

（
１０９
）

な
い
。
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
旧
請
負
契
約
法
の
中
に
請
負
人
の
追

完
履
行
の
努
力
を
し
て
い
る
間
期
間
の
停
止
が
存
す
る
と
い
う
停
止
の
た
め
の
独
立
し
た
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
今
や
ド
民
二
〇

三
条
に
移
行
し
た
。
請
負
契
約
に
お
け
る
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
の
場
合
に
時
効
期
間
の
停
止
を
認
め
る
た
め
に
は
、
協
議
と
い
う
要
件

の
存
否
が
決
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
ち
に
か
つ
一
義
的
に
賠
償
が
拒
絶
さ
れ
な
い
限
り
、
権
利
者
と
義
務
者
の
間
の
損
害
に
つ
い
て

の
意
見
の
交
換
が
あ
る
場
合
に
存
在

（
１１０
）

す
る
。
協
議
は
、
請
求
を
受
け
た
者
が
、
義
務
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
の
正
し
さ
に
つ
い
て
の
議

論
に
関
わ
る
こ
と
の
承
認
を
被
害
者
に
許
容
す
る
表
示
を
発
し
た
場
合
に
す
で
に
開
始
す
る
。
そ
の
場
合
に
和
解
の
準
備
ま
た
は
譲
歩

の
用
意
の
示
唆
が
あ
る
こ
と
は
必
要
で
は

（
１１１
）

な
い
。
こ
の
広
い
概
念
の
理
解
は
、
す
で
に
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
に
関
し
て
主
張
さ
れ
、

一
致
し
た
見
解
に
従
っ
て
ド
民
二
〇
三
条
の
た
め
に
適
用
さ

（
１１２
）

れ
る
。
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
と
の
関
わ
り
が
原
則
的
に
ど
の
程
度
停
止

の
適
用
領
域
を
開
く
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
的
な
視
点
か
ら
は
立
法
理
由
か
ら
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
二
号
を

含
む
時
効
停
止
の
個
々
の
要
件
が
統
括
さ
れ
、
一
つ
の
一
般
的
な
法
制
度
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
導
か

（
１１３
）

れ
る
。
こ
の
ド
民
二
〇
三
条
の
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歴
史
的
理
解
を
基
礎
に
置
く
場
合
に
は
、
仕
事
自
体
の
瑕
疵
除
去
も
ま
た
時
効
停
止
の
法
律
効
果
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
に
一
致
し
て
連
邦
最
高
裁
第
七
法
廷
は
、
二
〇
〇
六
年
の

（
１１４
）

判
決
で
さ
ら
な
る
差
別
化
な
し
に
、
協
議
の
理
解
が
通
例
従
来
ド
民
旧

六
三
九
条
二
項
に
規
定
さ
れ
た
事
実
関
係
も
ま
た
包
含
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
疑
い
も
な
く
、
追
完
履
行
の
態
様
、
遂
行
さ
れ
る
べ

き
義
務
の
計
画
ま
た
は
瑕
疵
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
か
の
検
討
に
関
す
る
請
負
人
と
注
文
者
の
間
の
発
言
は
、
そ
の
最
終
的
な
確
定
に

至
る
ま
で
協
議
の
要
件
を
満
た
す
。
そ
の
限
り
で
最
高
裁
の
従
来
の
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
に
関
す
る
従
来
の
判
例
の
引
用
も
ま
た
適

切
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ー
バ
ー
／
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
瑕
疵
の
修
補
ま
た
は
瑕
疵
の
有
無
の
検
査
を
当
事
者
間
の
協
議
と
同
視
す
る

立
場
に
は
一
線
を
画
す
る
。
請
負
人
が
注
文
者
と
の
合
意
に
お
い
て
瑕
疵
の
存
在
の
検
査
に
服
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
ド
民
旧
六
三

九
条
二
項
の
最
初
の
事
例
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
間
の
検
査
の
合
意
は
ド
民
二
〇
三
条

の
協
議
に
含
ま
れ
う
る
と
す
る
が
、
ヴ
ァ
イ
ヤ
ー
の

（
１１５
）

見
解
は
広
す
ぎ
る
。
瑕
疵
検
査
に
関
す
る
合
意
に
よ
る
一
致
ま
で
の
契
約
当
事
者

の
相
互
行
為
と
一
方
的
な
検
査
の
行
為
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
ド
民
二
〇
三
条
の
文
言
の
意
味

が
維
持
さ
れ
う
る
。
検
査
の
合
意
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
最
初
の
注
文
者
の
要
望
か
ら
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
意

味
に
お
け
る
瑕
疵
の
検
査
の
終
結
ま
で
全
部
の
行
為
の
た
め
の
時
効
停
止
を
惹
起
し
な
い
。
同
様
に
当
初
の
民
法
学
者
は
、
ド
民
六
三

九
条
二
項
の
請
負
人
に
よ
る
（
注
文
者
と
の
合
意
に
よ
る
）
瑕
疵
除
去
は
、
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
適
用
を
受
け
る
と
は
考
え
て
は
い

な
か

（
１１６
）

っ
た
。
そ
の
他
そ
の
規
範
の
文
言
が
過
度
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
定
さ
れ

（
１１７
）

う
る
。
協
議
は
思
考
必
然
的
に
、
当
事
者
の
協

議
の
終
了
後
お
よ
び
修
補
の
開
始
な
い
し
仕
事
の
再
開
後
は
存
し
な
い
意
思
疎
通
の
過
程
を
前
提
と
す
る
。
請
負
人
は
単
に
彼
に
よ
っ

て
こ
の
時
ま
で
に
す
で
に
承
認
さ
れ
た
一
方
的
債
務
を
履
行
す
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
し
て
ド
民
二
〇
三
条
の
直
接
的
適
用
は
、
期
間

の
徒
過
を
避
け
、
彼
に
さ
ら
な
る
第
二
次
的
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
、
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
に
関
し
て
債
権
者
に
役
立
た
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
注
文
者
が
議
論
な
し
の
請
負
人
の
好
意
に
よ
る
追
完
履
行
の
場
合
に
不
当
な
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
も
ま
た
こ

（
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の
評
価
の
帰
結
で
あ
る
。
注
文
者
に
新
し
い
ま
た
は
修
理
さ
れ
た
仕
事
の
瑕
疵
を
検
査
し
、
さ
ら
な
る
請
求
権
を
主
張
す
る
可
能
性
を

提
供
す
る
で
あ
ろ
う
協
議
の
終
了
後
の
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
満
了
停
止
は
、
彼
の
利
益
に
お
い
て
効
力
を
生
じ
な
い
で
あ

（
１１８
）

ろ
う
。

フ
ィ
ッ
シ
ン

（
１１９
）

ガ
ー
に
反
し
て
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
る
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
削
除
の
指
示
お
よ
び
新
し
い
時
効
規
定
の
指
示
の

も
と
に
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
直
接
適
用
は
な
さ
れ
え
な
い
。
ド
民
二
〇
三
条
の
一
般
的
な
法
的
思
考
の
類
推
適
用
が
助
け
と

（
１２０
）

な
る
。

上
記
の
記
述
か
ら
疑
い
は
持
ち
え
な
い
。
そ
れ
を
超
え
て
比
較
し
う
る
利
益
状
況
が
存
在
す
る
。
す
で
に
追
完
履
行
請
求
権
に
つ
い
て

の
協
議
が
債
権
者
の
た
め
に
時
効
期
間
を
停
止
さ
せ
た
場
合
で
も
、
仕
事
の
瑕
疵
を
除
去
す
る
追
完
行
為
が
あ
る
。
利
益
状
況
は
一
つ

の
結
果
に
導
く
。
仕
事
の
請
負
人
と
注
文
者
は
不
当
な
追
完
履
行
の
遅
滞
か
ら
保
護
さ
れ
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
の
訴
え
提
起
に

よ
る
停
止
を
必
要
と
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
法
政
策
的
に
も
歓
迎
さ
れ
る
。
過
度
に
訴
え
が
係
属
す
る
裁
判
所
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
ク
ト
ル
も
、
協
議
の
概
念
は
広
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
債
務
者
と
債
権
者
と
の
間
の
請
求
権
ま
た
は
そ

の
事
実
上
の
基
礎
に
関
す
る
意
見
の
交
換
で
足
り
る
と
す
る
が
、
売
主
の
単
な
る
修
補
の
試
み
は
買
主
と
の
協
議
と
は
見
ら
れ
ず
、
買

主
の
追
完
履
行
の
請
求
と
売
主
に
よ
る
追
完
履
行
の
開
始
の
場
合
、
ド
民
二
〇
三
条
の
類
推
適
用
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
こ

の
場
合
停
止
は
古
い
仕
事
の
引
き
渡
し
ま
た
は
請
負
人
に
対
す
る
明
示
的
な
追
完
履
行
の
要
求
に
よ
り
開
始
す
る
と

（
１２１
）

す
る
。
こ
の
時
期

か
ら
注
文
者
は
煩
わ
さ
れ
な
い
で
存
在
す
る
さ
ら
な
る
仕
事
の
瑕
疵
を
確
定
す
る
可
能
性
を
失
う
。
さ
ら
に
彼
に
は
請
負
人
が
修
繕
を

速
や
か
か
つ
専
門
に
適
っ
て
履
行
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
相
当
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
が
欠
け
る
。
追
完
履
行
お
よ
び
仕
事
の

返
還
な
い
し
新
た
な
製
作
の
終
了
後
時
効
の
停
止
は
終
了
す
る
。
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
類
推
適
用
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
じ
る
三
か
月

の
満
了
停
止
も
注
文
者
に
新
た
な
ま
た
は
付
加
的
な
瑕
疵
を
発
見
し
、
か
つ
ド
民
六
三
四
条
以
下
の
さ
ら
な
る
担
保
請
求
権
を
主
張
す

る
可
能
性
を
確
保

（
１２２
）

す
る
。
こ
の
停
止
要
件
の
類
推
適
用
は
、
追
完
履
行
が
実
行
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
苦
情
が
出
て
い
な
い
瑕
疵
ま

た
は
明
白
な
瑕
疵
の
出
現
か
ら
生
じ
る
請
求
権
に
も
適
用
さ

（
１２３
）

れ
る
。
し
か
し
、
注
文
者
に
よ
り
苦
情
が
述
べ
ら
れ
た
瑕
疵
の
出
現
と
因
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果
関
係
が
あ
る
、
存
在
す
る
瑕
疵
に
基
づ
く
請
求
権
の
た
め
の
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
時
効
停
止
の
制
限
に

反
し
て
、
要
件
の
拡
大
が
事
物
に
適
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
建
物
建
設
の
領
域
で
特
別
に
あ
り
あ
り
と
説
明
さ
れ
う
る
。
発
電
所
の
た
め

の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
製
造
を
例
に
あ
げ
よ
う
。
注
文
者
が
タ
ー
ビ
ン
の
懸
架
装
置
の
技
術
的
瑕
疵
の
除
去
を
請
求
し
、
請
負
人
が
そ
の

仕
事
を
自
分
の
工
場
内
に
持
ち
込
ん
だ
。
注
文
者
は
長
期
間
の
負
担
の
も
と
で
の
み
全
事
業
に
お
い
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
分
離
し
た

電
子
装
置
の
瑕
疵
を
確
認
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
一
致
し
て
担
保
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
同
じ
こ
と
は
仕
事
が
注
文
者
の

勢
力
内
に
あ
り
、
現
地
で
の
修
繕
が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
決
定
的
な
の
は
、
タ
ー
ビ
ン
の
指
定
に
適
っ
た
事

業
が
行
わ
れ
ず
、
瑕
疵
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
請
負
人
の
影
響
か
ら
自
由
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
瑕
疵
ま

た
は
瑕
疵
の
出
現
に
関
す
る
請
求
権
の
主
張
の
可
能
性
が
な
い
時
効
期
間
の
事
実
上
の
短
縮
は
不
当
な
結
論
に
導
く
。
ド
民
二
〇
三
条

一
文
の
時
効
の
停
止
の
類
推
は
請
負
契
約
に
基
づ
く
す
べ
て
の
潜
在
的
な
第
二
次
的
権
利
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。
ま
だ
苦
情
が
出
て

い
な
い
瑕
疵
や
瑕
疵
の
出
現
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
利
益
状
況
は
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
の
場
合
と
は
異
な
る
。

こ
の
場
合
に
時
効
の
更
新
を
認
め
る
と
事
情
に
よ
っ
て
は
注
文
者
に
有
利
に
な
り
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い

瑕
疵
に
基
づ
く
請
求
権
の
た
め
に
適
正
を
欠
い
た
時
効
期
間
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

（
１２４
）

あ
る
。

（
ロ
）
理
論
的
検
討

ド
イ
ツ
新
債
務
法
で
は
、
通
常
の
時
効
期
間
を
従
来
に
比
べ
て
極
端
に
短
い
期
間
と
し
た
た
め
、
時
効
の
停
止
（
ド
民
二
〇
三
条
以

下
）、
時
効
の
更
新
（
ド
民
二
一
二
条
）
と
い
っ
た
制
度
は
、
そ
れ
に
よ
り
時
効
の
た
め
に
標
準
と
な
る
期
間
を
著
し
く
延
長
す
る
こ

と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
一
層
重
要
で
あ
る
。
起
草
者
は
、
十
分
な
考
慮
の
う
え
で
、
中
断
事
由
の
多
く
を
単
な
る
停
止
事
由
と
し
た
。

制
定
後
一
〇
年
の
間
に
具
体
化
の
作
業
が
多
く
の
論
点
に
つ
い
て
判
決
や
見
解
を
提
示
し
た
が
、
時
効
の
停
止
要
件
と
新
し
い
更
新
要

（
三
〇
）
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件
が
相
互
に
関
係
を
有
す
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
関
係
を
有
す
る
の
か
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
旧
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
判

例
は
直
ち
に
は
新
し
い
時
効
体
系
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
次
の
よ
う
な
議
論
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
①
停
止
事
由

と
更
新
事
由
と
の
結
合
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
問
題
と
さ
れ
う
る
か
。
②
旧
法
と
同
様
に
、
債
権
者
ま
た
は
債
務
者
の
行
為
が
停
止
事

由
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
更
新
事
由
と
も
な
る
か
ど
う
か
。
③
時
効
の
停
止
事
由
と
更
新
事
由
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
相
互
に
関
連
す

る
の
か
。
④
両
者
が
一
つ
の
行
為
の
中
で
競
合
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
売
買
契
約
、
請
負
契

約
、
旅
行
契
約
な
ら
び
に
信
用
保
証
契
約
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ

（
１２５
）

う
る
。

①

停
止
と
更
新
の
競
合
可
能
性

承
認
ま
た
は
強
制
執
行
に
基
づ
い
て
、
請
求
権
が
す
で
に
時
効
消
滅
し
て
い
な
い
限
り
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
に
よ
り
時
効
は
新
た

に
進
行
を
開
始
す
る
。
そ
れ
は
旧
法
で
は
中
断
と
呼
ば
れ
た
。
時
効
の
更
新
と
い
っ
た
の
で
は
、
ど
う
い
う
理
由
で
時
効
期
間
が
満
了

し
な
い
の
か
十
分
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
徒
過
し
た
期
間
の
一
部
が
ド
民
二
〇
九
条
の
時
効
の
停
止
に
基
づ
い
て
時
効
期

間
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
り
う
る
。
債
務
者
と
債
権
者
が
請
求
権
に
つ
い
て
合
意
し
、
そ
の
後
債
権
者
が
こ
の
請
求
権
の

た
め
に
債
務
者
の
財
産
に
強
制
執
行
を
し
た
と
き
は
、
時
効
は
ま
ず
ド
民
二
〇
三
条
一
文
に
よ
り
停
止
さ
れ
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
二

号
に
よ
り
強
制
執
行
に
基
づ
い
て
更
新
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
停
止
と
更
新
は
そ
の
限
り
で
結
合
し

（
１２６
）

う
る
。

停
止
が
時
効
の
更
新
後
初
め
て
生
じ
る
と
き
も
、
同
様
に
両
制
度
の
任
意
の
結
合
が
考
え
ら
れ
る
。
新
法
で
も
時
効
が
何
度
か
停
止

さ
れ
、
か
つ
中
断
さ
れ
う
る
と
い
う
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
停
止
の
要
件
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
時
効
が
な
お
進
行
す
る
か
に

従
っ
て
差
別
化
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
特
に
債
務
者
と
債
権
者
間
の
ド
民
二
〇
三
条
一
文
の
、
当
事
者
間
の
意
見
の
交
換
を
促
進
す
る
浮

動
的
な
協
議
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
停
止
要
件
の
場
合
に
問
題
と
な
る
。
そ
の
場
合
当
事
者
の
期
待
さ
れ
る
接
近
過
程
を
考
慮
し
て
、
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協
議
の
枠
内
の
誤
っ
た
言
葉
に
対
す
る
危
惧
が
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

（
１２７
）

な
い
。

②

請
求
権
と
反
対
請
求
権
に
関
す
る
協
議

﹇
事
例
三
﹈
二
〇
〇
九
年
以
来
の
供
給
に
関
す
る
売
主
の
売
買
代
金
請
求
権
が
二
〇
一
〇
年
七
月
ま
で
買
主
の
反
対
給
付
請
求
権
の

関
わ
り
の
も
と
に
協
議
さ
れ
た
。
供
給
に
関
す
る
書
類
が
売
主
に
よ
り
送
付
さ
れ
、
協
議
の
基
礎
と
さ
れ
た
。
供
給
に
基
づ
く
請
求
権

に
対
す
る
異
議
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
買
主
の
反
対
給
付
請
求
権
と
と
も
に
時
折
話
題
に
な
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
七
月
の
買
主
の

拒
絶
に
よ
る
協
議
の
中
止
後
売
主
は
、
も
う
一
度
二
〇
一
一
年
に
買
主
に
、
買
主
が
実
際
上
売
買
代
金
請
求
権
を
承
認
し
た
と
手
紙
に

書
い
た
。
彼
は
そ
の
た
め
に
二
〇
一
四
年
の
初
め
の
交
渉
の
挫
折
ま
で
訴
え
を
提
起
す
る
時
間
を
有
し
た
か
。
請
求
権
は
そ
の
間
時
効

に
か
か
っ
た
か
。

ド
民
二
〇
三
条
一
文
は
、
請
求
権
ま
た
は
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
事
情
に
関
す
る
協
議
の
間
、
一
当
事
者
ま
た
は
相
手
方
が
協
議

の
継
続
を
拒
絶
す
る
ま
で
時
効
を
停
止
す
る
と
規
定
す
る
。
協
議
の
概
念
に
よ
り
請
求
権
ま
た
は
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
関
す

る
意
見
の
交
換
が
把
握
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
和
解
の
準
備
ま
た
は
成
功
の
見
込
み
の
明
示
的
な
陳
述
は
問
題
に
な
ら

（
１２８
）

な
い
。
基
礎
的

な
協
議
で
十
分
で
あ
り
、
例
え
ば
具
体
的
な
数
値
を
伴
う
請
求
額
に
関
す
る
協
議
は
必
要
で
は
な
い
。
協
議
が
進
行
中
で
あ
る
限
り
、

停
止
は
原
則
と
し
て
債
権
者
が
そ
の
請
求
権
を
主
張
し
た
時
点
に
さ
か
の

（
１２９
）

ぼ
る
。
協
議
の
継
続
の
拒
絶
の
場
合
停
止
は
終
了
す
る
。
時

効
期
間
を
す
べ
て
の
停
止
の
場
合
に
そ
の
概
念
に
反
し
て
長
く
進
行
さ
せ
な
い
た
め
に
、
債
権
者
の
側
か
ら
信
義
に
従
っ
て
次
の
歩
み

が
期
待
さ
れ
え
た
が
、
実
際
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
協
議
の
休
止
の
場
合
に
、
停
止
が
喪
失
し
う
る
こ
と
も
認
め
ら

（
１３０
）

れ
る
。
そ
れ

に
加
え
て
、
時
効
の
効
力
を
早
く
と
も
協
議
終
了
後
三
か
月
で
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
者
に
あ
る
熟
慮
期
間
を
停
止
終
了
後

保
証
す
る
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
満
了
停
止
も
ま
た
存
在
す
る
。

（
三
二
）
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
事
例
で
は
、
そ
の
協
議
が
明
示
的
に
さ
ら
に
協
議
を
す
る
こ
と
の
拒
絶
に
よ
り
買
主
の
側
か
ら
挫
折
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
う
る
二
〇
一
〇
年
七
月
ま
で
、
売
買
契
約
当
事
者
は
疑
い
も
な
く
協
議
し
た
。
ド
民
二
〇
三
条
二
文
の
三
か
月
の
満
了
停

止
の
顧
慮
の
も
と
に
お
い
て
も
、
こ
の
停
止
期
間
を
過
ぎ
て
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
お
い
て
承
認
に
基
づ
い
て
ド
民
二
一
二

条
一
項
一
号
に
従
っ
て
時
効
の
更
新
が
時
効
期
間
の
よ
り
遅
い
満
了
に
導
き
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
協
議
の
枠

内
で
請
求
権
の
承
認
が
与
え
ら
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
売
主
が
二
〇
一
一
年
に
も
う
一
度
手
紙
を
書
い
た
よ
う
に
、
供
給
に
基
づ
く
請

求
権
に
対
し
て
抗
弁
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
か
よ
う
な
承
認
が
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
み
が
問
題
と
な
る
。

ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
意
味
の
承
認
は
法
律
行
為
的
な
論
拠
で
は
な
く
、
単
に
事
実
上
の
行
為
を
前
提
と
す
る
。
こ
れ
は
確
言

的
に
も
陳
述
さ
れ
う
る
が
、
単
な
る
黙
示
に
お
い
て
す
ら
認
め
ら
れ

（
１３１
）

う
る
。
し
か
し
常
に
、
債
務
者
の
行
為
が
債
務
の
存
在
に
つ
い
て

の
意
識
を
明
確
か
つ
一
義
的
に
も
た
ら
す
こ
と
が
必
要
で

（
１３２
）

あ
る
。
和
解
協
議
の
遂
行
も
ま
た
、
債
務
者
が
相
手
方
の
請
求
権
へ
の
関
与

に
よ
り
一
義
的
に
彼
が
そ
の
請
求
権
を
そ
の
論
拠
に
従
っ
て
争
わ
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
場
合
は
、
承
認
を
含
み
う
る
。
し
か
し
、

協
議
当
事
者
が
長
引
か
せ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
和
解
協
議
は
通
例
双
方
の
法
的
立
場
の
固
執
の
も
と
で
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

に
そ
の
際
に
な
さ
れ
た
表
示
は
協
議
挫
折
後
効
力
を
有
し

（
１３３
）

な
い
。
か
く
し
て
、
一
義
的
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
反
対
給
付
請
求

権
を
テ
ー
マ
と
す
る
か
よ
う
な
協
議
の
遂
行
か
ら
承
認
を
引
き
出
す
場
合
、
時
効
の
更
新
の
規
範
が
使
い
す
ぎ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
う

る
。
同
様
に
、
反
対
給
付
請
求
権
と
の
相
殺
の
中
に
承
認
を
見
る
こ
と
も
立
法
者
は
否
定

（
１３４
）

し
た
。
か
く
し
て
か
よ
う
な
承
認
が
和
解
協

議
の
枠
内
で
原
則
に
一
致
し
な
い
場
合
で
も
、
停
止
の
効
力
が
協
議
に
基
づ
い
て
承
認
と
併
存
し
う
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
う
る
。﹇
事

例
三
﹈
で
は
、
二
〇
一
〇
年
七
月
ま
で
の
単
な
る
停
止
の
効
力
が
生
じ
る
場
合
に
そ
れ
が
生
じ
う
る
。
二
〇
一
一
年
に
は
ド
民
二
一
二

条
に
従
っ
て
更
新
を
正
当
化
し
う
る
承
認
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
請
求
権
は
二
〇
一
四
年
の
訴
え
提
起
の
場
合
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇

一
三
年
ま
で
の
ド
民
一
九
五
条
の
通
常
の
時
効
期
間
の
徒
過
に
よ
り
時
効
に
か
か
っ
て

（
１３５
）

い
る
。
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③

瑕
疵
担
保
請
求
権
の
時
効

﹇
事
例
四
﹈
二
〇
〇
九
年
に
請
負
人
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
特
別
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
伴
う
Ｅ
Ｄ
Ｖ
装
置
の
引
渡
し
後
徐
々
に
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
の
作
成
に
お
け
る
機
能
の
欠
落
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
に
つ
き
注
文
者
が
苦
情
を
述
べ
た
。
そ
の
結
果
協
議
に
よ
っ
て
十

分
な
修
理
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
ま
で
続
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
二
〇
一
一
年
三
月
に
音
声
の
問
題
が
生
じ

る
ま
で
注
文
者
は
当
初
は
満
足
し
た
。
請
負
人
は
こ
れ
が
些
細
な
こ
と
だ
と
表
明
し
た
。
注
文
者
は
、
す
べ
て
の
そ
の
設
計
を
信
頼
し

て
い
た
が
ゆ
え
に
、
解
除
が
遅
れ
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
解
除
の
意
思
表
示
後
支
払
わ
れ
た
報
酬
の
返
還
を
訴
求
し
た
。
請
負
人
は
時

効
の
抗
弁
を
提
起
し
た
。

注
文
者
が
単
に
瑕
疵
の
苦
情
を
申
し
立
て
ま
た
は
請
負
人
が
瑕
疵
を
単
に
検
査
し
、
か
つ
彼
が
瑕
疵
を
気
に
か
け
る
と
い
う
印
象
を

与
え
な
か
っ
た
場
合
、
協
議
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
は
つ
と
に
、
債
務
者
が
債
権
者
と
の
合
意
に
お
い

て
瑕
疵
ま
た
は
修
理
を
調
査
、
検
討
す
る
こ
と
の
中
に
請
負
契
約
当
事
者
の
協
議
を
み
た
。
ド
民
二
〇
三
条
は
、
債
権
者
に
お
い
て
債

務
者
が
瑕
疵
を
気
に
か
け
る
と
い
う
印
象
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
協
議
が
肯
定
さ
れ
う
る
と
い
う
方
法
で
こ
の
ル
ー
ル
を
一
般
化

（
１３６
）

し
た
。

そ
の
場
合
追
完
履
行
債
権
者
お
よ
び
担
保
債
権
者
の
さ
ら
な
る
行
為
は
期
待
さ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
請
負
人
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
に

音
質
の
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
な
さ
れ
る
さ
ら
な
る
追
完
の
措
置
を
拒
絶
す
る
限
り
、
請
求
権
に
つ
い
て
の
協
議
お
よ
び
そ
れ
を
理
由

づ
け
る
事
情
を
認
め
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
効
期
間
の
徒
過
の
停
止
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
の
追
完
作
業
の
終
了
ま
で
に
お
い
て

の
み
生
じ
た
。
そ
の
結
果
そ
の
と
き
か
ら
、
時
効
期
間
が
す
で
に
引
き
取
り
後
の
最
初
の
瑕
疵
の
主
張
の
と
き
ま
で
に
徒
過
し
て
い
な

い
限
り
、
ド
民
六
三
四
ａ
条
一
項
一
号
の
二
年
の
時
効
期
間
が
進
行
を
開
始
し
た
。
こ
の
場
合
も
ま
た
さ
ら
に
、
追
完
す
る
請
負
人
が

瑕
疵
に
基
づ
く
請
求
権
を
認
め
た
の
だ
か
ら
、
時
効
の
更
新
も
ま
た
停
止
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
の
作
成
の
瑕
疵
に
関
す
る
範
囲
の
広
い
追
完
措
置
が
生
じ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
度
で
も
ま
た
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の

（
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瑕
疵
の
承
認
が
生

（
１３７
）

じ
る
。

こ
の
規
範
は
割
賦
給
付
、
利
息
の
支
払
い
及
び
保
証
給
付
を
特
別
の
承
認
行
為
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
成
要
件
は
承
認
が
他
の

方
法
で
も
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
よ
り
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。
追
完
の
試
み
も
ま
た
承
認
た
り
う
る
が
、
注
文
者
に
よ
り
苦
情
が
申
し
立
て

ら
れ
た
瑕
疵
が
問
題
に
な
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
請
負
人
が
追
完
に
基
づ
い
て
装
置
の
機
能
の
不
足
を
除
去
す
べ
き
も
の
と
し
、

ま
た
は
更
な
る
瑕
疵
を
些
細
な
も
の
と
す
る
場
合
、
時
効
期
間
が
新
た
に
進
行
を
開
始
す
る
さ
ら
な
る
承
認
も
ま
た
存
し
な
い
。
そ
れ

ま
で
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
音
質
の
瑕
疵
に
基
づ
く
請
求
権
は
二
〇
〇
九
年
の
引
き
取
り
後
二
年
で
、
す
な
わ
ち
二
〇
一
一
年
に
時
効
に

か
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
承
認
は
主
張
さ
れ
た
瑕
疵
に
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
が
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
瑕
疵
に
か
か
わ
る
と
す
れ
ば
、
期
間

は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
の
そ
の
除
去
作
業
の
終
了
時
か
ら
進
行
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
二
〇
一
三
年
二
月
に
は
同
様
に
時
効
が
完
成
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
こ
の
場
合
停
止
と
更
新
の
競
合
の
検
討
は
必
要
で

（
１３８
）

な
い
。

④

停
止
の
効
力
と
更
新
の
結
合

﹇
事
例
五
﹈
原
告
が
旅
行
代
理
店
で
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
九
日
ま
で
の
高
価
な
ク
リ
ス
マ
ス
旅
行
を
予
約
し
た
が
、
予
定
さ
れ
た

計
画
と
の
か
い
離
が
生
じ
た
。
原
告
は
休
暇
地
に
い
る
間
に
異
議
を
述
べ
、
直
接
旅
行
終
了
後
手
紙
で
代
金
の
返
還
請
求
を
し
た
。
彼

は
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
に
督
促
命
令
を
申
し
立
て
、
そ
れ
は
二
〇
一
一
年
八
月
一
日
に
旅
行
代
理
店
に
送
達
さ
れ
た
。
被
告
は
二

〇
一
一
年
八
月
一
五
日
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
裁
判
所
職
員
は
異
議
申
立
書
が
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
に
届
く
よ
う
に
手
配
し
た
。

し
か
し
、
被
告
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
に
瑕
疵
を
承
認
し
、
さ
ら
な
る
支
払
請
求
権
の
検
討
を
約
束
し
た
後
は
、
原
告
は
督
促
手

続
き
を
そ
れ
以
上
進
め
な
か
っ
た
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
に
原
告
が
そ
の
支
払
い
請
求
権
を
基
礎
づ
け
た
と
き
、
被
告
は
時
効
を

援
用
し
な
か
っ
た
。

１１２ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）

（
三
五
）



こ
の
事
例
は
一
九
八
九
年
の
最
高
裁
判
決
に
依
拠
し
て

（
１３９
）

い
る
。
そ
の
当
時
は
異
な
っ
た
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は

ド
民
六
五
一
ｄ
条
の
減
額
、
ド
民
六
五
一
ｆ
条
の
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
主
張
の
た
め
の
ド
民
六
五
一
ｇ
条
二
項
一
文
の
二
年
の
期
間

が
適
用
さ
れ
る
。
時
効
は
、
ド
民
六
五
一
ｇ
条
二
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
旅
行
が
契
約
に
従
っ
て
終
了
し
た
日
に
進
行
を
開
始
す
る
。
請

求
権
は
場
合
に
よ
っ
て
は
ド
民
六
五
一
ｃ
条
の
是
正
請
求
ま
た
は
ド
民
六
五
一
ｄ
条
の
瑕
疵
の
通
知
を
前
提
と
す
る
。
さ
ら
に
請
求
権

は
、
ド
民
六
五
一
ｇ
条
一
項
一
文
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
、
旅
行
の
契
約
上
予
定
さ
れ
た
終
了
後
一
か
月
内
に
旅
行
主
催
者
に
対
し
て
主

張
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
同
判
決
の
中
で
さ
ら
に
停
止
と
中
断
の
効
力
の
順
位
を
債
権
者
の
選
択
で
確
定
し
た
。
債

務
法
改
正
前
は
訴
状
の
送
達
は
ド
民
旧
二
〇
九
条
二
項
一
号
に
よ
り
中
断
事
由
と
さ
れ
た
が
、
現
在
は
ド
民
二
〇
四
条
一
項
三
号
に
よ

り
停
止
事
由
で
あ
る
。
ド
民
二
〇
四
条
一
項
の
停
止
は
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
既
判
力
あ
る
判
決
ま
た
は
開
始
さ
れ

た
手
続
き
の
他
の
方
法
に
よ
る
終
了
か
ら
六
か
月
で
終
了
す
る
。
手
続
き
が
当
事
者
が
そ
れ
を
遂
行
し
な
い
こ
と
に
よ
り
休
止
状
態
に

陥
っ
た
と
き
は
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
三
文
に
よ
り
手
続
の
他
の
方
法
に
よ
る
終
了
に
代
え
て
、
当
事
者
ま
た
は
裁
判
所
の
最
後
の
手

続
き
行
為
が
問
題
に
な
る
。
当
事
者
の
一
人
が
手
続
き
を
再
開
す
る
と
き
は
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
三
文
に
よ
り
停
止
が
再
開
す
る
。

さ
ら
に
ド
民
訴
七
〇
一
条
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
規
定
は
、
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
ず
、
か
つ
申
立
人
が
強
制
執
行
命
令
の

許
容
を
督
促
命
令
の
送
達
か
ら
六
か
月
内
に
申
し
立
て
な
い
と
き
は
、
督
促
命
令
の
効
力
が
喪
失
す
る
と
規
定

（
１４０
）

す
る
。

﹇
事
例
五
﹈
に
つ
い
て
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
無
制
限
の
支
払
い
請
求
は
ド
民
二
〇
三
条
の
協
議
の
申
出
で
で
は
な
い
か
ら
、

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
九
日
の
旅
行
の
終
了
と
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
の
間
に
時
効
期
間
の
六
か
月
が
徒
過
し
て
い
る
。
次
に
二
〇

一
一
年
八
月
一
日
に
送
達
さ
れ
た
督
促
命
令
が
申
し
立
て
ら
れ
た
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
か
ら
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
三
号
に
よ
り

規
定
さ
れ
た
停
止
が
開
始
し
た
。
時
効
の
更
新
と
停
止
の
た
め
に
、
送
達
が
す
ぐ
に
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
ド
民
訴
一
六

七
条
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
停
止
は
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
一
文
に
よ
り
、
こ
の
場
合
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
の
異
議
の
送
達
で
あ
る
、

（
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最
後
の
手
続
き
行
為
後
六
か
月
の
経
過
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
ま
で
継
続
す
る
。
か
く
し
て
ド
民
六
五
一
ｇ
条
二

項
一
文
の
二
年
の
期
間
は
、
被
告
の
旅
行
代
理
店
が
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
の
承
認
に
よ
り
ド
民
二
一
二
条
の
時
効
期
間
の
更
新
を

生
じ
さ
せ
た
と
き
、
ま
だ
徒
過
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
民
訴
七
〇
一
条
は
、
そ
こ
で
は
異
議
が
申
し
立

て
ら
れ
ず
、
さ
ら
な
る
六
か
月
の
経
過
後
督
促
命
令
の
効
力
が
喪
失
す
る
と
い
う
一
つ
の
ル
ー
ル
の
み
が
適
用
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
関

与
し
な
い
。
し
か
し
、
本
事
例
は
そ
の
場
合
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
の
承
認
に
基
づ
い
て
時
効
が
即
時
に

更
新
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
の
停
止
の
終
了
後
に
初
め
て
更
新
さ
れ
る
の
か
が
問
わ
れ
う
る
。
停
止
と
更
新

は
、
既
述
の
よ
う
に
競
合
し
う
る
。
停
止
し
た
時
効
が
更
新
と
い
う
効
果
を
伴
っ
て
付
加
的
に
中
断
し
た
場
合
、
進
行
す
る
時
効
期
間

の
開
始
お
よ
び
終
了
に
と
っ
て
も
、
ま
た
新
し
い
時
効
の
開
始
に
と
っ
て
も
、
停
止
と
更
新
の
効
力
に
関
す
る
規
定
は
同
様
に
意
味
を

有
（
１４１
）

す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
時
効
が
停
止
す
る
期
間
は
ド
民
二
〇
九
条
に
従
っ
て
時
効
期
間
に
は
参
入
さ
れ
な
い
が
、
請
求
権
が
時
効

に
か
か
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
時
効
期
間
は
ド
民
二
一
二
条
に
従
っ
て
新
た
に
進
行
を
開
始
す
る
。
中
断
（
更
新
）
が
時
効
の
停
止
よ

り
遅
く
生
じ
る
と
き
は
、
一
九
八
九
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
時
効
期
間
は
停
止
の
終
了
と
と
も
に
生

（
１４２
）

じ
る
。
更
新

が
ド
民
二
一
二
条
に
よ
り
停
止
の
終
了
後
生
じ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
承
認
と
と
も
に
た
だ
ち
に
生
じ
る
の
か
は
重
要
な
区
別
で
あ
る
。

停
止
期
間
は
、
連
邦
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
時
効
の
中
断
（
更
新
）
が
す
で
に
停
止
事
由
の
喪
失
の
前
に
終
了
し
た
と
い
う
理
由
で

債
権
者
か
ら
失
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
時
効
の
一
時
的
停
止
と
結
び
つ
い
た
停
止
の
効
力
は
そ
の
一
部
が
遮
断
さ
れ
、

時
効
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い
期
間
の
一
部
が
考
慮
さ
れ
な
い
。
ま
た
債
務
者
が
、
そ
の
協
議
の
準
備
に
よ
り
彼
の
た
め
に
作
用
す
る
停

止
の
効
力
を
失
わ
せ
債
権
者
に
対
し
て
不
当
に
有
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
九
八
九
年
判
決
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の

考
え
方
で
あ

（
１４３
）

っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
時
効
法
の
変
容
に
よ
り
影
響
を
受
け

（
１４４
）

う
る
。

前
掲
連
邦
最
高
裁
判
決
を
も
う
一
度
基
礎
に
置
く
と
、
停
止
期
間
は
ド
民
二
〇
四
条
一
項
三
号
に
従
っ
て
督
促
命
令
の
申
し
立
て
と
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と
も
に
二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日
に
開
始
し
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
二
文
に
よ
り
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
に
な
さ
れ
た
裁
判
所
職
員
の

処
分
の
送
達
の
後
六
か
月
で
、
す
な
わ
ち
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
に
終
了
す
る
。
そ
の
時
か
ら
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
の
被
告
の
承

認
は
効
力
を
生
じ
う
る
。
そ
の
結
果
時
効
は
二
〇
一
四
年
三
月
一
日
に
初
め
て
効
力
を
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
民
訴
六
九
六
条
に

よ
れ
ば
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
の
訴
訟
手
続
き
へ
の
移
行
は
、
そ
の
た
め
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
た
め
に
遅
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
れ
は
債
務
法
改
正
起
草
委
員
の
短
縮
化
の
考
え
に
よ
れ
ば
も
は
や
納
得
さ
せ
る
も
の
で
は

（
１４５
）

な
い
。
む
し
ろ
た
と
え
ば
承
認
に

基
づ
く
時
効
の
更
新
は
す
で
に
債
務
者
保
護
の
最
大
限
度
を
現
わ
す
。
ド
民
二
〇
四
条
二
項
二
文
の
最
後
の
手
続
き
行
為
後
六
か
月
が

ど
う
し
て
新
し
く
開
始
し
た
時
効
期
間
と
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
結
果
停
止
期
間
と
そ
れ
と
接
し
た
更
新

の
期
間
と
の
重
畳
と
は
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
時
効
期
間
の
ち
ょ
っ
と
前
に
協
議
に
よ
る
停
止
が
生
じ
、
こ
れ
が
も
う
一
度
相
当
期
間

継
続
し
、
そ
の
経
過
後
初
め
て
、
す
で
に
か
な
り
前
に
な
さ
れ
た
承
認
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
は
、
時
効
期
間
は
四
倍
に
す
ら
な
る
。

承
認
に
よ
る
更
新
の
独
立
し
た
観
察
に
際
し
て
停
止
期
間
が
部
分
的
に
も
無
顧
慮
の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
連
邦
最
高
裁
の
議
論

は
、
実
務
が
著
し
く
短
い
時
効
期
間
、
特
に
三
年
の
通
常
の
時
効
期
間
、
旅
行
の
瑕
疵
の
場
合
の
二
年
の
時
効
期
間
を
設
定
し
た
が
ゆ

え
に
、
古
す
ぎ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
う
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
債
務
者
に
も
最
初
か
ら
、
合
理
的
な
和
解
の
相
手
方
が
順
次
動
く
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
承
認
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
行
為
が
諫
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
日
の
商
品
お
よ
び

サ
ー
ビ
ス
取
引
な
ら
び
に
瑕
疵
お
よ
び
給
付
の
欠
缺
に
関
す
る
情
報
伝
達
の
テ
ン
ポ
に
関
し
て
、
債
権
者
に
と
っ
て
の
み
最
高
の
時
効

の
停
止
期
間
と
更
新
の
組
み
合
わ
せ
は
も
は
や
も
た
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
む
し
ろ
停
止
と
更
新
の
規
定
は
独
立
し
て
併
存
す

べ
き
で
あ
る
。
よ
り
早
い
承
認
と
結
び
つ
く
時
効
の
更
新
は
、
停
止
期
間
の
終
了
ま
で
延
期
さ
れ
な
い
。
同
様
に
よ
り
早
い
協
議
と
結

び
つ
く
停
止
期
間
は
、
更
新
に
続
く
時
効
期
間
の
終
了
ま
で
延
期
さ
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
停
止
と
更
新
は
そ
の
固
有
の
リ
ズ
ム
に
従

う
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
遅
滞
な
き
承
認
の
後
新
た
に
開
始
す
る
時
効
期
間
は
す
で
に
徒
過
し
た
が
、
停
止
は
存
続
す
る
こ
と
は

（
三
八
）
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排
除
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
時
効
期
間
が
停
止
に
よ
り
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
時
効
の
更
新
の
み
が
可
能
だ
と
い
う
事
例

も
あ
り

（
１４６
）

う
る
。
そ
れ
に
一
致
し
て
上
記
の
事
例
で
は
、
直
接
に
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
の
被
告
の
承
認
と
結
び
つ
き
、
か
つ
ド
民

二
一
二
条
の
二
年
の
時
効
期
間
を
新
た
に
開
始
さ
せ
る
と
い
う
解
決
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
効
の
抗
弁
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
が

ゆ
え
に
、
ド
民
六
五
一
ｇ
条
二
項
二
文
の
二
年
の
時
効
期
間
の
徒
過
後
の
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
日
の
訴
訟
手
続
き
へ
の
移
行
は
遅
す

ぎ
る
と
い
う
結
果
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
限
度
で
古
い
時
効
法
に
関
す
る
判
例
は
訂
正
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
九
年

の
連
邦
最
高
裁
判
例
の
原
則
に
固
執
す
る
場
合
で
も
、
一
つ
の
行
為
で
停
止
と
更
新
が
生
じ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
後
の
事
例
で
検
討
さ

（
１４７
）

れ
る
。

⑤

一
つ
の
行
為
に
お
け
る
停
止
と
更
新
の
結
合

﹇
事
例
六
﹈
有
限
責
任
会
社
の
業
務
執
行
者
と
一
人
社
員
が
会
社
の
特
定
の
銀
行
か
ら
の
借
入
金
を
保
証
し
た
。
会
社
が
破
産
し
、

破
産
手
続
き
開
始
の
申
し
立
て
が
財
産
欠
缺
の
た
め
却
下
さ
れ
た
時
、
銀
行
は
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
に
弁
済
期
の
到
来
し
た
請
求
権

の
た
め
に
主
債
務
者
（
破
産
会
社
）、
保
証
人
に
対
し
て
支
払
い
を
求
め
た
。
保
証
人
は
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
に
銀
行
に
、
現
在
は

無
職
で
、
そ
の
最
低
限
度
の
社
会
給
付
を
受
け
て
い
る
が
、
将
来
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
財
産
以
上
の
も
の
を
得
た
と
き
は
分
割
払
い
を

す
る
と
い
う
手
紙
を
書
い
た
。
銀
行
に
よ
り
直
ち
に
請
求
さ
れ
た
所
得
お
よ
び
財
産
の
証
明
の
到
達
後
銀
行
は
、
さ
ら
な
る
無
用
な
費

用
を
ま
ず
避
け
る
た
め
に
、
二
〇
一
三
年
二
月
一
五
日
に
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
時
効
の
抗
弁
を
受
け
た
。

保
証
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
は
主
債
務
者
に
対
す
る
請
求
権
の
弁
済
期
到
来
と
と
も
に
、
保
証
人
に
対
す
る
別
個
の
請
求
な
し
に
独

立
し
て
弁
済
期
が
到
来

（
１４８
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
時
効
は
ド
民
一
九
五
条
、
一
九
九
条
に
従
い
、
保
証
人
に
対
す
る
銀
行
の
請
求
に
基
づ
き
、

債
権
者
は
そ
の
書
類
が
証
明
す
る
よ
う
に
請
求
権
を
知
っ
た
の
だ
か
ら
、
主
た
る
請
求
権
が
満
期
に
な
っ
た
年
の
終
了
と
と
も
に
開
始
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す
る
。
こ
の
場
合
も
ま
た
協
議
と
承
認
の
競
合
が
問
題
に
な
る
。
協
議
の
申
し
立
て
は
、
債
務
者
が
財
産
お
よ
び
所
得
が
な
い
と
い
う

手
紙
を
書
い
た
こ
と
に
は
存
し
な
い
。
そ
れ
に
は
債
権
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
請
求
権
ま
た
は
そ
の
前
提
に
関
す
る
意
見
の
交
換
が

な
い
。
し
か
し
、
保
証
人
は
こ
の
場
合
に
は
そ
れ
を
超
え
て
、
彼
が
そ
の
生
存
の
最
低
限
度
以
上
を
稼
い
だ
と
き
に
分
割
払
い
を
す
る

と
い
う
申
出
で
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
協
議
の
申
出
で
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
銀
行
は
所
得
お
よ
び
財
産
の
書
類
を

請
求
す
る
こ
と
を
除
き
債
権
者
と
し
て
関
与
し
な
い
。
し
か
し
銀
行
は
そ
れ
以
外
に
申
出
で
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
繰
り
返
さ
れ
る
書

類
の
到
達
も
ま
た
協
議
を
基
礎
づ
け
な
い
。
銀
行
は
む
し
ろ
そ
の
継
続
の
明
示
的
な
拒
否
な
し
に
も
、
協
議
を
眠
ら
せ
て
い
た
。
眠
ら

せ
る
こ
と
に
よ
る
協
議
の
中
止
は
、
権
利
者
が
債
務
者
の
最
後
の
照
会
に
対
す
る
解
答
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
最
終
時
点
を
懈
怠
し
た
と

き
に
認
め
ら
れ

（
１４９
）

う
る
。
そ
れ
に
は
、
時
効
が
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
予
測
さ
れ
な
い
期
間
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
時
効
期
間
の
短
縮
化
に
従
う
法
的
思
考
が
基
礎
に
な
っ
て

（
１５０
）

い
る
。
し
た
が
っ
て
、

（
１５１
）

原
審
が
協
議
の
休
眠
化
の
た
め
に
六
か
月
間
を

基
礎
に
置
き
、
連
邦
最
高
裁
が
こ
れ
を
上
告
審
で
認
め
た
の
だ
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
の
保
証
人
の
手
紙
か
ら
六
か
月
間
が
停

止
の
基
礎
に
お
か
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
停
止
は
遅
く
と
も
二
〇
一
〇
年
七
月
二
日
に
終
了
し
た
。
こ
の
場
合
も
ま
た
二
つ
の
異
な
っ

た
停
止
と
更
新
の
組
み
合
わ
せ
の
概
念
が
競
合
す
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
の
保
証
人
の
手
紙
か
ら
同
時
に
停
止
を
基
礎
づ
け
る
協

議
と
並
ん
で
承
認
も
ま
た
導
か
れ
る
。
そ
の
場
合
新
し
い
時
効
期
間
が
承
認
の
翌
日
に
開
始

（
１５２
）

す
る
。
割
賦
金
の
提
供
は
、
通
例
ド
民
二

一
二
条
一
項
一
号
の
承
認
と
な
る
。
債
務
の
存
在
に
つ
い
て
の
債
務
者
の
意
識
が
二
義
を
許
さ
な
い
よ
う
に
表
現
さ
れ
か
つ
そ
の
た
め

に
債
務
者
が
時
効
期
間
徒
過
後
直
ち
に
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
債
権
者
の
信
頼
が
理
由
づ
け
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

（
１５３
）

な
い
。

債
務
者
が
彼
の
も
と
か
ら
何
も
持
っ
て
い
か
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
だ
け
の
場
合
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、

彼
が
将
来
の
不
確
か
な
所
得
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
割
賦
金
を
提
供
し
た
と
き
は
、
承
認
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
単
に
事
実
上
の
行
為
を

要
求
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
一
九
八
九
年
の
連
邦
最
高
裁

（
１５４
）

判
決
と
と
も
に
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
の
文
書
に
よ
る
承
認
に
よ
る
時
効
の

（
四
〇
）
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更
新
が
停
止
の
時
期
と
接
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
う
る
。
二
〇
一
〇
年
七
月
二
日
ま
で
の
六
か
月
の
停
止
期
間
を
基
礎
づ
け
る
と
す

れ
ば
、
二
〇
一
三
年
二
月
一
五
日
の
裁
判
上
の
請
求
を
受
け
た
保
証
人
の
債
務
の
承
認
に
よ
り
そ
れ
に
接
す
る
更
新
に
基
づ
い
て
時
効

に
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
九
年
の
基
礎
と
な
る
判
決
が
両
効
果
の
結
合
に
よ
る
停
止
と
中
断
（
更
新
）
の
同
時
の

発
生
も
ま
た
包
含
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
り
時
効
法
の
起
草
者
の
時
効
の
考
え
は
重
要
な
範
囲
で
効
果
を
失

う
。
債
務
者
の
行
為
が
協
議
の
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
承
認
と
し
て
の
特
徴
を
有
す
る
と
き
は
、
立
法
者
の
短
縮
化
の
前
提
は
絶
え
ず

停
止
の
効
力
と
更
新
の
組
み
合
わ
せ
に
さ
ら
さ
れ
る
。
実
務
は
、
ド
民
一
九
九
条
一
項
に
よ
り
認
識
と
は
無
関
係
に
そ
の
年
の
終
了
と

と
も
に
進
行
を
開
始
す
る
短
く
て
明
確
な
時
効
期
間
を
ず
っ
と
以
前
か
ら
受
け
入
れ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
期
間
は
停
止
と
更
新

の
効
力
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
つ
の
行
為
に
よ
る
停
止
の
要
件
と
更
新
の
要
件
の
同
時
の
実
現
の

場
合
、
こ
れ
ら
は
同
様
に
相
互
に
独
立
し
て
効
力
を
生
じ
、
単
純
に
包
摂
さ
れ
え
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
停
止
期
間
と
更
新
の
た
め
の

期
間
の
重
畳
の
場
合
容
易
に
通
常
の
時
効
期
間
の
倍
増
に
導
か
れ

（
１５５
）

う
る
。

か
く
し
て
時
効
期
間
の
経
過
の
計
算
は
相
互
に
無
関
係
に
な
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
の
保
証

人
の
承
認
さ
れ
て
い
な
い
協
議
の
申
し
立
て
の
停
止
効
は
協
議
の
休
眠
化
ま
で
の
期
間
に
制
限
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
月
の
期
間
の

場
合
は
二
〇
一
〇
年
七
月
二
日
の
停
止
の
終
了
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
日
の
保
証
人
の
手
紙
に
お
け

る
承
認
に
よ
る
時
効
期
間
の
更
新
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
日
の
時
効
の
完
成
に
導
く
。
そ
の
結
果
二
〇
一
三
年
二
月
一
五
日
の
訴
え

は
ド
民
二
一
四
条
の
時
効
の
抗
弁
の
提
起
に
よ
り
理
由
の
な
い
も
の
と
し
て
棄
却
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
限
度
で
同
様
に
、
原
則

と
し
て
三
〇
年
の
通
常
の
時
効
が
延
長
を
本
来
的
に
例
外
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
し
め
た
旧
規
定
に
対
す
る
修
正
が
必
要
と
さ
れ
る
。

単
な
る
延
長
期
間
の
付
加
は
法
定
の
短
縮
化
の
命
令
を
欠
い
て
い
る
。
債
務
者
の
一
つ
の
行
為
に
お
い
て
停
止
と
同
時
に
更
新
の
要
件

が
実
現
す
る
場
合
、
短
縮
化
の
要
請
に
も
は
や
固
執
さ
れ
な
い
。
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（
３
）
相
殺
と
時
効
の
更
新

被
告
が
訴
訟
前
の
文
書
の
や
り
取
り
の
中
で
請
求
権
を
承
認
し
た
か
ど
う
か
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
承
認
は
二
つ
の

観
点
で
請
求
権
の
貫
徹
可
能
性
に
と
っ
て
意
味
を
有
す
る
。
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
に
よ
り
時
効
の
更
新
に
導
か
れ
る
場
合
、
時
効

の
抗
弁
は
無
力
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
請
求
権
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
も
訴
え
は
承
認
に
依
拠
さ
れ
う
る
。
そ
れ
に
よ
り
債
権
者
は
そ

の
請
求
権
の
前
提
を
立
証
す
る
手
間
を
省
け
る
。
実
務
上
最
も
多
い
（
和
解
に
類
似
し
た
）
宣
言
的
ま
た
は
因
果
的
債
務
承
認
で
は
、

手
間
の
省
略
は
、
こ
れ
に
よ
り
新
し
い
請
求
権
の
基
礎
は
作
り
出
さ
れ
な
い
が
、
債
務
者
が
彼
に
知
ら
れ
た
請
求
権
に
対
す
る
防
御
手

段
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生

（
１５６
）

じ
る
。

﹇
事
例
七
﹈
訴
訟
で
原
告
が
被
告
の
訴
訟
前
の
書
類
を
援
用
し
た
。
そ
こ
で
被
告
は
後
で
な
さ
れ
た
請
求
を
引
用
し
、
そ
れ
か
ら
自

己
の
請
求
権
を
相
殺
す
る
。
す
な
わ
ち
、
後
の
請
求
は
主
た
る
請
求
で
あ
り
、
の
ち
の
被
告
（
相
殺
を
し
た
者
）
の
請
求
は
反
対
請
求

で
あ
る
。
原
告
の
請
求
権
は
七
万
ユ
ー
ロ
、
被
告
の
請
求
権
は
九
万
ユ
ー
ロ
、
被
告
の
有
す
る
差
額
は
二
万
ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
被
告
は
、

文
書
の
結
果
と
し
て
後
で
二
万
ユ
ー
ロ
の
原
告
の
支
払
い
を
督
促
し
た
。
原
告
は
被
告
の
二
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
が
理
由
が
な
い
も
の
と

す
る
。
被
告
に
対
す
る
七
万
ユ
ー
ロ
の
訴
え
の
枠
内
で
、
彼
は
こ
の
相
殺
に
も
触
れ
、
被
告
は
七
万
ユ
ー
ロ
の
、
訴
え
て
い
る
請
求
権

を
承
認
し
、
そ
の
結
果
彼
は
す
で
に
も
っ
ぱ
ら
こ
の
承
認
に
基
づ
い
て
、
か
つ
本
来
の
請
求
権
の
要
件
に
関
す
る
さ
ら
な
る
証
明
な
し

に
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
理
由
と
し
て
原
告
は
、
被
告
が
、
彼
が
請
求
を
理
由
が
あ
る
と
み
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
額
で

請
求
権
か
ら
控
除
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
主
張

（
１５７
）

す
る
。

こ
の
一
見
し
た
と
こ
ろ
論
理
的
に
み
え
る
議
論
に
判
例
は
繰
り
返
し
従

（
１５８
）

っ
た
。
レ
ッ
ツ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
不
当
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
相
手
方
の
請
求
権
に
関
す
る
訴
訟
前
の
表
示
が
権
利
拘
束
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

（
四
二
）
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ゆ
え
に
拘
束
的
な
承
認
を
包
含
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
決
定
的
で
し
ば
し
ば
看
過
さ
れ
る
観
点
は
、
請
求
権
を
基
礎

づ
け
ま
た
は
抗
弁
を
排
除
す
る
宣
言
的
な
請
求
権
の
承
認
が
一
方
的
な
意
思
表
示
で
は
な
く
、
契
約
だ
と
い
う
こ
と
で

（
１５９
）

あ
る
。
そ
の
結

果
両
当
事
者
が
一
致
し
た
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
相
互
に
存
在
す
る
請
求
権
を
両

者
が
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
相
互
に
清
算
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
口
座
勘
定
に
お
け
る
清
算
の
承
認
の
よ
う
に
、
清
算
を
包

含
す
る
控
除
お
よ
び
承
認
契
約
が
問
題
に
な
る
。
か
よ
う
な
合
意
は
本
事
例
に
は
欠
け
て
い
る
。
後
の
被
告
は
、
法
的
拘
束
意
思
を

も
っ
て
相
手
方
に
上
記
の
よ
う
な
控
除
の
内
容
を
伴
っ
た
承
認
契
約
を
申
し
込
ん
で
い
な
い
。
彼
は
七
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
権
を
承
認
す

る
準
備
は
あ
っ
た
が
、
原
告
が
彼
の
側
で
九
万
ユ
ー
ロ
の
被
告
の
請
求
権
お
よ
び
そ
れ
か
ら
結
果
的
に
生
じ
る
支
払
い
義
務
を
承
認
す

る
場
合
に
の
み
そ
う
な
の
で
あ
る
。
被
告
の
反
対
請
求
権
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
原
告
は
そ
の
準
備
は
な
か
っ
た
。
原
告
が

被
告
に
解
答
し
な
い
場
合
、
そ
の
承
認
お
よ
び
控
除
契
約
締
結
の
申
し
込
み
は
通
常
の
承
認
期
間
（
ド
民
一
四
七
条
二
項
）
の
経
過
と

と
も
に
消
失
す
る
。
原
告
の
沈
黙
は
同
意
で
は
な
い
。
原
告
が
彼
の
七
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
権
の
み
が
存
在
し
、
被
告
の
九
万
ユ
ー
ロ
の

請
求
権
は
存
し
な
い
と
い
っ
た
場
合
は
、
被
告
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
控
除
の
承
認
を
表
示
し
て
い

（
１６０
）

な
い
。

﹇
事
例
八
﹈
後
の
被
告
が
原
告
に
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
請
求
権
の
清
算
の
趣
旨
を
含
む
書
類
を
送
付
し
た
。
原
告
の
請
求
権
は
七

万
ユ
ー
ロ
、
被
告
の
請
求
権
は
六
万
ユ
ー
ロ
、
原
告
の
た
め
の
差
額
は
一
万
ユ
ー
ロ
。
こ
の
清
算
後
す
ぐ
に
被
告
は
原
告
に
一
万
ユ
ー

ロ
を
支
払
っ
た
。
原
告
は
そ
れ
を
受
け
取
り
、
次
い
で
相
殺
に
供
さ
れ
た
六
万
ユ
ー
ロ
を
請
求
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。

こ
の
場
合
も
ま
た
支
払
わ
れ
て
い
な
い
額
に
つ
い
て
の
被
告
の
有
効
な
宣
言
的
な
承
認
が
欠
け
て
い
る
。
彼
は
こ
の
場
合
も
ま
た
原

告
に
権
利
拘
束
意
思
を
も
っ
て
彼
の
清
算
書
を
送
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
一
万
ユ
ー
ロ
の
金
額
を
支
払
っ
た
こ
と
に
お
い
て
明
確
に
示
さ

れ
る
。
彼
は
清
算
書
に
お
い
て
、
六
万
ユ
ー
ロ
の
額
の
原
告
の
請
求
を
承
認
し
た
が
、
原
告
も
ま
た
被
告
の
六
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
を
承
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認
し
た
、
提
示
さ
れ
た
清
算
の
枠
内
で
後
の
請
求
を
結
果
的
に
放
棄
し
た
と
表
示
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
原
告
が
そ
れ
を
了
解
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
訴
え
で
わ
か
る
。
一
万
ユ
ー
ロ
の
額
の
留
保
の
な
い
承
認
に
よ
り
も
っ
ぱ
ら
原
告
は
六
万
ユ
ー
ロ
と
い
う
残
り

の
請
求
権
の
喪
失
と
い
う
結
果
を
伴
う
被
告
の
契
約
の
申
し
込
み
を
承
認
し
て
い
な
い
。
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ｂ
一
六
条

三
項
二
号
の
最
終
支
払
い
ル
ー
ル
に
お
け
る
と
同
様
の
形
式
で
存
在
す
る
よ
う
な
合
意
を
し
た
場
合
に
の
み
異
な
っ
た
こ
と
が
あ
て
は

（
１６１
）

ま
る
。

﹇
事
例
八
﹈
に
お
け
る
さ
ら
な
る
問
題
は
、
支
払
わ
れ
た
一
万
ユ
ー
ロ
の
額
に
お
い
て
当
事
者
間
に
承
認
契
約
が
成
立
し
た
か
ど
う

か
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
通
例
は
否
認
さ
れ
う
る
。
被
告
は
疑
わ
し
い
場
合
は
承
認
お
よ
び
清
算
の
申
し
込
み
を
す
る
だ
け
で
あ
り
、

原
告
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
承
認
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
か
く
し
て
被
告
は
、
請
求
権
が
事
実
上
存

在
し
な
い
こ
と
が
訴
訟
上
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
一
万
ユ
ー
ロ
を
返
還
請
求
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
支
払
い
に
も
通
例
当
該
請

求
権
の
宣
言
的
な
承
認
は
存
し
な
い
）。

相
殺
に
よ
る
承
認
の
特
徴
は
、
後
の
被
告
が
留
保
な
く
そ
れ
を
提
供
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
反
対
給
付
を
請
求
し
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
相
互
的
な
清
算
に
関
す
る
反
対
給
付
請
求
権
を
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
類
型
的
に
必
要
な
承
認
契
約
の
発
生
が
挫

折
す
る
。
承
認
が
か
よ
う
な
反
対
給
付
な
し
に
問
題
と
な
る
と
き
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、
計
算
書
の
受
領
者
が
そ
れ
を
正
当
な
も
の
と

し
て
検
討
し
、
検
討
さ
れ
た
計
算
覚
書
を
相
手
方
に
送
付
し
た
が
、
反
対
給
付
請
求
権
を
提
起
せ
ず
、
か
つ
清
算
し
な
か
っ
た
よ
う
な

場
合
で
あ
る
。
検
討
覚
書
の
送
付
に
権
利
拘
束
効
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
承
認
と
評
価
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
承
認
契
約
は
直

ち
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
相
互
的
請
求
権
の
相
殺
の
場
合
と
は
異
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
受
領
者
に
と
っ
て
有
利
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
申
し
込
み
は
、
承
認
意
思
の
明
示
的
な
表
示
な
し
に
も
承
認
さ
れ
う
る
（
ド
民
一
五
一
条

（
１６２
）

一
文
）。
こ

の
理
由
か
ら
疑
わ
し
い
場
合
は
、
検
討
覚
書
の
送
付
が
権
利
拘
束
意
思
な
し
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
る
。
特
別
の
原
因
な
し

（
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に
誰
も
自
己
の
法
的
に
有
利
な
立
場
を
放
棄
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
承
認
契
約
に
よ
り
な
さ
れ
う
る
。
債
務
者
に
請
求
権
に
対

す
る
抗
弁
が
付
与
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
行
為
上
計
算
の
検
討
結
果
の
送
付
は
通
例
非
拘
束
的
な
意
思
表
示
と
し
て
な
さ
れ
、

疑
わ
し
い
場
合
は
送
付
者
は
の
ち
の
訂
正
の
可
能
性
の
た
め
に
そ
れ
に
拘
束
さ
れ

（
１６３
）

な
い
。

上
記
の
記
述
か
ら
証
書
手
続
も
ま
た
﹇
事
例
七
、
八
﹈
に
お
け
る
被
告
の
控
除
に
基
づ
き
え
な
い
こ
と
が
導
か
れ
る
。
書
類
は
証
書

た
り
う
る
。
し
か
し
、
証
書
手
続
き
は
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
実
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
（
ド
民
訴
五
九
二
条
一
文
）。

売
買
や
請
負
契
約
に
基
づ
く
当
初
の
請
求
権
は
証
書
に
よ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
少
な
く
と
も
有
効
な
宣
言
的
承
認
な
い
し
承
認
契
約
は

証
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
事
例
は
そ
の
場
合
で
は
な
い
。
そ
れ
は
被
告
に
よ
る
承
認
契
約
の
締
結
へ
の
申
し
込
み
の
み
を

包
含
し
、
原
告
に
よ
る
承
認
は
証
書
を
伴
っ
て
い
な
い
。
証
書
手
続
き
は
常
に
証
書
を
伴
う
瑕
疵
の
な
い
証
明
を
要
求
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
証
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
い
事
実
に
争
い
が
な
い
場
合
は
、
証
書
手
続
き
が
欠
け
て
も
実
害
は

（
１６４
）

な
い
。
し
か
し
、
本
事
例

は
そ
の
場
合
で
は
な
い
。
む
し
ろ
原
告
が
証
書
に
よ
る
契
約
の
申
し
込
み
を
認
め
ず
、
か
つ
こ
れ
が
法
的
に
効
果
を
生
じ
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
こ
と
が
疑
い

（
１６５
）

な
い
。

﹇
事
例
七
、
八
﹈
に
お
い
て
被
告
の
書
類
に
時
効
に
か
か
わ
る
承
認
が
存
在
し
な
い
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
契
約
上
の
宣
言
的
承
認

の
発
生
と
区
別
さ
れ
う
る
。
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
割
賦
金
の
支
払
い
、
利
息
の
支
払
い
、
担
保
の
給
付
ま

た
は
そ
の
他
の
方
法
で
請
求
権
を
承
認
す
る
場
合
は
、
時
効
が
新
た
に
進
行
を
開
始
す
る
。
一
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
承

認
の
た
め
に
契
約
は
不
要
で
あ
り
、
彼
が
請
求
権
の
存
在
を
意
識
し
て
な
さ
れ
る
、
債
務
者
の
一
方
的
な
行
為
に
類
似
し
た
態
様
で
十

分
で

（
１６６
）

あ
る
。
こ
の
場
合
宣
言
的
承
認
と
は
異
な
り
、
契
約
上
の
合
意
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
清
算
に
関
す
る
債
権
者
の
承
認

が
な
く
て
も
、
債
務
者
が
時
効
に
と
っ
て
重
要
な
承
認
を
有
効
に
表
示
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
の
可
能

性
を
、
当
初
そ
れ
を
否
定
し
た

（
１６７
）

後
で
、
判
例
の
中
で
認

（
１６８
）

め
た
。
連
邦
最
高
裁
の
こ
の
変
容
は
、
規
定
の
背
景
の
も
と
で
首
尾
一
貫
し
て
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い
る
。
起
草
者
は
明
示
的
に
相
殺
を
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
の
下
位
事
例
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
に
反
対
し

（
１６９
）

た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

相
殺
に
よ
る
時
効
に
と
っ
て
重
要
な
承
認
は
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
が
実
際
上
宣
言
的
承
認
が
存
し
な
い
割
賦
弁
済

も
ま
た
時
効
に
と
っ
て
重
要
な
承
認
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
ド
民
二
一
二
条
一
項
一
号
参
照
）、
こ
れ
を
よ
り
簡
易
な
要
件
と
結
び

つ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
時
効
に
と
っ
て
重
要
な
承
認
も
ま
た
、
例
外
的
に
の
み
相
殺
の
表
示
の
中
に
見
出
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ

う
な
最
高
裁
判
例
の
中
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

（
１７０
）

い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ド
民
二
一
二
条
一
項

一
号
の
承
認
も
ま
た
、
債
権
者
が
、
債
務
者
が
時
効
の
経
過
を
援
用
し
な
い
こ
と
の
承
認
の
動
機
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
ら

で
（
１７１
）

あ
る
。
債
務
者
が
相
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
大
抵
は
優
先
的
に
、
彼
が
債
務
を
支
払
う
つ
も
り
が
な
い
こ
と
の
認
識
を
与
え

る
の
み
で
あ
る
。
債
権
者
は
、
そ
の
支
払
い
意
思
の
な
い
債
務
者
が
、
時
効
が
完
成
し
た
と
き
に
、
請
求
権
の
時
効
を
援
用
し
な
い
こ

と
を
ど
う
し
て
信
頼
し
う
る
の
か
。
個
々
の
場
合
に
の
み
こ
れ
は
文
書
の
文
脈
か
ら
引
き
出
さ
れ
う
る
に
す
ぎ

（
１７２
）

な
い
。

﹇
事
例
九
﹈
事
例
七
に
お
い
て
原
告
が
相
殺
に
供
さ
れ
る
七
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
権
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
一
〇
万
ユ
ー
ロ
に
つ
い
て
も
訴
求
し
た
。
こ
の
場
合
訴
え
は
総
額
で
一
七
万
ユ
ー
ロ
に
達
す
る
。
原
告
が
両
請
求
を
訴
訟
で
証
明
す

る
の
に
成
功
し
た
。
そ
の
場
合
彼
は
明
ら
か
に
被
告
の
承
認
を
引
用
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
被
告
も
ま
た
九
万
ユ
ー
ロ
の
反

対
給
付
の
立
証
に
成
功
し
た
。
彼
が
七
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
に
対
し
て
ま
だ
他
の
防
御
手
段
を
有
し
た
と
す
る
と
、
被
告
は
一
〇
万
ユ
ー

ロ
の
請
求
に
対
し
て
そ
の
反
対
債
権
を
相
殺
し
う
る
か
。

か
く
し
て
七
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
権
と
そ
の
反
対
債
権
が
す
で
に
訴
訟
前
に
相
殺
に
基
づ
い
て
書
類
上
消
滅
し
た
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
る
が
、
本
事
例
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
相
殺
適
状
が
問
題
に
な
り
、
相
殺
が
法
形
成
的
に
表
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
相
手
方
の
合
意
の

欠
缺
は
こ
の
表
示
の
効
力
に
抵
触
し
な
い
。
し
か
し
、
相
殺
は
常
に
形
成
表
示
に
よ
り
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
諾
成
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的
に
も
相
殺
契
約
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
。
清
算
目
的
の
二
つ
の
債
権
の
相
殺
の
場
合
、
表
意
者
に
よ
り
疑
わ
し

い
場
合
は
諾
成
契
約
と
さ
れ
る
。
当
座
勘
定
の
枠
内
の
清
算
で
は
、
請
求
権
の
清
算
は
同
様
に
契
約
上
の
合
意
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
。
か
よ
う
な
契
約
の
申
し
込
み
を
な
す
者
は
、
通
常
は
相
殺
を
分
離
し
て
行
お
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
最
終
的
な
清
算
の

法
的
拘
束
力
あ
る
承
認
と
と
も
に
の
み
相
殺
を
す
る
意
思
で

（
１７３
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
表
意
者
は
一
方
的
な
表
示
で
は
な
く
、
合
意
に
よ
っ

て
相
殺
す
る
と
い
え
る
。
申
し
込
ま
れ
た
契
約
の
要
素
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
反
対
請
求
権
の
承
認
が
相
手
方
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
相
殺
契
約
は
発
生
せ
ず
、
請
求
権
は
そ
れ
以
後
も
清
算
さ
れ
な
い
で
対
立

（
１７４
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
相

殺
は
な
お
表
示
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
法
的
効
果
が
生
じ
る
べ
き
場
合
に
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
被
告

は
そ
れ
を
原
告
の
他
の
請
求
権
に
対
し
て
も
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
１７５
）

な
い
。

ド
イ
ツ
で
も
日
本
と
同
様
相
殺
は
、
同
種
の
給
付
を
目
的
と
す
る
債
権
を
相
互
に
有
す
る
場
合
に
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
し

て
そ
の
表
示
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
が
（
ド
民
三
八
七
条
、
三
八
八
条
）、
日
本
と
は
異
な
り
、
債
務
の
承
認
に
よ
る
消
滅
時

効
の
更
新
の
要
件
が
厳
し
く
、
既
述
の
よ
う
に
債
務
の
存
在
に
つ
い
て
の
債
務
者
の
意
識
が
二
義
を
許
さ
な
い
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
か

つ
そ
の
た
め
に
債
務
者
が
時
効
期
間
経
過
後
直
ち
に
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
債
権
者
の
信
頼
が
生
じ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
で
は
相
殺
に
よ
る
時
効
の
更
新
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
債
務
者
と
債
権
者
の
間
で
相
殺
を
す

る
と
い
う
契
約
（
合
意
）
が
成
立
す
る
の
が
原
則
と
さ
れ
、
債
務
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
る
相
殺
が
時
効
の
更
新
事
由
と
し
て

の
承
認
と
認
め
ら
れ
る
の
は
例
外
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
債
務
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
と
し
て
の
相

殺
で
あ
る
場
合
で
も
、
債
務
者
が
自
己
の
相
手
方
に
対
す
る
債
務
の
存
在
を
承
認
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
後
そ
れ

が
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
場
合
で
も
（
日
民
五
〇
八
条
）、
有
効
な
債
務
の
承
認
（
日
民
一
五
六
条
、
仮
案
一
五
二
条
）
お
よ
び
有
効

な
相
殺
（
日
民
五
〇
五
条
）
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
４
）
長
期
の
期
間
と
停
止
、
更
新
の
規
定
の
適
用

フ
ィ
ッ
シ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
改
正
以
前
の
時
効
法
は
様
々
な
問
題
と
評
価
矛
盾
を
か
か
え
て
い
た
。
そ
の
例
の
一
つ
が
不
公
平
な

時
効
期
間
を
回
避
す
る
た
め
に
判
例
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
「
浸
食
損
害
（W
eiterfresseschaden

）」
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い

規
定
が
い
か
な
る
問
題
も
生
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
こ
と
は
幻
想
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
一

つ
が
停
止
、
満
了
停
止
お
よ
び
更
新
と
い
っ
た
事
由
が
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
に
規
定
さ
れ
た
最
長
期
間
に
も
適
用
さ
れ
う
る
か

否
か
で
あ
る
。
ド
民
一
九
九
条
一
項
へ
の
適
用
は
疑
い
も
な
く
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
見
う
る
限
り
、
こ
れ
は
学
説
上
大
抵
詳
細
な
理
由

づ
け
な
く
留
保
な
し
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
請
求
権
が
異
常
に
長
期
間
主
張
さ
れ
う
る
と
述
べ
る
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
も
ま

た
、
す
べ
て
の
停
止
事
由
が
最
長
期
間
に
適
用
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
と
推
測
さ

（
１７６
）

れ
る
。

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
ド
民
二
〇
三
以
下
が
ド
民
一
九
九
条
一
項
の
期
間
に
の
み
適
用
さ
れ
、
同
条
二
項
―
四
項
の
最
長
期
間
に
は
適
用
さ

れ
な
い
と
の
立
場
を
支
持
す
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
一
七：

一
一
一

一
文
に
よ
れ
ば
、
停
止
ま
た
は
満
了
停
止
に
よ
り
時
効
は
全
体
で
最
長

期
間
の
一
〇
年
に
、
人
的
法
益
の
侵
害
の
場
合
は
全
体
で
三
〇
年
ま
で
延
長
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
ド
イ
ツ
法
上
は
ド
民

二
〇
三
条
以
下
の
適
用
の
制
限
に
よ
り
達
成
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
よ
れ
ば
裁
判
所
ま
た
は
他
の
手
続
き
に

お
け
る
停
止
に
つ
い
て
も
（
一
七：

一
〇
六
）
ま
た
時
効
の
更
新
に
つ
い
て
も
（
一
七：

一
一
二
）、
な
お
許
容
し
う
る
時
効
の
延
長

の
た
め
の
最
長
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
（
一
七：

一
一
一

二
文
）、
疑
わ
し
い
。
こ
れ
を
ド
イ
ツ
法
に
移
行
し
よ
う
と

す
る
と
、
少
な
く
と
も
ド
民
二
一
二
条
、
二
〇
四
条
一
項
一
号
、
一
一
号
の
要
件
に
つ
い
て
例
外
（
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
ド
民
一
九

九
条
二
項
―
四
項
へ
の
不
適
用
）
の
例
外
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ド
民
一
九
九
条
、
二
〇
四
条
、

二
〇
九
条
、
二
一
二
条
の
文
言
と
も
調
和
し
な
い
し
、
草
案
の
理
由
書
の
記
述
に
も
依
拠
し
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
よ
う
な
一

部
の
領
域
の
例
外
の
例
外
を
拒
否
し
、
そ
の
代
わ
り
に
ド
民
二
〇
三
条
以
下
を
無
制
限
に
最
長
期
間
に
適
用
し
な
い
場
合
に
は
、
債
権
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者
の
不
利
益
に
お
い
て
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
ル
ー
ル
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
起
草
者
の
記
述
に
依
拠
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

全
く
逆
に
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
の
比
較
は
ド
民
二
〇
三
条
以
下
が
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
支
持
す
る
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ

Ｌ
の
規
定
を
知
っ
て
い
た
起
草
者
は
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
一
七：

一
一
一

一
文
に
相
当
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
放
棄
し
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ

は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
二
〇
〇
四
）
と
の
対
置
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
通
常
の
時
効
期
間
に
近
い
一
般
的
な
時
効
期
間

（
一
〇
、
二
（
一
））
と
最
長
時
効
期
間
（
一
〇
、
二
（
二
））
と
を
区
別
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
請
求
権
が
一
般
的
時
効
期
間
の
経
過
と

は
無
関
係
に
遅
く
と
も
権
利
が
行
使
さ
れ
う
る
日
の
翌
日
の
経
過
後
一
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
限
度
で
、
ド
イ
ツ
民
法
の
最
長
期
時
効

規
定
に
近
い
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
時
効
期
間
の
更
新
の
み
可
能
で
あ
り
、
最
長
時
効
期
間
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
一
〇
、

四
（
一
）、（
二
））。
債
権
者
の
保
護
は
最
長
時
効
期
間
が
一
般
的
な
時
効
期
間
の
更
新
に
よ
り
越
え
ら
れ
え
な
い
こ
と
に
よ
り
守
ら
れ

る
（
一
〇
、
四
（
二
））。
時
効
停
止
に
関
し
て
は
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
一
義
的
な
規
定
を
有
さ
な
い
。
不
可
抗
力
、
死
亡
ま
た
は
行
為
無
能
力

に
よ
る
停
止
の
み
が
明
示
的
に
一
般
的
時
効
期
間
に
制
限
さ
れ
（
一
〇
、
八
）、
そ
の
他
の
停
止
要
件
は
明
示
的
に
一
般
的
期
間
と
最

長
時
効
期
間
を
区
別
し
て
い
な
い
（
一
〇
、
五
、
六
、
七
）。
ド
イ
ツ
法
は
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
二

〇
三
条
以
下
は
完
全
に
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
に
も
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ

（
１７７
）

う
る
。

立
法
過
程
で
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
最
長
期
間
へ
の
適
用
可
能
性
に
反
す
る
議
論
は
み
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
で
そ

も
そ
も
停
止
や
更
新
が
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
へ
の
適
用

可
能
性
に
よ
り
一
般
的
時
効
期
間
を
短
縮
す
る
と
い
う
起
草
者
の
関
心
事
は
出
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
停
止
お
よ
び
更
新
の
要
件
は

常
に
特
別
の
事
情
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
適
用
領
域
の
制
限
は
、
そ
の
結
果
最
長
期
間
の
意
味
お
よ
び
目
的
に

よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
時
効
開
始
の
主
観
的
要
件
に
鑑
み
て
、
債
権
者
に
よ
り
悪
意
な
く
ま
た
は

単
な
る
単
純
過
失
に
よ
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
請
求
権
が
決
し
て
時
効
に
か
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
必
要
で
あ
る
。
最
長
時
効
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期
間
は
、
真
正
な
時
効
期
間
と
し
て
二
つ
の
目
的
に
奉
仕
す
る
。
一
つ
は
債
務
者
の
保
護
で
あ
る
。
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
実
関
係

が
古
け
れ
ば
古
い
ほ
ど
、
時
間
の
あ
い
ま
い
に
す
る
力
に
鑑
み
て
証
拠
の
散
逸
お
よ
び
第
三
者
に
対
す
る
求
償
請
求
権
の
喪
失
の
リ
ス

ク
が
高
ま
る
。
債
務
者
が
継
続
的
に
履
行
の
準
備
を
続
け
、
相
当
な
準
備
措
置
を
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
経
済
的
な
力
は
著
し
く
侵
害
さ

（
１７８
）

れ
る
。
時
効
法
は
単
な
る
債
務
者
保
護
を
超
え
、
法
的
安
定
お
よ
び
法
的
平
和
の

創
生
と
い
う
公
の

（
１７９
）

利
益
な
ら
び
に
法
律
関
係
の
迅
速
な
解
消
と
い
う
経
済
取
引
の
必
要
に
資
す
る
。
裁
判
所
は
あ
ま
り
に
古
い
事
件
に

つ
い
て
判
決
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
鑑
み
て
、
あ
る
者
は
、
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
の
期
間
を
現

実
的
な
最
長
期
間
と
解
し
、
停
止
や
満
了
停
止
に
よ
る
延
長
も
更
新
も
し
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
の
み
債
務
者
が
一

〇
年
な
い
し
三
〇
年
後
に
免
責
さ
れ
、
法
的
支
配
が
支
配
す
る
こ
と
が
事
実
上
確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
詳
し
く
考

察
す
る
と
、
最
長
期
間
の
意
味
お
よ
び
目
的
を
考
慮
し
て
、
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
適
用
領
域
を
ド
民
一
九
九
条
一
項
に
制
限
す
る
こ

と
は
正
当
化
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
要
件
の
実
現
の
た
め
に
債
務
者
の
任
意
の
協
力
が
必
要
な
停
止
お
よ
び
更
新
事
由
（
特

に
二
〇
三
条
、
二
〇
四
条
二
項
三
文
、
二
〇
五
条
、
二
一
二
条
一
項
一
号
）
が
問
題
に
な
る
限
り
、
す
で
に
自
発
的
に
協
力
す
る
債
務

者
が
ド
民
二
一
四
条
の
潜
在
的
な
保
護
を
放
棄
し
、
保
護
に
値
し
な
い
こ
と
が
そ
れ
を
支
持
す
る
。
し
か
し
、
よ
り
正
し
く
は
、
例
え

ば
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
の
よ
う
に
債
務
者
の
協
力
が
必
要
で
な
い
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
個
々
的
に
は
事
実
上
極
端
に
長
い
時
効

期
間
が
あ
り
え
、
債
務
者
が
長
期
間
履
行
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
裁
判
所
が
か
な
り
古
い
時
期
の
事
実
関
係
に
関
わ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
伴
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
一
般
的
な
訴
訟
法
で
当
て
は
ま
る
証
拠
提
出
原
則
に
基
づ
く
、

裁
判
所
に
脅
威
を
与
え
る
労
働
の
加
重
が
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
お
よ
び
事
実
関
係
の
解
明
不
能
の
場
合
に
立
証
負
担
原
則
の

も
と
で
判
決
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
度
外
視
し
て
も
、
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
目
的
論
的
還
元
に
は
重
要
な
理
由
が
反
対
す
る
。
停
止

お
よ
び
更
新
の
要
件
が
ド
民
一
九
九
条
一
項
に
の
み
適
用
さ
れ
、
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
に
は
拡
大
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ

（
五
〇
）
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は
限
界
事
例
で
は
ド
民
二
〇
三
条
以
下
が
完
全
に
無
駄
に
な
ろ
う
。

﹇
事
例
一
〇
﹈
債
務
者
Ｓ
が
二
〇
〇
二
年
一
月
一
五
日
に
、
二
〇
三
〇
年
一
月
一
五
日
に
な
っ
て
初
め
て
債
権
者
Ｇ
に
観
察
し
う
る

な
い
し
確
定
し
う
る
侵
害
が
生
じ
る
行
為
を
し
た
。
Ｇ
と
Ｓ
は
二
〇
三
〇
年
一
月
一
六
日
に
ド
民
二
〇
三
条
の
意
味
の
協
議
を
行
い
、

そ
れ
は
二
〇
三
四
年
七
月
一
六
日
ま
で
継
続
し
、
何
の
成
果
も
挙
げ
な
か
っ
た
。
Ｇ
は
二
〇
三
四
年
七
月
一
六
日
に
Ｓ
に
対
す
る
訴
え

が
な
お
意
味
を
有
す
る
か
を
問
題
と
し
た
。

ド
民
二
〇
三
条
、
二
〇
九
条
の
停
止
が
な
い
と
す
る
と
請
求
権
は
す
で
に
二
〇
三
二
年
一
月
一
五
日
に
ド
民
一
九
九
条
二
項
に
よ
り

時
効
消
滅
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
時
効
が
二
〇
三
三
年
一
二
月
三
一
日
の
経
過
と
と
も
に
満
了
す
る
通
常
の
時
効
期
間
は
も
は
や
問
題

と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
民
二
〇
三
条
、
二
〇
九
条
を
ド
民
一
九
九
条
二
項
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
請
求
権
は
時

効
に
か
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
四
年
の
協
議
の
継
続
は
こ
の
期
間
に
算
入
さ
れ
、
二
〇
三
六
年
一
月
一
五
日
に
満
了
す
る
か
ら
で

あ
る
。
通
常
の
時
効
期
間
も
ま
だ
満
了
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
期
間
の
開
始
時
に
（
ド
民
一
九
九
条
一
項：

二
〇
三
〇
年
一
二

月
三
一
日
二
四
時
）
停
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
協
議
が
終
了
し
た
日
（
二
〇
三
四
年
七
月
一
七
日
）
の
翌
日
に
開
始
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
二
〇
三
七
年
七
月
一
六
日
の
経
過
と
と
も
に
終
了
す
る
。
す
な
わ
ち
、
停
止
、
更
新
に
関
す
る
規
定
を
ド
民
一
九

九
条
二
項
に
適
用
し
な
い
と
す
る
と
、
協
議
は
時
効
法
の
観
点
か
ら
全
く
無
意
味
と
な
る
。
そ
れ
は
立
法
者
に
よ
り
追
及
さ
れ
た
目
的

と
一
致
し

（
１８０
）

な
い
。

﹇
事
例
一
一
﹈
二
〇
〇
二
年
一
月
一
五
日
の
債
務
者
の
義
務
違
反
に
よ
り
二
〇
二
九
年
五
月
一
〇
日
に
債
権
者
に
観
察
し
う
る
、
確

定
可
能
な
健
康
侵
害
を
生
じ
た
。
債
権
者
は
二
〇
二
九
年
五
月
一
二
日
に
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
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一
号
）。
訴
訟
は
長
引
き
、
最
後
の
口
頭
弁
論
は
二
〇
三
二
年
四
月
一
五
日
に
な
さ
れ
、
判
決
は
二
〇
三
二
年
八
月
に
既
判
力
を
取
得

し
た
。

こ
の
場
合
訴
え
提
起
の
時
効
停
止
効
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
、
二
〇
九
条
）
が
ド
民
一
九
九
条
二
項
の
最
長
期
間
に
も
拡
大
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
さ
も
な
け
れ
ば
債
務
者
は
口
頭
の
協
議
に
お
い
て
そ
の
間
に
満
了
し
た
時

効
を
ド
民
一
九
九
条
二
項
に
従
っ
て
援
用
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
ば
か
げ
た
結
論
で
あ
る
。
債
権
者
が
す
で
に
二
〇
二
〇
年

に
訴
え
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
異
な
っ
た
こ
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
、
二
〇
九

条
の
ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
へ
の
適
用
可
能
性
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
偶
然
的
な
訴
え
提
起
の
時
期
に
依
存
し
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
両
事
例
は
、
債
務
者
保
護
の
考
量
か
ら
も
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
法
的
平
和
の
命
令
か
ら
も
、
ま
た
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
お
け

る
一
般
性
の
要
求
か
ら
も
、
最
長
期
間
の
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
適
用
領
域
か
ら
の
排
除
が
正
当
化
さ
れ
え
な
い
こ
と
を

（
１８１
）

示
す
。

ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
適
用
可
能
性
は
、
時
効
が
法
定
の
時
効
期
間
の
開
始
後
三
〇
年
経
過
し
た
後
で
満
了
す
る
こ
と
に
導
き
う
る
。

そ
れ
は
、
時
効
が
法
律
行
為
に
よ
り
法
定
の
時
効
開
始
か
ら
三
〇
年
の
時
効
期
間
を
超
え
て
拡
張
さ
れ
え
な
い
と
い
う
ド
民
二
〇
二
条

二
項
と
衝
突
し
う
る
。
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
禁
止
は
、
明
示
的
な
約
定
だ
け
で
な
く
、
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
停
止
ま
た
は
中

断
原
因
の
合
意
も
ま
た
、
ま
た
請
求
権
の
発
生
前
だ
け
で
な
く
、
発
生
後
も
ま
た
包
含

（
１８２
）

す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ド
民
二
〇
三
条
以
下
が

ド
民
一
九
九
条
二
項
―
四
項
に
適
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
帰
結
し
な
い
。
ド
民
一
九
九
条
三
項
一
文
一
号
、
四
項
の
一
〇
年
の
最
長
期

間
が
問
題
に
な
る
限
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ド
民
一
九
九
条
二
項
三
項
一
文
二
号
の
三
〇
年
の
期
間
に
関
す
る
場
合
も
異
な
ら

な
い
。
ド
民
二
〇
二
条
が
第
一
節
に
、
ド
民
二
〇
三
条
以
下
が
第
二
節
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
体
系
的
な
分
離
が
、
立
法
者
が
両

規
定
領
域
を
厳
格
に
区
別
し
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
を
超
え
て
、
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
要
件
は
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
規
定
す
る
時

効
延
長
に
つ
い
て
の
合
意
と
は
比
較
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
場
合
時
効
の
延
長
が
当
事
者
の
目
的
だ
か
ら

（
五
二
）
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
直
接
の
意
思
は
、
債
権
者
の
た
め
に
法
定
の
規
定
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
債

務
者
と
債
権
者
の
合
意
に
よ
る
協
力
（
特
に
ド
民
二
〇
三
条
）
が
前
提
で
あ
る
ド
民
二
〇
三
条
以
下
の
場
合
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
法
は
、
そ
の
者
が
そ
れ
か
ら
生
じ
る
帰
結
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
し
に
、
停
止
ま
た
は
更
新
に
よ
る
時
効
延

長
の
法
律
効
果
を
単
な
る
当
事
者
の
好
意
に
結
び
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
私
的

自
治
の
制
限
は
問
題
と
な
ら

（
１８３
）

な
い
。
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）H

iort,D
ie

V
erjährungshem

m
ung

in
aussergerichtlichen

Schlichtung,K
nops／Bam

berger／H
ölzle

（H
rsg.

）,Zivilrecht
im

W
andel

Festschriftfür
P.D

erleder
zum

７５.Geburtstag,２０１５,S.２１２

―２１３.

（
５
）M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,２０１５,S.２２７１

﹇Grothe
﹈;JurisPK

-BGB,para.２０３,Rn.５

﹇Lakkis

﹈.

（
６
）O

LG
N
aum

burg,U
rt.v.１８.６.２００２

―１
U

７３／００,O
LG-N

L
２００２,２４１.

（
７
）K

lose,N
J２０１０,S.１０２

―１０３.

９４ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）

（
五
三
）



（
８
）
二
〇
一
三
年
の
前
記
消
費
者
事
件
に
お
け
る
択
一
的
紛
争
解
決
指
令
一
二
条
一
項
も
、
調
停
手
続
の
当
事
者
が
調
停
手
続
中
の
時
効
期

間
の
徒
過
に
よ
り
こ
の
紛
争
に
関
し
て
裁
判
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
と
規
定
す
る
。

（
９
）W

agner,A
lternative

Streitbeilegung
und

V
erjährung,N

JW
２００１,S.１８８.
（
１０
）K

lose,N
J２０１０,S.１０３

―１０４.

（
１１
）LG

K
öln,U

rt.v.９.４.２０１３

―２１
O

２７１／１２.

（
１２
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
施
行
法
一
五
ａ
条
三
項
「
当
事
者
が
合
意
の
上
で
紛
争
の
解
決
を
促
進
す
る
そ
の
他
の
和
解
所
で
の
和
解
の
試
み

を
引
き
受
け
た
と
き
は
、
ラ
ン
ト
司
法
省
に
よ
り
設
立
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
和
解
所
で
の
和
解
の
試
み
の
必
要
は
喪
失
す
る
。
消
費
者

が
そ
の
分
野
で
義
務
付
け
ら
れ
た
和
解
所
、
商
工
会
議
所
、
手
工
業
会
議
所
ま
た
は
手
工
業
者
同
業
組
合
の
和
解
所
の
判
断
を
求
め
た
と
き

は
、
第
一
文
の
同
意
が
反
駁
さ
れ
る
こ
と
な
く
推
測
さ
れ
る
。
第
一
項
第
二
文
が
準
用
さ
れ
る
。」

（
１３
）LG

M
ünchen,U

rt.v.５.２.２０１４

―３２
O

９８４１／１３,BeckRS２０１４,０８４０４.

（
１４
）H

iort,a.a.O
.,S.２１８

―２１９.

（
１５
）M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２２９６

﹇Grothe

﹈;H
iort,a.a.O

.,S.２１９

―２２０.

（
１６
）H

iort,a.a.O
.,S.２２０

―２２１.

（
１７
）BGH

,U
rt.v.１８.６.２０１５-IIIZR

１９８／１４,N
JW

２０１５,S.２４０７.

（
１８
）BGH

,U
rt.v.１８.６.２０１５-IIIZR

３０３／１４,N
JW

２０１５,S.２４１１.

（
１９
）
旧
法
で
は
交
渉
に
よ
る
停
止
は
、
不
法
行
為
（
ド
民
旧
八
五
二
条
二
項
）、
請
負
契
約
（
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
）、
旅
行
契
約
（
ド
民

旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
三
）
お
よ
び
売
主
が
追
履
行
を
約
束
し
た
場
合
の
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
類
推
（BGH

,U
rt.v.２０.１１.１９９６-V

III
ZR

１８４１９５,N
JW

１９９７,S.７２７

（
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
売
買
で
そ
の
約
束
さ
れ
た
時
速
一
〇
〇
㎞
を
下
回
っ
た
事
例
））
の
場
合
に
の
み

認
め
ら
れ
た
。

（
２０
）M

ankow
ski／H

öpker,D
ie

H
em

m
ung

der
V
erjährung

beiV
erhandlungen

gem
.para.２０３

BGB,M
D
R

２００４,S.７２７.

（
五
四
）

９３新しい時効体系とドイツにおける学説、判例の展開（２・完）



（
２１
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,S.１１２;Canaris,Schuldrechtsm
odernisierung２００２,S.６２８.

（
２２
）O

LG
Düsseldorf,U

rt.v.１４.１０.２００３

―２３
U

２２２／０２,ZGS２００４,１１８.

（
２３
）BGH

,U
rt.v.１７.２.２００４-V

IZR
４２９／０２,N

JW
２００４,S.１６５４;BGH

,U
rt.v.２６.１０.２００６-V

IIZR
１９４／０５,N

JW
２００７,S.５８７

（
建
物
建
設
請
負
契
約
で
敷
地
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
事
例
。
原
審
は
、
ド
民
旧
六
三
八
条
一
項
の
五
年
の
時
効
に
か
か
っ
て
い

る
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
原
告
は
文
書
で
損
害
を
伝
え
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
被
告
は
そ
れ
に
対
し
て
検
査
期
間
を
合
意
す
る
こ
と
に

よ
り
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
議
論
に
被
告
を
招
じ
入
れ
た
（
ド
民
二
〇
三
条
）
と
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
、
原
審
を
破
棄
し
た
。

本
事
例
で
は
Ｈ
Ｏ
Ａ
Ｉ
一
五
条
二
項
に
よ
り
一
九
九
八
年
三
月
六
日
に
時
効
が
進
行
を
開
始
す
る
が
、
五
年
の
時
効
が
経
過
す
る
前
の
二
〇

〇
三
年
一
月
二
五
日
に
協
議
に
よ
る
時
効
停
止
事
由
が
生
じ
た
）；BGH

,U
rt.v.１４.７.２００９-X

IZR
１８／０８,BauR

２００９,１７４７＝
N
JW

-
RR

２０１０,S.９７５;BGH
,U

rt.v.１.２.２００７-IX
ZR

１８０／０４,N
JW

-RR
２００７,S.１３５８.

（
２４
）RG,U

rt.１８.３.１９２９-V
I５５３／２８,H

RR
１９２９

N
r.１３６５;RG,U

rt.v.１７.３.１９３２-V
I５１５／３１,JW

１９３２,S.２００２.

（
２５
）O

LG
Düsseldorf,U

rt.v.１４.１０.２００３
―２３

U
２２２／０２,ZGS２００４,S.１１８.

（
２６
）BGH

,U
rt.v.２７.９.２００１-V

IIZR
３２０／００,N

JW
２００２,S.２８８.

（
２７
）
前
掲RG,JW

１９３２,S.２００２

（
３

注
２４
）。

（
２８
）BGH

,U
rt.v.２０.２.２００１-V

IZR
１７９／００,N

JW
２００１,S.１７２３.

（
２９
）BGH

,U
rt.v.８.５.２００１-V

IZR
２０８／００,M

D
R

２００１,S.９３６.

（
３０
）BGH
,U

rt.v.１３.５.１９９７-V
IZR

１８１／９６,N
JW

１９９７,S.３４４７.

（
３１
）M
ankow

ski／H
öpker,M

D
R

２００４,S.７２２

―７２３.

（
３２
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２３

―７２４.

（
３３
）O

LG
H
am

m
,U

rt.v.１９.３.１９９７-１３
U

１９０／９６,N
JW

-RR
１９９８,S.１０１.

（
３４
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２４.

９２ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）

（
五
五
）



（
３５
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,１１２;Canaris,a.a.O
.,S.６２８.

（
３６
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,１１１;Canaris,a.a.O
.,S.６２７;BGH

,U
rt.v.２８.１１.１９８４-V

III
ZR

２４０／８３,
BGH

Z
９３,S.６４＝

M
D
R

１９８５,S.５７３.
（
３７
）BGH

,U
rt.v.１５.６.１９８９-V

IIZR
１４／８８,BGH

Z
１０８,S.６５＝

M
D
R

１９８９,S.１０９４;BGH
,U

rt.v.１８.１.１９９０-V
II

ZR
２６０／８８,

BGH
Z

１１０,S.９９＝
M

D
R

１９９０,S.６１５.

（
３８
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２４

―７２５.

（
３９
）BGH

,U
rt.v.３０.６.１９９８-V

IZR
２６０／９７,N

JW
１９９８,S.２８１９;BGH

,U
rt.v.１７.２.２００４-V

IZR
４２９／０２,N

JW
２００４,S.１６５４.

（
４０
）
前
掲BGH

,N
JW

１９９８,S.２８１９

（
３

注
３９
）。

（
４１
）
Ｖ
Ｖ
Ｇ
旧
一
二
条
「（
１
）
保
険
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
は
二
年
で
、
生
命
保
険
の
場
合
は
五
年
で
時
効
に
か
か
る
。
時
効
期
間
は
給
付

が
請
求
さ
れ
う
る
年
の
終
了
と
と
も
に
開
始
す
る
。（
２
）
被
保
険
者
の
請
求
権
が
保
険
者
に
告
知
さ
れ
た
と
き
は
、
時
効
は
保
険
者
の
文

書
に
よ
る
決
定
の
到
達
の
と
き
ま
で
停
止
す
る
。」
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
か
ら
は
新
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
四

条
一
項
「
保
険
者
の
金
銭
給
付
は
、
保
険
事
故
お
よ
び
保
険
者
の
給
付
の
範
囲
の
確
定
の
た
め
に
必
要
な
調
査
の
終
了
と
と
も
に
満
期
が
到

来
す
る
。」
一
五
条
「
保
険
契
約
に
基
づ
く
請
求
権
が
保
険
者
に
告
知
さ
れ
た
と
き
は
、
時
効
は
保
険
者
の
決
定
が
テ
キ
ス
ト
形
式
で
請
求

者
に
届
け
ら
れ
る
ま
で
停
止
す
る
。」

（
４２
）
ド
商
三
九
条
三
項
「
運
送
人
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
は
、
発
送
者
ま
た
は
受
領
者
が
賠
償
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
表
示

に
よ
っ
て
も
ま
た
運
送
人
が
請
求
権
の
履
行
を
拒
絶
す
る
ま
で
停
止
す
る
。
請
求
権
の
主
張
ま
た
は
拒
絶
は
テ
キ
ス
ト
の
形
式
を
必
要
と
す

る
。
同
じ
賠
償
請
求
権
を
対
象
と
す
る
更
な
る
表
示
は
新
し
く
時
効
を
停
止
し
な
い
。」

（
４３
）BGH

,U
rt.v.２８.３.１９８５-IIIZR

２０／８４,V
ersR

１９８５,S.６４２.

（
４４
）
前
掲BGH

,N
JW

１９９８,S.２８１９

（
３

注
３９
）。

（
４５
）O

LG
H
am

m
,U

rt.v.１９.３.１９９７-１３
U

１９０／９６,N
JW

-RR
１９９８,S.１０１.

（
五
六
）

９１新しい時効体系とドイツにおける学説、判例の展開（２・完）



（
４６
）Stellungnahm

e
des

Bundesrates,BR-D
rucks.１４／６８５７,S.７;Canaris,a.a.O

.,S.９３７.

（
４７
）BR-D

rucks.１４／６８５７,S.７;Canaris,a.a.O
.,S.９３７.

（
４８
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,S.１１２;Canaris,a.a.O
.,S.６２８.

（
４９
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,S.１１２;Canaris,a.a.O
.,S.６２９.

（
５０
）U

.K
ram

er,ZGS２００３,S.３８３.

（
５１
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２５

―７２６.

（
５２
）BGH

,U
rt.v.７.１.１９８６-V

I２０３／８４,N
JW

１９８６,S.１３３７.

（
５３
）O

LG
Celle,U

rt..v.２０.１０.１９９４-８
U

１６４／９３,V
ersR

１９９５,S.１１７３.

（
５４
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２６.

（
５５
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,S.１１２;Canaris,a.a.O
.,S.６２９.

（
５６
）Beschlussem

pfehlung
und

Berichtdes
Rechtsausschusses,BT

-D
rucks.１４／７０５２,S.１８０;Canaris,a.a.O

.,S.１０７１.

（
５７
）Leenen,D

StR
２００２,S.４１.

（
５８
）Palandt,K

om
m
.z.BGB.,７４.A

ufl.,２０１５,S.２３３
﹇Ellenberger

﹈.

（
５９
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２６

―７２７.

（
６０
）Entw

urfsbegründung,BT
-D

rucks.１４／６０４０,S.１１０;Canaris,a.a.O
.,S.６２５.

（
６１
）PflV
ersG

旧
三
条
三
項
三
文
に
関
し
て
、BGH

,Beschl.v.２６.４.２００７-IX
ZR

８６／０６

は
、
第
三
者
の
請
求
権
が
保
険
者
に
告
知
さ
れ

た
と
き
は
、
時
効
が
保
険
者
の
文
書
に
よ
る
決
定
が
届
け
ら
れ
る
ま
で
時
効
は
停
止
す
る
と
判
示
し
た
。
現
行
法
の
下
で
は
、
そ
の
一
二
条

三
項
が
「
補
償
基
金
に
対
す
る
賠
償
権
利
者
の
請
求
権
は
三
年
の
時
効
に
か
か
る
。
時
効
は
、
賠
償
権
利
者
が
損
害
お
よ
び
彼
が
補
償
基
金

に
対
す
る
彼
の
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
事
情
を
知
っ
た
時
か
ら
進
行
を
開
始
す
る
。
賠
償
権
利
者
の
請
求
権
が
補
償
基
金
に
告
知
さ
れ
た
と

き
は
、
時
効
は
補
償
基
金
の
文
書
に
よ
る
決
定
が
、
仲
裁
機
関
（
一
四
条
三
号
）
に
仲
裁
手
続
が
申
し
立
て
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
仲
裁
機

９０ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）

（
五
七
）



関
の
合
意
提
案
が
届
け
ら
れ
る
ま
で
停
止
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
６２
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２７.
（
６３
）BGH

,U
rt.v.１４.７.２００９-X

I
ZR

１８／０８,N
JW

-RR
２０１０,S.９７５;BGH

,U
rt.v.２６.１０.２００６-V

II
ZR

１９４／０５,N
JW

２００７,S.
５８７;BGH

,U
rt.v.１７.２.２００４-V

IZR
４２９／０２,N

JW
２００４,S.１６５４.

（
６４
）Gram

er／T
alhofer,

ZGS
２００６,

S.２５０;
A
uktor,

D
ie

V
erjährung

der
Gew

ährleistungsrechte
bei

m
angelhafter

N
acherfüllung

nach
para. ４３９

BGB,N
JW

２００３,S.１２２;D
auner-Lieb／A

rnold／D
ötsch／K

itz,Fälle
zum

neuen
Schul-

drecht, ２００２,S.３２９

﹇A
rnold

﹈.

（
６５
）Reiling／W

alz,D
er

N
eubeginn

der
V
erjährung

beiN
acherfüllung

durch
den

V
erkäufer,BB

２０１２,S.９８３.

（
６６
）BGH

,U
rt.v.５.１０.２００５-V

IIIZR
１６／０５,W

M
２００５,S.２３３７.

（
６７
）O

etker／M
aultsch,V

ertragliche
Schuldverhältnisse,３.A

ufl.,２００７,para.２
Rn.２９６.

（
６８
）M

enges,K
ettengew

ährleistung

―N
eubeginn

der
V
erjährung

als
Folge

kaufrechtlicher
N
achlieferung,JuS

２００８,S.
３９５f.

（
６９
）Richtlinie１９９９／４４／EG

v.２５.５.１９９９.

（
７０
）V

gl.O
LG

Celle,U
rt.v.２０.６.２００６,N

JW
２００６,S.２６４３

（
中
古
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
の
売
買
で
（
引
渡
日
二
〇
〇
三
年
五
月
九
日
、

合
意
に
よ
る
瑕
疵
担
保
責
任
期
間
は
一
年
間
）、
二
〇
〇
四
年
一
月
に
後
輪
の
車
軸
を
被
告
に
修
理
さ
せ
た
が
、
同
年
五
月
二
八
日
に
再
び

被
告
に
車
軸
の
修
理
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
、
売
主
の
瑕
疵
あ
る
追
完
履
行
は
、
承
認
と
な
る
場
合
を
別
と
す
れ
ば
新
し
い
時
効
期
間
を
開

始
さ
せ
な
い
と
し
た
）。

（
７１
）BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.２２９;Canaris,a.a.O

.,S.８４２.

（
７２
）M
enges,JuS２００８,S.３９８

―３９９;A
rnold,ZGS２００２,S.４３８.

（
７３
）EuGH

,U
rt.v.１７.４.２００８-C-４０４／０８,EW

S２００８,S.１９６＝
RIW

２００８,S.３８６＝
EuZW

２００８,S.３１０.

（
五
八
）

８９新しい時効体系とドイツにおける学説、判例の展開（２・完）



（
７４
）BGH

,U
rt.v.２６.１１.２００８-V

IIIZR
２００／０５,N

JW
２００９,S.４２７.

（
７５
）Reiling／W

alz,BB
２０１２,S.９８３.

（
７６
）Reiling／W

alz,BB
２０１２,S.９８４.

（
７７
）BGH

,U
rt.v.５.１０.２００５-V

IIIZR
１６／０５,W

M
２００５,S.２３３７.

（
７８
）
前
掲EuGH

,EW
S２００８,S.１９６＝

RIW
２００８,S.３８６＝

EuZW
２００８,S.３１０

（
３

注
７３
）。

（
７９
）
二
〇
一
〇
年
五
月
一
八
日
の
ジ
ャ
ン
・
マ
ザ
ク
法
務
長
官
の
最
終
提
案
（C-６５／０９

（Gebr.W
eber

Gm
BH

）,Rn.５４

）;EuGH
,U

rt.
v.１６.６.２０１１-C-６５／０９

（Gebr.W
eber

Gm
BH

und
Ingrid

O
utz

）Rn.６０.

（
８０
）
前
掲EuGH

,EW
S２００８,S.１９６＝

RIW
２００８,S.１９６＝

EuZW
２００８,S.３１０

（
３

注
７３
）。

（
８１
）M

enges,JuS２００８,S.３９５f.

（
８２
）BT

-D
ruck.１４／６０４０,S.２２９;Canaris,a.a.O

.,S.８４３.

（
８３
）K

las／K
leesiek,N

JO
Z

２０１０,S.２１４８.

（
８４
）
前
掲BGH

,W
M

２００５,S.２３３７

（
３

注
７７
）。

（
８５
）Reiling／W

alz,BB
２０１２,S.９８５.

（
８６
）
ド
民
六
三
五
条
「（
１
）
注
文
者
が
追
完
履
行
を
要
求
し
た
と
き
は
、
請
負
人
は
そ
の
選
択
に
従
い
瑕
疵
を
除
去
し
ま
た
は
新
し
い
仕
事

を
製
作
し
う
る
。（
２
）
請
負
人
は
追
完
履
行
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
特
に
運
送
、
通
路
、
労
働
お
よ
び
材
料
の
費
用
を
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
３
）
請
負
人
は
、
追
完
履
行
が
不
相
当
な
費
用
を
使
っ
て
の
み
可
能
な
と
き
は
、
ド
民
二
七
五
条
二
項
、
三
項
に
も
か
か

わ
ら
ず
そ
れ
を
拒
絶
し
う
る
。（
４
）
請
負
人
が
新
し
い
仕
事
を
製
作
し
た
と
き
は
、
彼
は
注
文
者
に
ド
民
三
四
六
条
〜
三
四
八
条
の
基
準

に
従
っ
て
瑕
疵
あ
る
仕
事
の
返
還
を
請
求
し
う
る
。」

（
８７
）Lenkeit,D

as
m
odernisierte

V
erjährungsrecht,BauR

Sonderheft１a／２００２,S.２１９.V
gl.Sienz,D

ie
N
euregelungen

im
W

erkvertragsrechtnach
dem

Schuldrechtsm
odernisierungsgesetz,BauR

Sonderheft １a／２００２,S.１８１

（
ド
民
二
〇
四
条
一

８８ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）

（
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項
八
号
の
鑑
定
手
続
は
、
両
当
事
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
ド
民
旧
六
三
九
条
二
項
の
停
止
要
件
と
は
異

な
る
）。

（
８８
）M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２３

（
旅
行
者
の
旅
行
主
催
者
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
が
、
後
者
が
文
書
で
そ
の
請
求
に
反

論
す
る
ま
で
停
止
す
る
と
規
定
し
た
ド
民
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
も
同
様
に
ド
民
二
〇
三
条
に
解
消
さ
れ
た
（M

ankow
ski／H

öpker,
M

D
R

２００４,S.７２４

））。

（
８９
）V

gl.W
eyer,N

ZBau２００２,S.３６９;T
halhofer,ZGS２００６,S.２５４.

（
９０
）BGH

,U
rt.v.２５.９.２００８-V

IIZR
３２／０７,N

JW
２００９,S.９８５

（
台
形
状
の
屋
根
の
設
置
工
事
で
、
雨
漏
り
し
た
事
例
）.

（
９１
）Faber／W

erner,H
em

m
ung

der
V
erjährung

durch
w
erkvertragliche

N
acherfüllung,N

JW
２００８,S.１９１０.

（
９２
）Faber／W

erner,N
JW

２００８,S.１９１０.

（
９３
）Faber／W

erner／N
JW

２００８,S.１９１１.

（
９４
）H

aas
u.a.,D

as
neue

SchuldR,２００２,K
ap.５

Rdnrn.３３２f.;Grafv.W
estphalen,ZGS２００２,S.２１.

（
９５
）A

uktor／M
önch,N

acherfüllung
―nur

noch
aufK

ulanz？
,N

JW
２００５,S.１６８７;Bolthausen／Rinker,ZGS２００６,S.１２.

（
９６
）BGH

,U
rt.v.２０.６.２００２-IX

ZR
４４４／００,N

JW
２００２,S.２８７２

（
弁
護
士
が
顧
客
に
当
時
二
年
の
時
効
に
か
か
っ
た
（
ド
民
旧
一
九

六
条
一
項
一
五
号
）
報
酬
請
求
権
を
行
使
し
た
。
原
審
は
、
時
効
進
行
開
始
後
被
告
が
原
告
に
述
べ
た
総
額
は
二
六
万
ユ
ー
ロ
で
、
う
ち
二

〇
万
ユ
ー
ロ
は
す
で
に
原
告
に
被
告
が
譲
渡
し
た
第
三
者
に
対
す
る
債
権
が
担
保
の
た
め
で
な
く
、
代
物
弁
済
で
あ
り
、
残
額
の
六
万
ユ
ー

ロ
は
早
急
に
弁
済
す
る
と
の
言
明
は
債
務
の
承
認
で
は
な
い
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
原
審
を
破
棄
し
た
）。

（
９７
）BGH

,U
rt.v.１８.１.１９９０-V

IIZR
２６０／８８,N

JW
１９９０,S.１４７２

（
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
タ
イ
ル
床
の
制
作
請
負
契
約
で
請
負
人

（
被
告
の
前
主
）
が
文
書
で
タ
イ
ル
が
不
良
で
、
し
か
も
施
行
に
不
備
も
あ
っ
た
か
ら
減
額
に
応
じ
た
い
と
言
明
し
た
こ
と
は
、
瑕
疵
に
基

づ
く
担
保
責
任
の
承
認
に
あ
た
る
と
し
た
）；Grafv.W

estphalen,ZGS２００２,S.２０.

（
９８
）BGH

,U
rt.v.８.５.２００２-I

ZR
２８／００,N

JW
-RR

２００２,S.１４３３
（
原
告
が
被
告
に
運
送
料
の
請
求
を
し
、
被
告
が
原
告
に
対
し
て
包

（
六
〇
）

８７新しい時効体系とドイツにおける学説、判例の展開（２・完）



括
代
理
店
契
約
に
基
づ
く
報
酬
等
を
求
め
る
反
訴
を
提
起
し
た
事
例
。
原
審
は
被
告
の
承
認
（
ド
民
旧
二
〇
八
条
）
を
認
め
た
が
、
最
高
裁

は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
）。

（
９９
）
前
掲O

LG
Celle,N

JW
２００６,S.２６４３

（
３

注
７０
）。

（
１００
）BGH

,U
rt.v.８.７.１９８７-V

IIIZR,N
JW

１９８８,S.２５４

（
リ
ー
ス
会
社
が
原
告
の
委
託
を
受
け
て
被
告
か
ら
木
材
運
搬
機
械
を
購
入
し

た
が
、
曲
進
に
難
が
あ
る
な
ど
当
初
か
ら
幾
つ
も
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
事
例
。
被
告
が
原
告
か
ら
の
苦
情
に
基
づ
い
て
真
摯
に
修
理
作
業
を
第

三
者
に
行
わ
せ
た
こ
と
に
被
告
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
承
認
を
認
め
た
）；BGH

,U
rt.v.２.６.１９９９-V

III
ZR

３２２／９８,N
JW

１９９９,S.
２９６１

（
原
告
が
被
告
か
ら
木
材
刻
み
機
を
取
得
し
、
リ
ー
ス
銀
行
の
融
資
を
受
け
た
が
、
受
領
後
す
ぐ
に
瑕
疵
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
被
告

は
何
度
も
修
理
し
た
が
、
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
。
原
審
は
被
告
の
承
認
を
認
め
ず
、
担
保
請
求
権
が
時
効
（
ド
民
旧
四
七
七
条
一
項
）
に
か

か
っ
て
い
る
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
被
告
が
メ
ー
カ
ー
の
協
力
を
得
て
何
度
も
修
理
作
業
を
行
っ
た
こ
と
は
、
被
告
が
修
理
義
務
を
負
っ

て
い
る
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
な
る
と
し
、
被
告
の
承
認
を
認
め
た
）；

前
掲O

LG
Celle,N

JW
２００６,S.２６４３

（
３

注
７０
）；Bolthausen／Rinker,ZGS２００６,S.１４.

（
１０１
）
前
掲BGH

,N
JW

１９８８,S.２５４

（
３

注
１００
）。

（
１０２
）
前
掲BGH

,N
JW

１９９９,S.２９６１

（
３

注
１００
）。

（
１０３
）Gram

er／T
halhofer,ZGS２００６,S.２５３;Erm

an,K
om

m
.z.BGB.,１２.A

ufl.,２００８,para,２１２
Rdnr.１１

﹇Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
１０４
）M

ansel,D
ie

N
euregelung

des
V
erjährungsrechts,N

JW
２００２,S.９８;M

ankow
ski／H

öpker,M
D
R

２００４,S.７２３f.

（
１０５
）
同
旨：

W
eyer,N

ZBau
２００２,S.３６９;A

uktor,N
JW

２００３,S.１２２

（
沈
黙
に
よ
っ
て
売
主
に
そ
の
利
益
に
反
す
る
意
思
表
示
の
効

力
が
帰
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
）。

（
１０６
）Faber／W

erner,N
JW

２００８,S.１９１１

―１９１２.

（
１０７
）BT

-D
r１４／６０４０,S.１１１f.;Canaris,a.a.O

.,S.６２７

―６２８;M
ankow

ski／H
öpker,M

D
R

２００４,S.７２１

―７２２.

（
１０８
）BT

-D
r１４／６０４０,S.１１１;Canaris,a.a.O

.,S.６２７;K
ram

er,ZGS２００３,S.３８２.

８６ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）
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（
１０９
）Fischinger,Zur

H
em

m
ung

der
V
erjährung

durch
V
erhandlungen

nach
para.２０３

BGB,V
ersR

２００５,S.１６４１.

（
１１０
）
前
掲BGH

,N
JW

２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）；Gram

er／T
halhofer,ZGS２００６,S.２５０.

（
１１１
）
前
掲BGH

,N
JW

２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）；

前
掲BGH

,N
JW

２００４,S.１６５４

（
３

注
６３
）
な
ど
。

（
１１２
）BT

-D
r１４／６０４０,S.１１１f.;Canaris,a.a.O

.,S.６２７

―６２８；

前
掲BGH
,N

JW
２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）；M

ankow
ski／H

öpker,
M

D
R

２００４,S.７２２.

（
１１３
）BT

-D
r１４／７０５２,S.１８０;Canaris,a.a.O

.,S.１０６７.

（
１１４
）
前
掲BGH

,N
JW

２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）。

（
１１５
）W

eyer,N
ZBau２００２,S.３６９.

（
１１６
）Sienz,D

ie
N
euregelungen

im
W

erkvertragsrecht
nach

dem
Schuldrechtsm

odernisierungsgesetz,BauR
２００２,S.

１９２;Lenkeit,D
as

m
odernisierte

V
erjährungsrecht,BauR

２００２,S.２１９;M
ansel,N

JW
２００２,S.９８.

（
１１７
）Stellungnahm

e
zum

Entw
urfeines

Gesetzes
zur

M
odernisierung

des
Schuldrechts,BT

-D
r１４／６０４０,S.５

﹇D
auner-

Lieb

﹈.

マ
ン
セ
ル
は
、
つ
と
に
実
務
に
対
し
て
契
約
締
結
時
に
協
議
に
よ
る
時
効
停
止
を
構
成
要
件
的
に
よ
り
詳
し
く
定
め
る
こ
と
を
提
案

し
て
い
た
（M

ansel,D
ie

N
euregelung

des
V
erjährungsrechts,N

JW
２００２,S.９８

）。

（
１１８
）Gram

er／T
halhofer,ZGS２００６,S.１６４４.

（
１１９
）Fischinger,V

ersR
２００５,S.１６４４.

（
１２０
）A

rnold,ZGS２００２,S.４４０.

（
１２１
）A

uktor,D
ie

V
erjährung

der
Gew

ährleistungsrechte
bei

m
angelhafter

N
acherfüllung

nach
para.４３９

BGB.,N
JW

２００３,S.１２２.

（
１２２
）Reinking,ZGS２００２,S.１４３.

（
１２３
）Faber／W

erner,N
JW

２００８,S.１９１３.

反
対：

A
uktor,N

JW
２００３,S.１２２

（
停
止
を
追
完
の
場
合
に
苦
情
が
述
べ
ら
れ
、
除
去
さ

（
六
二
）
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れ
ず
、
か
つ
追
完
の
試
み
に
よ
り
新
た
に
生
じ
た
瑕
疵
に
限
る
）。

（
１２４
）Faber／W

erner,N
JW

２００８,S.１９１３

―１９１４.

（
１２５
）D

erleder／K
ähler,D

ie
K
om

bination
von

H
em

m
ung

und
N
eubeginn

der
V
erjährung,N

JW
２０１４,S.１６１７.

（
１２６
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１７.

（
１２７
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１７

―１６１８.

（
１２８
）
前
掲BGH

,N
JW

２００４,S.１６５４

（
３

注
６３
）；

前
掲BGH

,N
JW

２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）；

前
掲BGH

,N
JW

-RR
２００７,S.１３５８

（
３

注
２３
）；

前
掲BGH

,N
JW

-RR
２０１０,S.９７５

（
３

注
６３
）。

（
１２９
）BGH

,V
ersR

１９６２,S.６１５.

（
１３０
）BGH

,U
rt.v.６.１１.２００８-IX

ZR
１５８／０７,N

JW
２００９,S.１８０６

（
運
転
手
付
き
ト
レ
ー
ラ
ー
の
持
主
（
原
告
）
が
運
送
料
を
支
払
わ

な
い
依
頼
者
を
訴
え
る
こ
と
を
被
告
に
委
任
し
た
が
、
協
議
中
断
後
被
告
が
一
年
余
り
事
件
を
放
置
し
た
た
め
、
原
告
の
依
頼
者
に
対
す
る

請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
（
ド
商
四
三
九
条
一
項
一
文
（
一
年
間
））。
原
告
が
被
告
に
ド
民
二
八
〇
条
一
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
。

原
告
勝
訴
。
本
件
で
は
原
告
と
依
頼
者
の
間
に
約
六
か
月
間
協
議
が
継
続
し
た
と
さ
れ
た
）。

（
１３１
）BGH

,U
rt.v.６.４.１９６５-V

ZR
２７２／６２,N

JW
１９６５,S.１４３０

（
債
務
者
の
原
告
に
対
す
る
土
地
の
返
還
義
務
に
関
す
る
）；BGH

,U
rt.

v.２３.１.１９７０-IZR
３７／６８,W

M
１９７０,S.５４８

）。

（
１３２
）BGH

,U
rt.v.２４.１.１９７２,BGH

Z
５８,S.１０３＝

N
JW

１９７２,S.５２５

（
下
水
道
工
事
の
注
文
者
が
工
事
の
遅
れ
を
理
由
に
違
約
金
支
払

い
請
求
権
を
自
働
債
権
と
し
、
請
負
報
酬
債
権
の
残
額
を
受
働
債
権
と
し
て
相
殺
の
意
思
表
示
を
し
、
差
額
の
支
払
い
を
請
求
。
請
負
人
は

未
払
い
報
酬
請
求
の
反
訴
を
提
起
。
裁
判
所
は
、
請
負
人
の
反
訴
請
求
に
つ
き
、
時
効
中
断
を
生
じ
る
承
認
は
、
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す

る
行
為
か
ら
一
義
的
に
請
求
権
の
存
在
の
認
識
が
生
じ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
、
本
事
例
の
よ
う
に
疑
わ
し
い
債
権
（
違
約
金
請
求
権
）

を
自
働
債
権
と
す
る
疑
わ
し
く
な
い
債
権
（
報
酬
債
権
）
と
の
無
効
な
相
殺
か
ら
は
ド
民
旧
二
〇
八
条
の
時
効
を
中
断
す
る
承
認
は
認
め
ら

れ
な
い
と
し
た
）；BGH

,U
rt.v.２７.１.１９９９-X

II
ZR

１１３／９７,N
JW

１９９９,S.１１０１
（
離
婚
に
伴
う
付
加
利
得
返
還
請
求
手
続
に
お
け
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る
被
告
か
ら
原
告
へ
の
付
加
利
得
額
の
算
定
に
関
す
る
情
報
の
提
供
お
よ
び
資
産
額
の
鑑
定
人
に
よ
る
評
価
の
合
意
は
、
原
則
と
し
て
承
認

と
は
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
当
該
場
合
に
承
認
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
原
審
に
再
審
理
を
命
じ
た
。
付
加
利
得

返
還
請
求
権
の
時
効
は
一
方
が
和
解
手
続
の
終
了
を
知
っ
た
時
か
ら
三
年
間
で
あ
る
（
ド
民
一
三
七
八
条
四
項
一
文
）；BGH

,U
rt.v.８.５.

２００２-I
ZR

２８／００,N
JW

-RR
２００２,S.１４３３

（
原
告
（
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
の
鉄
道
会
社
）
が
被
告
に
石
炭
輸
送
料
金
の
支
払
い
を
訴
求
。
被

告
は
原
告
に
対
し
て
譲
り
受
け
た
代
理
店
契
約
に
基
づ
く
手
数
料
請
求
権
の
支
払
い
を
反
訴
と
し
て
訴
求
。
運
送
料
請
求
権
は
運
送
品
の
受

け
取
り
時
か
ら
一
年
の
時
効
に
か
か
る
（
Ｃ
Ｉ
Ｍ
（
国
際
鉄
道
貨
物
運
送
契
約
統
一
規
定
（
一
九
八
〇
年
）、
付
属
書
Ｂ
））
五
八
条
一
項
）。

本
件
で
は
、
手
数
料
請
求
権
の
譲
渡
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
債
務
の
承
認
が
時
効
を
中
断
す
る
か
が
問
題
と
な
り
（
ド
民
旧
二
〇
八
条
）、
中

断
事
由
と
し
て
の
債
務
の
承
認
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
債
務
の
存
在
の
意
識
が
明
確
か
つ
二
義
を
許
さ
ず
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
和
解
協
議
に
お
い
て
な
さ
れ
る
場
合
も
同
様
）
と
し
た
。
上
告
審
は
、
原
告
の
請
求
を
認
め
た
原
審
を
破
棄
し
、
反
訴
の
一
部
を
認

め
た
）。

（
１３３
）
前
掲BGH

,W
M

１９７０,S.５４８
（
３

注
１３１
）；

前
掲BGH

,N
JW

-RR
２００２,S.１４３３

（
３

注
１３２
）。

（
１３４
）BT

-D
rs.１４／６０４０,S.１２０;Canaris,a.a.O

.,S.６４４.

（
１３５
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１８.

（
１３６
）
前
掲BGH

,N
JW

２００７,S.５８７

（
３

注
６３
）。

（
１３７
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１９.

（
１３８
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１９.

（
１３９
）BGH

,U
rt.v.２３.１１.１９８９,V

IIZR
３１３／８８,BGH

Z
１０９,S.２２０＝

N
JW

１９９０,S.８２６

（
本
事
例
で
は
、
原
告
の
瑕
疵
の
調
査
の
申

し
立
て
に
よ
り
ド
民
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
三
文
に
よ
り
一
九
八
六
年
二
月
七
日
に
請
求
権
の
時
効
が
停
止
し
、
こ
の
停
止
は
被
告
が
文
書
で

異
議
を
申
し
立
て
た
同
年
九
月
二
八
日
ま
で
継
続
し
た
。
他
方
被
告
へ
の
督
促
命
令
の
送
達
に
よ
り
同
年
九
月
九
日
に
ド
民
旧
二
〇
九
条
に

よ
り
時
効
が
中
断
し
た
が
、
原
告
へ
の
異
議
の
申
し
立
て
に
よ
り
同
年
九
月
一
七
日
に
終
了
し
た
。
原
告
は
そ
の
後
一
九
八
七
年
三
月
二
七

（
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日
に
訴
え
を
提
起
し
た
）。

（
１４０
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１９.

（
１４１
）
前
掲BGH

Z,１０９,S.２２０＝
N
JW

１９９０,S.８２６

（
３

注
１３９
）。

（
１４２
）BGH

,U
rt.v.１４.７.１９８３-V

II
ZR

３６５／８２,BGH
Z

８８,S.１７４＝
N
JW

１９８３,S.２６９９

（
パ
ッ
ク
旅
行
契
約
で
業
者
の
給
付
内
容
に

様
々
な
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
顧
客
は
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
督
促
命
令
を
得
た
（
当
時
は
時
効
中
断
事
由
）。
旅
行
者
の
請
求
権
の
業
者
へ

の
通
知
（
ド
民
六
五
一
ｇ
条
二
項
三
文
）
は
時
効
停
止
事
由
で
あ
る
）；

前
掲BGH

Z
１０９,S.２２０＝

N
JW

１９９０,S.８２６

（
３

注
１３９
）。

（
１４３
）
前
掲BGH

Z
１０９,S.２２０＝

N
JW

１９９０,S.８２６

（
３

注
１３９
）。

（
１４４
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６１９

―１６２０.

（
１４５
）BT

-D
rs.１４／６０４０,SS.９１,１０１;Canaris,a.a.O

.,SS.６０２,６３０

（
通
常
の
時
効
に
つ
き
）.

（
１４６
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６２０.

（
１４７
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６２０.

（
１４８
）BGH

,U
rt.v.２９.１.２００８-X

I
ZR

１６０／０７,BGH
Z

１７５,S.１６１＝
N
JW

２００８,S.１７２９

（
連
帯
保
証
債
務
に
つ
き
、
特
段
の
合
意
が

な
い
限
り
、
主
債
務
の
弁
済
期
の
到
来
と
と
も
に
連
帯
保
証
債
務
の
弁
済
期
が
到
来
す
る
と
し
た
）。

（
１４９
）
前
掲BGH

,N
JW

２００９,S.１８０６

（
３

注
１３０
）。

（
１５０
）BReg.in
BT

-D
rs.１４／６８５７,S.７;Canaris,a.a.O

.,S.９３７.

（
１５１
）O

LG
Brem

en,N
JZ

２００８,S.２４５３.

（
１５２
）BGH

,U
rt.v.９.７.１９８８-IX

ZR
２７２／９６,N

JW
１９９８,S.２９７２

（
原
告
の
父
親
が
一
九
八
三
年
中
に
受
け
た
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
税
理

士
（
被
告
）
に
報
酬
支
払
義
務
を
負
い
（
時
効
期
間
は
二
年
間
（
ド
民
旧
一
九
六
条
一
項
一
五
号
））、
原
告
は
承
認
証
書
に
よ
り
そ
の
債
務

を
保
証
し
た
（
一
九
八
四
年
三
月
三
一
日
）。
裁
判
所
は
、
主
債
務
は
一
九
八
六
年
三
月
三
一
日
に
時
効
消
滅
し
た
と
し
た
。
原
告
は
ド
民

七
六
八
条
一
項
一
文
に
よ
り
主
債
務
の
時
効
消
滅
を
援
用
し
う
る
）。
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（
１５３
）BGH

,U
rt.v.２１.１１.１９９６-IX

ZR
１５９／９５,N

JW
１９９７,S.５１６.

（
１５４
）
前
掲BGH

Z
１０９,S.２２０＝

N
JW

１９９０,S.８２６

（
３

注
１３９
）。

（
１５５
）D

erleder／K
ähler,N

JW
２０１４,S.１６２１.

（
１５６
）BGH

,U
rt.１.１２.１９９４-V

II
ZR

２１５／９３,N
JW

１９９５,S.９６０

（
確
認
的
ま
た
は
宣
言
的
債
務
承
認
と
称
さ
れ
る
因
果
的
承
認
契
約
は
、

当
事
者
が
合
意
に
よ
り
債
務
関
係
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
）。

（
１５７
）Retzlaff,K

ein
A
nerkenntnis

durch
A
ufrechnung,N

JW
２０１３,S.２８５５.

（
１５８
）O

LG
M

ünchen,U
rt.v.２９.９.１９９９,V

ersR
２０００,S.６５３

（
被
告
（
運
送
会
社
）
が
商
品
の
運
送
を
受
託
し
、
そ
れ
を
他
の
運
送
会

社
に
下
請
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
運
送
品
が
紛
失
し
た
。
本
訴
は
、
被
告
が
加
入
し
た
損
害
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
会

社
の
被
告
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
で
あ
る
が
、
下
請
け
会
社
の
被
告
に
対
す
る
未
払
金
運
送
料
債
権
と
被
告
の
下
請
け
会
社
に
対
す

る
損
害
賠
償
請
求
権
の
被
告
に
よ
る
相
殺
の
主
張
が
宣
言
的
な
債
務
の
承
認
に
な
る
と
さ
れ
、
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
）。

（
１５９
）BGH

,U
rt.v.１１.１.２００７-V

IIZR
１６５／０５,N

JW
-RR

２００７,S.５３０

（
債
務
の
承
認
を
認
め
た
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
）；BGH

,U
rt.

v.６.１２.２００１-V
II

ZR
２４１／１００,N

JW
-RR

２００２,S.６６１

（
請
負
人
が
未
払
い
の
請
負
代
金
を
請
求
し
、
注
文
者
が
瑕
疵
に
よ
る
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
事
例
。
本
事
例
で
は
、
債
務
承
認
契
約
は
成
立
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
）；

前
掲BGH

,N
JW

１９９５,S.９６０

（
３

注
１５６
）。

（
１６０
）Retzlaff,N

JW
２０１３,S.２８５５.

（
１６１
）
Ｖ
Ｏ
Ｂ
／
Ｂ
一
六
条
三
項
二
号
に
よ
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
に
建
設
請
負
契
約
の
受
託
者
は
、
彼
が
、
委
託
者
が
最
終
計
算
の
検
討
後
支

払
っ
た
最
終
支
払
を
留
保
な
く
承
認
し
、
し
か
も
彼
が
最
終
支
払
に
つ
い
て
文
書
で
通
知
さ
れ
か
つ
免
責
の
効
力
を
指
示
さ
れ
た
場
合
に
爾

後
の
請
求
権
を
免
責
す
る
。

（
１６２
）BGH

,U
rt.v.２７.４.２００４-X

I
ZR

４９／０３,N
JW

-RR
２００４,S.１６８３

（
有
限
責
任
会
社
の
社
員
が
当
該
会
社
に
融
資
し
た
銀
行
に
対
し

て
共
同
責
任
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
、
銀
行
の
そ
れ
に
対
す
る
承
認
の
意
思
表
示
は
不
要
だ
と
し
た
）；BGH

,
U
rt.

v.４.４.２０００-X
I

ZR
１５２／９９,N

JW
２０００,S.２９８４

（
原
告
の
前
主
と
被
告
の
間
に
抽
象
的
債
務
約
束
ま
た
は
債
務
承
認
契
約
（
ド
民
七
八
〇
条
、
七
八
一

（
六
六
）
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条
）が
締
結
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、
被
告
に
対
す
る
原
告
の
前
主
の
承
認
の
表
示
は
期
待
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
し
た
）；

BGH
,U

rt.v.１２.１０.１９９９-X
IZR

２４／９９,N
JW

２０００,S.２７６

（
被
告
の
原
告
に
対
す
る
将
来
の
複
数
の
債
権
の
譲
渡
契
約
（
後
で
そ
の

対
象
お
よ
び
範
囲
が
特
定
さ
れ
う
る
場
合
は
有
効
と
す
る
）
は
、
原
告
に
と
っ
て
有
利
な
申
し
込
み
で
あ
り
、
ド
民
一
五
一
条
一
文
に
従
っ

て
外
部
的
に
認
識
さ
れ
う
る
原
告
の
意
思
表
示
に
よ
り
拒
否
さ
れ
な
い
限
り
、
通
常
は
有
効
に
成
立
す
る
と
し
た
）。

（
１６３
）Retzlaff,N

JW
２０１３,S.２８５６.

（
１６４
）BGH

,U
rt.v.１８.９.２００７-X

IZR
２１１／０６,N

JW
２００８,S.５２３

（
被
告
た
る
貯
蓄
銀
行
が
原
告
に
対
し
てM

aBV

七
条
に
基
づ
く
保
証

債
務
を
負
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
）；BGH

,U
rt.v.４.２.１９８５-II

ZR
１４２／８４,W

M
１９８５,S.７３８

（
被
用
者
が
販
売
額

の
一
％
を
受
け
取
る
と
い
う
合
意
の
効
力
が
問
題
に
な
っ
た
。
実
体
法
上
の
被
告
の
異
議
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
の
た
め
に
事
件
を

原
審
に
差
し
戻
し
た
）。

（
１６５
）Retzlaff,N

JW
２０１３,S.２８５６.

（
１６６
）Palandt,K

om
m
.z.BGB,７４.A

ufl.,S.２４６
﹇Ellenberger

﹈.

（
１６７
）
前
掲BGH

Z
５８,S.１０３＝

N
JW

１９７２,S.５２５
（
３

注
１３２
）。

（
１６８
）BGH

,U
rt.v.８.６.１９８９-X

ZR
５０／８８,BGH

Z
１０７,S.３９５＝

N
JW

１９８９,S.２４６９

（
原
告
が
被
告
の
製
造
す
る
車
両
に
特
別
の
装
備

を
し
て
特
殊
車
両
を
作
る
契
約
で
原
告
が
特
殊
な
装
備
を
し
て
生
み
出
し
た
付
加
価
値
分
の
請
求
を
し
た
。
被
告
が
原
告
に
提
出
し
た
文
書

上
の
表
示
を
ド
民
旧
二
〇
八
条
の
承
認
と
認
め
た
）；BGH

,U
rt.v.１５.８.２０１２-X

II
ZR

８６／１１,N
JW

２０１２,S.３６３３

（
賃
借
人
が
賃
貸

人
に
支
払
っ
た
賃
料
保
証
金
の
返
還
が
問
題
と
な
っ
た
）。

（
１６９
）V
gl.Erm

an,K
om

m
.z.BGB,１３.A

ufl.,２０１１,para.２１２
Rdnr..１０

﹇Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
１７０
）
前
掲BGH

Z
１０７,S.３９５＝

N
JW

１９８９,S.２４６９

（
３

注
１６８
）。

（
１７１
）
前
掲BGH

,N
JW

２０１２,S.３６３３

（
３

注
１６８
）。

（
１７２
）Retzlaff,N

JW
２０１３,S.２８５７.
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（
１７３
）BGH

,U
rt.v.２４.１.１９８５-IZR

２０１／８２,BGH
Z

９３,S.３０７＝
N
JW

１９８５,S.１７０６

（
取
引
所
に
お
け
る
定
期
取
引
お
よ
び
差
額
取
引

に
お
け
る
当
座
勘
定
上
の
差
額
に
つ
き
）。

（
１７４
）
前
掲BGH

Z
９３,S.３０７＝

N
JW

１９８５,S.１７０６

（
３

注
１７３
）。

（
１７５
）Retzlaff,N

JW
２０１３,S.２８５７.

（
１７６
）K

oller／Roth／Zim
m
erm

ann,Schuldrechtsm
odernisierungsgesetz２００２,S.３８.

（
１７７
）Fischinger,Sind

die
para.２０３ff.BGB

aufdie
H
öchstfristen

des
para.１９９

A
bs.２

―４
BGB

anw
endbar？

V
ersR

２００６,
S. １４７６.

（
１７８
）BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.９６;Canaris,a.a.O

.,S.５９９.

（
１７９
）BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.９６;Canaris,a.a.O

.,S.５９９.

（
１８０
）Fischinger,V

ersR
２００６,S.１４７７.

（
１８１
）Fischinger,V

ersR
２００６,S.１４７７

―１４７８.

（
１８２
）BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.１１０;Canaris,a.a.O

.,S.６２５.

（
１８３
）Fischinger,V

ersR
２００６,S.１４７８.

４

時
効
期
間
の
合
意
に
よ
る
変
更

（
１
）
改
正
法
の
規
定
と
そ
の
趣
旨

二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
の
起
草
者
は
、
そ
れ
ま
で
は
法
律
の
定
め
る
時
効
期
間
を
当
事
者
間
で
任
意
に
変
更
す
る
の
が
普
通
だ
と
は

考
え
て
お
ら
ず
、
特
に
時
効
期
間
を
延
長
す
る
当
事
者
間
の
合
意
に
関
し
て
は
、
任
意
の
時
効
期
間
の
変
更
を
認
め
る
と
、
債
権
者
が

法
定
よ
り
長
い
時
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
常
態
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
考
え
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
定
の

（
六
八
）
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時
効
期
間
の
当
事
者
に
よ
る
変
更
は
、
契
約
締
結
前
、
契
約
締
結
時
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
後
に
も
当
事
者
間
の
合
意
が
な
さ
れ
れ

ば
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
既
述
の
ご
と
く
、
原
則
的
な
時
効
期
間
を
三
〇
年
か
ら
三
年
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

と
い
う
か
な
り
短
い
期
間
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
訴
え
の
提
起
な
ど
を
時
効
の
進
行
を
最
初
に
遡
っ
て
時
効
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
中
断
か
ら
時
効
の
進
行
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
事
由
の
生
じ
て
い
る
間
だ
け
時
効
期
間
に
算
入
し
な
い
時
効
停
止
に
変
更
す
る
と
い

う
思
い
切
っ
た
改
革
を
実
現
し
た
。
起
草
者
や
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
民
法
学
者
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
改
革
に
よ
り
生
じ
う
る
弊
害
、

す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
に
早
期
に
請
求
権
が
そ
の
実
を
失
う
と
い
う
危
惧
は
、
主
に
当
事
者
間
で
法
律
の
定
め
た
時
効
期
間
や
時
効
進
行

開
始
の
要
件
、
更
新
事
由
、
停
止
事
由
を
合
意
に
よ
っ
て
自
由
に
変
更
し
う
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
是
正
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

れ
は
債
務
法
改
正
一
〇
周
年
記
念
と
し
て
編
ま
れ
た
文
献
に
寄
稿
さ
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
レ
ン
チ
ュ
の
論
文
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
新
法
の
も
と
で
も
、
時
効
期
間
の
当
事
者
に
よ
る
変
更
は
、
契
約
締
結
前
、
契
約
締
結
時
お
よ
び
契
約
締
結
後
の
各
々
に
お
い

て
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
短
す
ぎ
る
時
効
期
間
や
時
効
中
断
事
由
の
制
限
に
よ
っ
て
生
じ
た
特
に
債
権
者
側
の
不
利
益
を

当
事
者
間
の
合
意
に
よ
る
時
効
規
定
の
変
更
に
よ
り
緩
和
す
る
と
い
う
起
草
者
や
多
く
の
民
法
学
者
の
期
待
は
、
新
法
制
定
後
の
ド
イ

ツ
の
実
務
で
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
時
効
と
い
う
公
益
に
関
わ
る
制
度
は
、
当
事
者
の
自
由
に
委
ね

る
こ
と
に
な
る
と
、
し
ば
し
ば
経
済
的
、
社
会
的
に
大
き
な
力
を
持
つ
者
が
自
ら
に
有
利
な
時
効
期
間
を
定
め
る
こ
と
に
な
り
、
一
般

的
に
は
当
事
者
の
双
方
に
と
っ
て
不
都
合
の
小
さ
い
、
い
わ
ば
最
大
公
約
数
的
な
標
準
的
時
効
期
間
を
定
め
て
お
く
方
が
合
理
的
だ
と

い
う
考
え
も
成
り
立
ち
う
る
。
ド
イ
ツ
の
起
草
者
、
学
者
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
合
理
性
を
欠
く
と
す
ら
い
え
る
制
度
を
当
事
者
間
の

合
意
で
双
方
に
と
っ
て
合
理
的
な
制
度
に
改
鋳
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
と
い
え
る
が
、
実
際
は
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
改
正
後
の
ド
イ
ツ
の
実
務
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
例
を
取
り
あ
げ
て
検
討
し
た
い
。
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（
２
）
時
効
期
間
の
延
長
、
短
縮
化
合
意

（
イ
）
時
効
期
間
の
延
長

瑕
疵
担
保
権
者
、
す
な
わ
ち
特
に
買
主
ま
た
は
注
文
者
の
権
利
の
主
張
が
容
易
に
さ
れ
る
場
合
は
、
①
ド
民
二
〇
二
条
二
項
に
よ
り

最
大
三
〇
年
ま
で
延
長
さ
れ
う
る
時
効
要
件
の
厳
格
化
が
問
題
に
な
る
場
合
と
、
②
独
立
の
継
続
的
債
務
関
係
と
し
て
同
条
二
項
の
時

間
的
制
限
を
超
え
て
も
存
続
し
う
る
、
ド
民
四
四
三
条
の
独
立
的
保
証
、
特
に
性
質
担
保
ま
た
は
耐
用
性
保
証
が
区
別
さ

（
１
）

れ
る
。
②
の

独
立
的
保
証
に
つ
い
て
は
、
近
時
屋
根
瓦
を
販
売
す
る
原
告
が
「
四
〇
年
間
将
来
の
品
質
を
保
証
す
る
」
と
い
う
広
告
を
出
し
た
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
屋
根
の
販
売
会
社
（
被
告
）
を
相
手
取
っ
て
不
正
競
争
防
止
法
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
お
よ
び
広
告
の
中
止
を
求
め
た
場
合

に
、
原
審
は
こ
の
請
求
を
認
め
た
が
（
Ｕ
Ｗ
Ｇ
八
条
四
項
）、
商
品
の
四
〇
年
間
の
耐
用
期
間
の
担
保
契
約
は
、
民
法
の
時
効
規
定
と

調
和
す
る
と
し
た
最
高
裁
判
例
が

（
２
）

あ
る
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
四
〇
年
間
締
結
さ
れ
る
担
保
関
係
は
、
売
買
ま
た
は
請
負
契
約
か
ら
生

じ
る
担
保
請
求
権
と
は
異
な
り
時
効
に
は
服
さ
な
い
。
保
守
契
約
の
よ
う
に
独
立
的
担
保
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
請
求

権
と
は
異
な
り
、
時
効
に
は
か
か
ら
な
い
。
売
主
の
担
保
か
ら
独
立
し
た
ド
民
四
四
三
条
一
項
に
よ
る
第
三
者
の
売
買
契
約
上
の
耐
用

性
保
証
の
よ
う
に
請
負
人
に
よ
り
注
文
者
の
も
と
で
建
設
さ
れ
る
彼
の
製
品
の
た
め
の
生
産
者
の
保
証
は
時
効
と
は
関
係
が
な
い
。
保

証
関
係
に
基
づ
い
て
合
意
さ
れ
た
保
証
期
間
内
に
生
じ
た
請
求
権
の
み
が
時
効
に
か
か
る
。

時
効
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
限
界
内
で
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
う
る
。
時
効
期
間
の
延
長
、
時
効
起
算

点
の
繰
り
延
べ
、
時
効
満
了
の
確
定
期
限
の
設
定
な
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
保
証
人
の
保
証
債
務
の
履
行
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
約
款

上
時
効
期
間
が
法
定
の
期
間
よ
り
も
長
く
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
二
〇
一
五
年
の
最
高
裁

（
３
）

判
決
は
以
下
の
よ
う
な
事
案
で
あ

る
。
原
告
た
る
銀
行
が
被
告
に
対
し
て
最
高
額
保
証
に
基
づ
い
て
一
万
ユ
ー
ロ
の
請
求
を
し
た
。
被
告
は
二
〇
〇
七
年
八
月
一
五
日
に

Ｋ
有
限
会
社
に
対
す
る
原
告
の
現
に
存
在
し
、
将
来
の
お
よ
び
条
件
付
き
の
債
権
に
つ
い
て
一
万
ユ
ー
ロ
ま
で
の
最
高
額
保
証
を
引
き

（
七
〇
）
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受
け
た
。
原
告
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
保
証
証
書
二.

三
号
に
よ
れ
ば
、
そ
の
保
証
は
原
告
の
主
債
務
者
に
対
す
る
請
求
と
と
も
に
ま

た
は
主
債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
破
産
手
続
の
開
始
の
時
に
弁
済
期
が
到
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
証
書
の
三.

八
号
に
は

さ
ら
に
「
保
証
に
よ
る
請
求
権
は
、
こ
の
請
求
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
年
の
終
了
と
と
も
に
開
始
す
る
五
年
の
徒
過
後
に
時
効
に
か

か
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
六
日
に
原
告
は
主
債
務
者
と
の
契
約
関
係
を
解
消
し
、
そ
れ
を
被
告
に
翌
日
通

知
し
た
。
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
六
日
に
は
主
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
破
産
手
続
き
が
開
始
し
た
。
原
告
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
一

六
日
の
書
面
で
被
告
に
引
き
受
け
ら
れ
た
保
証
に
基
づ
き
七
二
四
五
・
八
八
ユ
ー
ロ
の
主
債
務
者
の
現
実
の
貸
付
残
額
の
清
算
を
要
求

し
た
が
、
支
払
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
一
月
七
日
に
破
産
管
財
人
は
、
主
債
務
者
の
当
座
勘
定
の
赤
字
額
に
お
い
て
支
払

が
な
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
更
な
る
二
七
五
四
・
一
二
ユ
ー
ロ
の
額
に
お
い
て
主
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
原
告
と
の
関
係
で
不
相

当
な
支
払
を
理
由
と
す
る
破
産
法
上
の
否
認
権
を
行
使
し
た
。
原
告
は
こ
の
額
を
破
産
管
財
人
に
支
払
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
償
還
を
二

〇
一
一
年
二
月
二
三
日
ま
で
請
求
す
る
の
を
忘
れ
て
い
た
。
原
告
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
日
に
七
二
四
五
・
八
八
ユ
ー
ロ
と
そ
の

利
息
に
つ
い
て
督
促
命
令
を
申
し
立
て
、
そ
れ
は
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
日
に
認
め
ら
れ
、
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
に
被
告
に
送
達

さ
れ
た
。
被
告
の
異
議
に
従
い
、
原
告
は
、
そ
の
翌
日
に
裁
判
所
に
届
け
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
二
月
二
三
日
に
送
達
さ
れ
た
二
〇
一
三

年
二
月
二
三
日
の
文
書
で
、
そ
の
請
求
権
を
理
由
づ
け
、
請
求
を
拡
張
し
て
一
万
ユ
ー
ロ
と
そ
の
利
息
の
支
払
い
を
被
告
に
義
務
づ
け

る
訴
え
を
起
こ
し
た
。
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
申
立
通
り
被
告
を
敗
訴
さ
せ
た
。
被
告
の
控
訴
に
基
づ
い
て
控
訴
裁
判
所
は
、
利
息
請
求

に
つ
い
て
被
告
の
敗
訴
部
分
を
変
更
し
た
。
そ
れ
以
外
の
部
分
は
控
訴
は
棄
却
さ
れ
た
。
控
訴
審
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
上
告
に
よ
り

被
告
は
控
訴
棄
却
を
求
め
た
。
最
高
裁
は
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
保
証
債
務
に
基
づ
く
保
証
人
に
対
す
る
請
求
権

の
時
効
期
間
は
、
当
該
条
項
が
包
括
的
な
利
益
考
量
に
基
づ
い
て
そ
の
全
体
が
顧
客
に
不
相
当
な
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

普
通
契
約
約
款
に
よ
り
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
さ
れ
う
る
。
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時
効
満
了
の
確
定
期
限
の
設
定
に
つ
き
、
ヴ
ィ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
こ
の
場
合
全
部
の
法
定
の
停
止
事
由
が
合
意

に
よ
り
排
除
さ
れ
う
る
の
で
は
な
く
、
中
間
時
点
で
停
止
事
由
が
実
現
し
た
場
合
、
合
意
さ
れ
た
時
効
の
満
了
が
必
ず
し
も
事
実
上
の

時
効
の
満
了
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
よ
う
な
合
意
の
場
合
、
ど
れ
だ
け
の
期
間
当
事
者
が
時
効

を
延
長
し
よ
う
と
し
た
か
が
解
釈
に
よ
り
探
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
中
間
時
点
に
停
止
事
由
が
生
じ
た
場
合
、
時
効
期
間
の
経
過
に

つ
い
て
の
完
全
な
法
的
安
定
性
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
時
効
延
長
の
短
所
で
あ
る
。
こ
の
短
所
は
、
そ
れ
が
時
効
の
経
過
お
よ
び
そ
の

停
止
に
影
響
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
時
効
利
益
の
放
棄
に
も
あ
て
は
ま
る
。
時
効
期
間
の
延
長
は
時
効
満
了
後
も
遡
及
効
を
も
っ
て
な
さ

れ
う
る
。
こ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
債
務
者
が
も
っ
ぱ
ら
ま
だ
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
請
求
権
に
関
し
て
時
効
を
変
容
す
る
準
備

を
し
て
い
る
場
合
に
、
か
よ
う
な
合
意
の
短
所
と
な
る
。
こ
の
場
合
単
に
延
長
ま
た
は
条
件
つ
き
時
効
延
長
の
制
限
が
問
題
に

（
４
）

な
る
。

（
ロ
）
時
効
期
間
の
短
縮
化
合
意

時
効
期
間
の
短
縮
の
合
意
も
ま
た
現
行
法
上
、
故
意
行
為
に
よ
る
責
任
の
場
合
に
あ
ら
か
じ
め
時
効
の
要
件
を
軽
減
し
え
な
い
（
時

効
期
間
を
あ
ら
か
じ
め
短
縮
し
え
な
い
）
と
い
う
規
定
を
置
く
だ
け
で
（
ド
民
二
〇
二
条
一
項
）、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
合
意
に
よ
る

時
効
期
間
の
短
縮
も
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

時
効
合
意
は
し
ば
し
ば
瑕
疵
担
保
請
求
権
に
関
し
て
締
結
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
時
効
期
間
の
短
縮
は
責
任
の
排
除
ま
た
は
軽
減
を

意
味
し
、
普
通
契
約
約
款
で
合
意
さ
れ
、
ド
民
三
〇
七
条
、
三
〇
九
条
七
ａ
号
、
七
ｂ
号
に
照
ら
し
て
そ
の
有
効
性
が
吟
味
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ド
民
三
〇
七
条
は
契
約
の
約
款
規
制
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
約
款
の
規
定
が
使
用
者
の
相
手
方
に
と
っ
て
信
義
則
に

反
し
て
著
し
く
不
利
な
場
合
に
無
効
と
な
る
が
、
不
相
当
に
不
利
益
な
こ
と
が
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
①
法
規
の
本
質
的
な
基
礎
的
思

考
と
相
容
れ
ず
、
ま
た
は
②
契
約
の
性
質
か
ら
生
じ
る
本
質
的
な
権
利
、
義
務
が
制
限
さ
れ
、
そ
の
結
果
契
約
目
的
の
達
成
が
危
殆
化

（
七
二
）
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さ
れ
る
と
き
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
う
る
と
規
定
す
る
。
ド
民
三
〇
八
条
は
、
評
価
可
能
な
条
項
の
禁
止
に
つ
い
て
、
ま
た
ド
民
三
〇
九

条
は
評
価
可
能
性
の
な
い
条
項
の
禁
止
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
後
者
の
中
に
は
、
瑕
疵
の
告
知
期
間
お
よ
び
時
効
の
軽
減
に
つ
い
て
の

規
定
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
使
用
者
が
相
手
方
に
明
示
的
で
な
い
瑕
疵
の
告
知
の
た
め
に
（
以
下
の
）
ｆ
ｆ
に
よ
り
許
容
さ

れ
た
期
間
よ
り
短
い
除
斥
期
間
を
定
め
た
場
合
（
ド
民
三
〇
九
条
八
号
ｂ
、
ａ
ａ
）、
ド
民
四
三
八
条
一
項
二
号
お
よ
び
六
三
四
ａ
条

一
項
二
号
の
場
合
に
、
瑕
疵
に
よ
る
使
用
者
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
が
軽
減
さ
れ
、
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
場
合
に
、
法
定
の
時
効
の

開
始
時
か
ら
一
年
に
満
た
な
い
時
効
期
間
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
（
ド
民
三
〇
九
条
八
号
ｂ
、
ｆ
ｆ
）、
そ
の
約
款
上
の
条
項
は
無
効

で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
消
費
用
品
売
買
に
関
す
る
節
中
に
は
「
瑕
疵
の
事
業
者
へ
の
通
知
の
前
に
な
さ
れ
た
消
費
者
に
不
利

な
ド
民
四
三
三
条
〜
四
三
五
条
、
四
三
七
条
、
四
三
九
条
〜
四
四
三
条
な
ら
び
に
本
節
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
合
意
を
事
業
者
は
援
用

し
え
な
い
。
第
一
文
に
指
示
さ
れ
た
規
定
は
、
そ
れ
が
異
な
っ
た
構
成
に
よ
り
迂
回
さ
れ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
（
四
七
五
条
一

項
）。」「
ド
民
四
三
七
条
に
記
さ
れ
た
請
求
権
の
時
効
は
、
時
効
期
間
に
関
す
る
合
意
が
法
定
の
時
効
進
行
開
始
時
か
ら
二
年
未
満
、

中
古
品
の
場
合
は
一
年
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
法
律
行
為
に
よ
り
軽
減
さ
れ
え
な
い
（
四
七
五
条
二
項
）」
と
い
う
規
定
が
あ
る
。

二
〇
〇
六
年
の
最
高
裁
判
決

（
５
）

で
は
、
二
〇
〇
二
年
に
原
告
が
被
告
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
競
売
で
雄
の
仔
馬
を
購
入
し
た
が
、
心
臓

に
疾
患
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め
、
購
入
後
二
年
が
経
過
す
る
少
し
前
に
契
約
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
そ
の
後
一
か
月
経
っ
て

（
購
入
後
二
年
を
経
過
し
て
）
代
金
の
返
還
、
治
療
費
、
こ
れ
ま
で
の
飼
育
費
の
賠
償
を
訴
求
し
た
。
本
売
買
に
は
買
主
の
瑕
疵
担
保

請
求
権
が
危
険
移
転
後
一
二
か
月
で
時
効
に
か
か
る
と
い
う
文
言
を
含
む
約
款
が
あ
っ
た
。
第
一
審
、
原
審
は
、
被
告
の
抗
弁
を
認
容

し
た
が
、
最
高
裁
は
、
こ
の
時
効
期
間
の
短
縮
合
意
を
ド
民
三
〇
九
条
七
号
ａ
、
ｂ
に
反
し
て
無
効
と
し
、
追
完
履
行
請
求
権
が
ド
民

四
三
八
条
一
項
三
号
、
二
項
の
二
年
の
時
効
に
か
か
る
と
し
た
。
法
定
の
時
効
期
間
の
短
縮
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
貫
徹
可
能
性

の
時
間
的
制
限
も
ま
た
ド
民
三
〇
九
条
七
号
ａ
、
ｂ
の
責
任
制
限
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
ま
た
、
ド
民
二
一
八
条
一
項
一
、
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二
号
に
よ
る
買
主
の
責
任
制
限
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
追
完
履
行
請
求
権
が
時
効
に
か
か
る
前
に
解
除
の
意
思
が
表
示
さ
れ
た
か
ど

う
か
で
あ
り
、
解
除
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
が
時
効
期
間
内
に
裁
判
上
請
求
さ
れ
る
必
要
は
な
い
、
ま
た
解
除
に
基
づ
く
返
還
請
求
権

は
ド
民
四
三
八
条
一
項
、
二
項
で
は
な
く
、
ド
民
一
九
五
条
、
一
九
九
条
の
通
常
の
時
効
に
服
す
る
と
す
る
。

中
古
車
売
買
で
は
、
普
通
取
引
約
款
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
短
縮
化
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
約
款
で
は
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
を

引
き
渡
し
後
一
年
間
と
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
裁
判
所
の
判
例
も
こ
れ
を
有
効
と
す
る
傾
向
に
あ

（
６
）

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

二
〇
一
三
年
の
最
高
裁
判
決
が
出
て
、
約
款
中
に
記
載
さ
れ
た
瑕
疵
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
期
間
も
ま
た
一
年
と
さ
れ
て

い
る
と
き
は
ド
民
三
〇
九
条
七
号
ａ
お
よ
び
ｂ
に
反
し
て
無
効
だ
と

（
７
）

し
た
。
本
中
古
車
売
買
で
は
、「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
買
主
の
権

利
は
顧
客
へ
の
売
買
目
的
物
の
引
き
渡
し
後
一
年
で
時
効
に
か
か
る
、
売
主
に
よ
る
瑕
疵
の
詐
欺
的
な
黙
秘
の
場
合
お
よ
び
性
質
保
証

の
引
き
受
け
の
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
約
款
Ⅵ.

１
）、」「
売
主
が
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
軽
過
失
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損

害
に
対
し
て
本
約
款
の
標
準
に
従
っ
て
責
任
を
負
う
と
き
は
、
売
主
の
責
任
は
契
約
上
重
要
な
義
務
の
違
反
お
よ
び
契
約
締
結
時
に
予

見
し
う
る
類
型
的
な
損
害
に
制
限
さ
れ
る
、
こ
の
制
限
は
生
命
、
身
体
お
よ
び
健
康
に
関
す
る
場
合
は
適
用
が
な
い
（
約
款
Ⅶ.

１
）、」

「
瑕
疵
の
詐
欺
的
黙
秘
、
保
証
お
よ
び
性
質
危
険
の
引
き
受
け
お
よ
び
製
造
物
責
任
法
に
よ
る
責
任
は
売
主
の
過
失
に
関
わ
ら
ず
認
め

ら
れ
る
（
約
款
Ⅶ.

２
）」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
一
五
年
に
も
、
中
古
車
売
買
に
関
す
る
普
通
契
約
約
款
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
期
間
を
一
年
に
短
縮
す
る
こ
と
は
、

こ
の
短
縮
化
が
生
じ
る
約
款
の
構
成
が
透
明
性
の
命
令
の
要
求
に
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
買
主
の
不
相
当
な
損
害
の
た
め
に
無

効
で
あ
る
と
き
は
、
有
効
に
な
さ
れ
え
な
い
と
す
る
判
決
が

（
８
）

出
た
。
本
事
例
の
事
実
関
係
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
原
告
は
被
告
た

る
自
動
車
商
か
ら
中
古
自
動
車
を
購
入
し
、
二
〇
一
〇
年
二
月
二
三
日
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
本
件
契
約
に
は
二
〇
〇
八
年
三
月
改
定
の

中
古
自
動
車
普
通
契
約
約
款
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
Ⅵ.

１
に
は
、「
物
の
瑕
疵
に
よ
る
買
主
の
請
求
権
は
顧
客
へ
の
売
買
目
的

（
七
四
）
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物
の
引
渡
し
後
一
年
で
時
効
に
か
か
る
」、
Ⅵ.

５
に
は
「
第
６
章
の
物
の
瑕
疵
は
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
請

求
権
に
は
第
７
章
の
責
任
が
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
Ⅶ.

１
に
は
「
売
主
が
軽
過
失
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
に
つ
い
て
法
規

定
に
基
づ
い
て
責
任
を
負
う
と
き
は
、
売
主
の
責
任
は
制
限
さ
れ
る
。
責
任
は
、
売
買
契
約
が
売
主
に
そ
の
内
容
お
よ
び
目
的
に
従
っ

て
課
そ
う
と
し
、
ま
た
は
そ
の
履
行
が
債
務
の
本
旨
に
適
っ
た
売
買
契
約
の
実
行
を
そ
も
そ
も
始
め
て
可
能
と
し
、
か
つ
そ
の
遵
守
を

買
主
が
通
例
信
頼
し
ま
た
は
信
頼
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
契
約
上
重
要
な
義
務
の
違
反
の
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
こ

の
責
任
は
契
約
締
結
時
に
予
見
さ
れ
う
る
典
型
的
な
損
害
に
制
限
さ
れ
る
」、
Ⅶ.

５
に
は
「
本
章
の
責
任
制
限
は
生
命
、
身
体
ま
た

は
健
康
の
侵
害
の
場
合
に
は
適
用
が
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
自
動
車
の
引
渡
し
後
腐
食
損
害
が
発
生
し
た
。
二
〇
一
一
年
一
一

月
八
日
の
書
面
で
買
主
は
被
告
に
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
七
日
ま
で
と
い
う
期
限
付
き
で
こ
の
損
害
の
除
去
を
求
め
、
二
〇
一
一
年
一

一
月
二
三
日
の
書
類
で
区
裁
判
所
に
お
い
て
独
立
証
拠
手
続
を
開
始
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
が
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
六
日
の
文

書
で
反
論
し
た
。
製
造
に
お
け
る
加
工
上
の
瑕
疵
に
帰
さ
れ
う
る
腐
食
損
害
の
除
去
費
用
は
二
一
五
八
・
七
三
ユ
ー
ロ
に
及
ん
だ
、
原

告
は
こ
の
額
を
訴
求
し
た
。
区
裁
判
所
は
、
付
随
的
請
求
を
除
き
申
立
の
通
り
に
被
告
を
敗
訴
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
被

告
の
控
訴
に
基
づ
い
て
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
第
一
審
判
決
を
変
更
し
、
請
求
の
全
部
を
棄
却
し
た
。
原
告
は
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
許
容

さ
れ
た
上
告
に
よ
っ
て
区
裁
判
所
の
回
復
を
求
め
た
。
最
高
裁
は
、
本
事
例
で
は
自
動
車
商
が
、
製
造
に
際
し
て
の
製
作
上
の
瑕
疵
に

由
来
す
る
購
入
さ
れ
た
中
古
自
動
車
の
腐
食
損
害
を
期
間
指
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
除
去
せ
ず
、
自
動
車
商
は
そ
れ
に
よ
り
追
完
履
行
義

務
に
有
責
に
違
反
し
た
と
し
、
一
方
で
、
時
効
の
短
縮
が
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
他
方
で
、
追
完
履
行
請
求
権
も
含
む

物
の
瑕
疵
に
よ
る
請
求
権
が
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
後
一
年
で
時
効
に
か
か
る
が
ゆ
え
に
、
追
完
履
行
義
務
の
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
権
が
す
で
に
一
年
後
に
排
除
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
二
年
の
法
定
の
時
効
期
間
の
経
過
後
に
排
除
さ
れ
る
か
が
買
主
に
と
っ
て
明

ら
か
で
な
い
と
き
は
、
時
効
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
規
定
は
無
効
だ
と
し
た
。
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（
ハ
）
時
効
停
止
に
関
す
る
合
意

時
効
停
止
に
関
す
る
合
意
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
上
合
意
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
時
効
利
益
の
放
棄
は
結
果
的
に
時
効
停
止
と
同
じ
効
果
を
生
じ
る
に
も
か
か
わ

（
９
）

ら
ず
、
時
効
停
止
に
関
す
る
合
意
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
き
一
方
で
は
、
契
約
が
必
要
で
あ
り
、
一
方
的
な
表
示
で
は
不
十
分
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に

時
効
期
間
が
合
意
の
前
に
そ
の
満
了
ま
で
そ
こ
そ
こ
残
っ
て
い
る
場
合
は
、
債
権
者
は
期
間
の
満
了
に
際
し
て
裁
判
手
続
を
す
る
こ
と

を
強
制
さ
れ
る
必
要
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
停
止
は
債
務
者
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
放
棄
期
間
中
協
議

が
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
い
ず
れ
に
し
て
も
法
定
の
停
止
事
由
が
生
じ
る
場
合
の
時
効
利
益
の
放
棄
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
債
権
者

に
助
言
す
る
弁
護
士
に
と
っ
て
停
止
の
合
意
が
問
題
に
な
り
う
る
と
し
て
も
、
上
記
の
事
情
が
こ
れ
を
避
け
さ
せ
る
。
停
止
合
意
は
、

債
務
者
が
、
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
時
効
の
抗
弁
を
放
棄
す
る
つ
も
り
で
あ
る
場
合
に
だ
け
時
効
利

益
の
放
棄
と
真
正
な
二
者
択
一
肢
の
関
係
と
な
る
。
す
で
に
時
効
に
か
か
っ
て
い
る
請
求
権
の
場
合
は
停
止
合
意
は
問
題
と
な
ら
な
い

か
ら
で

（
１０
）

あ
る
。

（
ニ
）
不
訴
求
約
束

請
求
権
を
一
時
的
に
主
張
し
な
い
と
い
う
合
意
は
、
ド
民
二
〇
五
条
に
従
っ
て
時
効
の
停
止
に
導
く
。
不
訴
求
合
意
は
、
当
事
者
意

思
に
基
づ
い
て
債
務
者
に
、
猶
予
の
場
合
の
よ
う
に
請
求
権
の
承
認
が
問
題
に
な
る
こ
と
な

（
１１
）

し
に
、
実
体
法
上
の
一
時
的
給
付
拒
絶
権

（
実
体
的
な
不
訴
求
合
意
）
を
付
与
す

（
１２
）

る
か
、
ま
た
は
一
時
的
に
請
求
権
の
訴
求
可
能
性
を
排
除
し
、
一
時
的
な
訴
訟
障
害
（
訴
訟
法

上
の
不
訴
求
合
意
）
を
基
礎
づ

（
１３
）

け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
有
力
説
は
、
実
体
法
上
の
不
訴
求
合
意
は
猶
予
と
区
別
で
き
ず
、
そ
の
た
め
単

（
七
六
）
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な
る
訴
訟
法
上
の
不
訴
求
約
束
は
実
体
法
上
の
不
訴
求
合
意
と
区
別
さ
れ
た
固
有
の
法
制
度
だ
と

（
１４
）

す
る
。
実
体
法
上
の
一
時
的
履
行
拒

絶
権
の
場
合
は
、
給
付
拒
絶
権
の
発
生
と
と
も
に
債
務
者
遅
滞
は
消
滅
し
、
不
訴
求
約
束
期
間
中
遅
延
利
息
は
支
払
わ
れ

（
１５
）

な
い
。
後
説

を
支
持
す
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
訴
求
約
束
は
調
停
合
意
、
仲
裁
判
定
合
意
お
よ
び
試
験
訴
訟
合
意
の
場
合
に
常
に
包
含
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
ド
民
二
〇
二
条
一
項
に
よ
り
調
停
手
続
、
仲
裁
手
続
、
仲
裁
判
定
手
続
ま
た
は
試
験
訴
訟
手
続
の
終
結
ま

で
時
効
は
停
止

（
１６
）

す
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
合
意
の
実
体
法
上
の
構
成
は
、
そ
れ
が
債
権
者
か
ら
利
息
請
求
権
お
よ
び
相
殺
に

よ
る
そ
の
請
求
権
の
自
力
執
行
の
機
能
を
奪
う
が
ゆ
え
に
利
益
状
況
に
適
し
な
い
。
こ
の
場
合
当
事
者
に
と
っ
て
は
も
っ
ぱ
ら
手
続
法

が
問
題
に
な
る
。
裁
判
上
の
請
求
権
の
実
行
が
一
時
的
に
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
債
権
者
は
訴
訟
契
約
を
通
じ
て
合
意
さ
れ
た
時
期

ま
で
訴
え
を
提
起
し
な
い
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
は
不
訴
求
約
束
と
い
う
よ
り
合
意
に
よ
る
訴
権
の
放
棄
な
い
し
訴
訟

の
さ
ら
な
る
遂
行
の
放
棄
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ド
民
二
〇
二
条
一
項
の
訴
訟
上
の
停
止
事
由
へ
の
拡
大
は
そ
の
意
味
お
よ
び
目
的
に

適
っ
て
い
る
。
実
体
法
上
の
抗
弁
に
制
限
さ
れ
る
ド
民
二
〇
二
条
一
項
は
訴
訟
上
の
訴
権
に
関
す
る
延
期
的
処
分
に
類
推
適
用
さ

（
１７
）

れ
る
。

（
３
）
時
効
利
益
の
放
棄
と
時
効
に
関
す
る
合
意

時
効
利
益
の
放
棄
の
合
意
な
い
し
時
効
利
益
の
放
棄
の
表
示
は
、
遅
く
と
も
債
務
法
改
正
後
は
請
求
権
が
ま
だ
時
効
に
か
か
っ
て
い

な
い
場
合
で
も
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
て

（
１８
）

い
る
。
当
事
者
が
時
効
利
益
の
放
棄
の
合
意
を
し
よ
う
と
し
た
か
、
そ
れ
と
も
単
に
一
方
的

な
時
効
利
益
の
表
示
ま
た
は
相
互
的
な
一
方
的
時
効
利
益
の
表
示
を
し
よ
う
と
し
た
か
は
解
釈
に
よ
り
探
求
さ
れ
う
る
。
両
者
の
法
律

効
果
は
同
じ
で
あ
る
。
時
効
利
益
の
放
棄
の
効
果
は
、
被
告
の
給
付
拒
絶
権
が
明
示
的
に
合
意
さ
れ
た
期
間
内
排
除
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
期
限
付
き
の
放
棄
の
場
合
、
給
付
拒
絶
権
は
原
則
と
し
て
期
間
徒
過
後
再
び
主
張
さ
れ
う
る
。
債
権
者
が
こ
の
期
間
内
に
そ
の
請

求
を
し
な
い
場
合
、
債
務
者
は
放
棄
期
間
徒
過
後
直
ち
に
再
び
時
効
を
援
用
し
、
給
付
を
拒
絶
し
う
る
。
こ
の
場
合
で
も
ド
民
訴
一
六
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七
条
が
準
用
さ
れ
、
放
棄
期
間
内
に
訴
状
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
放
棄
期
間
徒
過
後
で
あ
っ
て
も
直
ち
に
送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
債
務

者
は
給
付
拒
絶
権
を
援
用
し
え

（
１９
）

な
い
。
時
効
利
益
の
放
棄
を
撤
回
し
う
る
と
す
る
学
説
も
あ

（
２０
）

る
が
、
通
説
は
こ
れ
を
否
定

（
２１
）

す
る
。
も
ち

ろ
ん
当
事
者
に
は
撤
回
可
能
性
を
合
意
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
債
権
者
が
撤
回
の
場
合
に
そ
の
請
求
権
の
裁
判
上
の

主
張
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
有
す
る
か
、
お
よ
び
い
か
な
る
期
間
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
を
明
示
的
に
定
め
て
お
く
べ
き
で

（
２２
）

あ
る
。
時
効
利
益
の
放
棄
は
通
例
あ
る
時
効
期
間
の
た
め
に
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
あ
る
時
効
期
間
の
た
め
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、

通
説
は
、
そ
れ
が
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
三
〇
年
の
た
め
に
表
示
さ
れ
た
と

（
２３
）

す
る
。
し
か
し
、
ヤ
コ
ビ
は
、
ド
民
二
〇
二
条
二
項
の
制

限
が
時
効
利
益
放
棄
の
表
示
に
は
適
用
さ
れ
な
い

（
２４
）

と
し
、
ま
た
少
数
説
は
、
こ
の
場
合
に
承
認
と
し
て
の
扱
い
を
認
め
、
時
効
期
間
の

更
新
を
肯
定

（
２５
）

す
る
。
こ
の
最
後
の
見
解
は
、
債
権
者
に
三
〇
年
と
い
う
長
期
の
権
利
行
使
期
間
を
与
え
、
当
初
よ
り
も
有
利
な
地
位
に

置
く
こ
と
が
当
事
者
の
利
益
に
適
合
し
な
い
こ
と
か
ら
説
得
力
を
有
す
る
。
時
効
完
成
後
に
時
効
利
益
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
は
、
ド
民

二
〇
二
条
二
項
の
制
限
が
顧
慮
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
債
務
者
は
継
続
的
に
そ
の
抗
弁
を

（
２６
）

失
う
。
か
つ
て
は
時
効
利
益
の
放
棄
は
時
効

が
す
で
に
完
成
し
た
場
合
に
の
み
有
効
に
表
示
さ
れ
え
た
。
大
審
院
は
、
す
で
に
完
成
し
た
時
効
の
認
識
を
要
求

（
２７
）

し
た
。
改
正
前
の
最

高
裁
判
決
は
、
表
意
者
が
時
効
が
す
で
に
完
成
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
時
効
の
完
成
が
可
能
と
考

え
て
い
た
場
合
で
な
け
れ
ば
時
効
の
放
棄
は
有
効
と
は
な
ら
な
い
と

（
２８
）

し
た
。
こ
の
主
観
的
要
件
は
改
正
後
も
時
効
完
成
後
の
時
効
利
益

の
放
棄
に
つ
き
あ
て
は
ま
る
と
す
る
も
の
が

（
２９
）

あ
る
。
し
か
し
、
時
効
が
す
で
に
完
成
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
表
意
者
の
観
念
は
、
新
法

下
で
は
時
効
完
成
後
の
時
効
利
益
の
放
棄
の
場
合
に
も
無
関
係
だ
と
い
う
学
説
が
有
力
で

（
３０
）

あ
る
。

債
務
者
は
時
効
利
益
の
放
棄
を
表
明
し
た
期
間
内
に
給
付
拒
絶
権
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
効
利
益
の
放
棄
の
効
果
は
そ

れ
を
超
え
て
、
債
務
者
は
、
債
権
者
が
時
効
利
益
放
棄
期
間
内
に
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
、
時
効
利
益
放
棄
期
間
徒
過
後
も
ま
た
時
効

を
援
用
し
え
な
い
。
既
述
の
如
く
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
限
度
で
ド
民
訴
一
六
七
条
が
類
推
さ
れ
る
。
か
く
し
て
送
達
が
す
ぐ
に
な

（
七
八
）
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さ
れ
る
場
合
、
債
権
者
が
時
効
利
益
放
棄
期
間
内
に
訴
え
を
提
起
す
る
の
で
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
債
権
者
が
こ
の
期
間
内
に

権
利
を
主
張
し
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
そ
の
期
間
の
徒
過
後
直
ち
に
再
び
時
効
の
抗
弁
を
援
用
し

（
３１
）

う
る
。
例
え
ば
、
債
務
者
が
単
に
二

〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
こ
の
抗
弁
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
に
そ
の
放
棄
に
基
づ
い
て
時
効
の

抗
弁
を
援
用
し
え
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
判
例
の
結
論
で
あ
る
。
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
時
効
利
益
の
放
棄
に

関
す
る
原
則
は
、
訴
え
提
起
の
効
果
を
拡
張
す
る
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
時
効
利
益
放
棄
の
目
的
は
債
権
者
に
そ
の
請
求
権
の
即
時
の

裁
判
上
の
主
張
の
必
要
性
を
免
除
す
る
こ
と
で

（
３２
）

あ
る
。
最
高
裁
は
こ
の
時
効
利
益
放
棄
の
効
果
を
、
時
効
利
益
放
棄
の
表
明
の
優
先
的

な
目
的
論
的
解
釈
か
ら
導
い
た
。
最
高
裁
の
立
場
は
、
債
務
者
は
こ
の
時
ま
で
無
条
件
に
か
つ
こ
の
時
ま
で
の
請
求
権
の
裁
判
上
の
主

張
に
よ
り
条
件
付
き
で
期
限
の
定
め
な
く
（
た
だ
し
三
〇
年
間
）
時
効
の
抗
弁
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
よ
う
な
表
示

意
思
は
擬
制
で
あ
り
、
時
効
利
益
放
棄
の
表
明
の
内
容
を
超
え
る
も
の
で
あ

（
３３
）

ろ
う
。

時
効
利
益
放
棄
の
合
意
ま
た
は
時
効
利
益
放
棄
の
表
示
が
多
数
の
契
約
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
定
式
化
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
一
方
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
ド
民
三
〇
五
条
以
下
の
約
款
規
制
に
服
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
が
契
約
の
相
手
方
の
法
的
地
位
に
関

わ
る
場
合
、
一
方
的
表
示
も
ま
た
約
款
法
上
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
表
意
者
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
か
、
そ
れ

と
も
表
示
の
相
手
方
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
か
と
は
無
関
係
に
、
一
方
的
な
時
効
利
益
放
棄
の
表
示
に
つ
い
て
も
あ
て
は

（
３４
）

ま
る
。
時
効
利

益
放
棄
の
表
示
が
す
で
に
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
契
約
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
約
款
法
上
の
許
容
の
た
め
に
時
効
の
延

長
な
い
し
要
件
の
厳
格
化
の
合
意
に
お
け
る
と
同
様
の
要
件
が
適
用
さ

（
３５
）

れ
る
。
固
有
の
時
効
利
益
の
放
棄
の
表
示
に
関
し
て
こ
れ
ま
で

み
う
る
と
こ
ろ
約
款
規
制
に
関
す
る
判
例
は
存
在
し
な
い
。
時
効
利
益
放
棄
の
場
合
、
そ
れ
が
期
限
付
き
で
あ
り
ま
た
は
ま
だ
時
効
に

か
か
っ
て
い
な
い
請
求
権
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
通
例
で
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
よ
う
な
制
限
は
不
意
の
条
項
と
は
い

え
（
３６
）

な
い
。

６８ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）
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注（
１
）K

ropholler／Jacoby／von
H
inden,Studienkom

m
entar

BGB.,１４.A
ufl.,２０１３,S.８２.

ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
に

つ
い
て
は
近
時
渡
辺
教
授
に
よ
る
歴
史
的
・
包
括
的
研
究
が
出
て
い
る
（
渡
辺
拓
・
性
質
保
証
責
任
の
研
究
（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
））。

（
２
）BGH

,U
rt.v.２６.６.２００８-IZR

２２１／０５,N
JW

２００８,S.２９９５.

（
３
）BGH

,U
rt.v.２１.４.２０１５-X

IZR
２００／１４,N

JW
２０１５,S.２５７１.

（
４
）W

indorfer,D
er

V
erjährungsverzicht,N

JW
２０１５,S.３３３３.

（
５
）BGH

,U
rt.v.１５.１１.２００６-V

IIIZR
３

／０６,N
JW

２００７,S.６７４.

（
６
）
前
掲O

LG
Celle,N

JW
２００６,S.２６４３

（
３

注
７０
）
な
ど
。

（
７
）BGH

,U
rt.v.２９.５.２０１３-V

III
ZR

１７４／１２,N
JW

２０１３,S.２５８４

（
中
古
自
動
車
の
売
買
で
原
告
が
液
化
ガ
ス
装
置
に
瑕
疵
が
あ
る

と
し
て
そ
の
修
補
費
用
の
賠
償
を
請
求
し
た
）。

（
８
）BGH

,U
rt.v.２９.４.２０１５-V

IIIZR
１０４／１４,M

D
R

２０１５,S.６４５＝
BB

２０１５,S.１６１５.

（
９
）M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２３６５

﹇Grothe

﹈.

（
１０
）W

indorfer,N
JW

２０１５,S.３３３３.

（
１１
）O

LG
K
oblenz,U

rt.v.１４.５.１９９２,BB
１９９３,S.１７１;M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２３２７

﹇Grothe

﹈.

（
１２
）BGH

,U
rt.v.２３.４.１９９８-IIIZR

７
／９７,N

JW
１９９８,S.２２７４

（
但
し
傍
論
。
共
同
住
宅
の
建
築
主
（
原
告
）
が
共
同
住
宅
建
設
事
業

の
受
託
者
た
る
被
告
に
、
建
設
さ
れ
た
集
合
住
宅
の
部
屋
が
予
定
よ
り
著
し
く
狭
い
と
い
う
理
由
で
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
。
本
事
例
で
は

被
告
が
税
理
士
で
あ
る
た
め
、
時
効
はStBerG

（
税
理
士
助
言
法
）
六
八
条
に
よ
り
請
求
権
発
生
時
か
ら
三
年
間
で
あ
る
。
し
か
も
本
請

求
は
第
二
次
的
請
求
権
で
あ
り
、
そ
の
起
算
点
は
第
一
次
的
請
求
権
の
時
効
完
成
時
で
あ
る
。
原
審
は
時
効
の
完
成
を
認
め
た
が
、
最
高
裁

は
、
本
事
例
で
生
じ
た
訴
訟
手
続
の
中
止
や
再
開
な
ど
に
つ
い
て
原
審
に
中
断
、
停
止
事
由
が
あ
る
か
ど
う
か
ま
た
被
告
の
時
効
の
援
用
が

権
利
濫
用
と
な
る
か
ど
う
か
の
再
審
理
を
命
じ
た
。
不
訴
求
合
意
は
本
事
例
で
は
存
し
な
い
と
し
て
い
る
）。

（
八
〇
）

６７新しい時効体系とドイツにおける学説、判例の展開（２・完）



（
１３
）BGH

,U
rt.v.１４.６.１９８９-IV

a
ZR

１８０／８８,N
JW

-RR
１９８９,S.１０４８

（
被
保
険
者
（
原
告
）
の
保
険
金
請
求
訴
訟
は
第
一
審
、
第
二

審
で
原
告
勝
訴
に
終
わ
り
、
上
告
審
で
は
被
告
の
保
険
金
請
求
権
不
存
在
確
認
の
反
訴
が
争
点
と
な
っ
た
。
上
告
審
で
は
、
被
保
険
者
と
保

険
会
社
の
間
の
被
保
険
者
が
就
労
不
能
に
な
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
、
支
払
請
求
に
関
す
る
判
決
の
既
判
力
発
生
時
ま
で
争
い
の
対
象
と
な

ら
な
い
と
い
う
合
意
が
訴
求
可
能
性
の
休
戦
協
定
（
不
訴
求
合
意
）
と
な
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
、
反
訴
被
告
は
、
保
険
会
社
の
反
訴
が
不

訴
求
合
意
に
反
す
る
と
主
張
。
上
告
審
は
反
訴
被
告
の
主
張
を
認
め
た
）；

前
掲BGH

,N
JW

１９９９,S.１１０１

（
３

注
１３２
）.

（
１４
）Staudinger／Peters／Jacoby,K

om
m
.z.BGB.,para.２０５

Rn.１５;W
agner,A

lternative
Streitbeilegung

und
V
erjährung,

N
JW

２００１,S.１８６.

（
１５
）W

indorfer,N
JW

２０１５,S.３３３４.

（
１６
）W

agner,N
JW

２００１,SS.１８２,１８６.

（
１７
）W

agner,N
JW

２００１,S.１８７.

（
１８
）BGH

,U
rt.v.１６.３.２００９-II

ZR
３２／０８,N

JW
２００９,S.１５９８

（
破
産
管
財
人
た
る
原
告
が
破
産
会
社
の
前
業
務
執
行
者
た
る
被
告
に

対
し
て
、
後
者
の
な
し
た
支
払
い
の
償
還
請
求
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
最
高
裁
は
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
二
文
に
よ
る
訴
訟
手
続
の
休
止
が
原

告
の
承
諾
に
よ
り
生
じ
、
原
告
が
そ
の
手
続
き
を
単
に
被
告
と
の
裁
判
手
続
外
の
和
解
協
議
の
た
め
に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
ド
民

二
〇
四
条
二
項
二
文
の
不
適
用
に
導
く
適
切
な
原
因
は
そ
の
中
に
存
し
な
い
、
こ
の
場
合
訴
訟
提
起
に
よ
り
生
じ
た
時
効
の
停
止
は
、
休
止

の
発
生
後
六
か
月
で
終
了
す
る
と
判
示
し
て
、
原
告
の
訴
え
全
部
を
棄
却
し
た
。
本
事
例
で
は
、
原
告
の
ド
商
旧
一
三
〇
ａ
条
三
項
に
基
づ

く
請
求
権
は
、
ド
商
旧
一
三
〇
ａ
条
三
項
六
文
（
現
行
一
三
〇
ａ
条
二
項
六
文
）
に
よ
り
発
生
後
（
破
産
財
団
に
よ
る
減
額
さ
れ
た
債
務
の

支
払
い
ま
た
は
減
額
措
置
後
）（
ド
民
二
〇
〇
条
一
文
）
五
年
で
時
効
に
か
か
っ
た
。
本
事
例
で
は
、
被
告
が
時
効
完
成
前
に
原
告
に
提
出

し
た
書
類
が
時
効
利
益
の
期
限
付
き
放
棄
と
な
る
か
も
問
題
と
な
り
、
そ
れ
は
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
が
、
原
告
が
放
棄
期
間
徒
過
後

裁
判
手
続
を
遂
行
し
な
か
っ
た
た
め
停
止
が
終
了
し
、
残
余
の
時
効
期
間
が
経
過
し
て
結
局
時
効
が
完
成
し
た
と
し
た
）。

（
１９
）
前
掲BGH

,N
JW

２００９,S.１５９８

（
４

注
１８
）。

６６ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）
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（
２０
）Lakkis,ZGS２００３,S.４２３.

（
２１
）BGH

,U
rt.v.２９.１１.１９５６,BGH

Z
２２,S.２６７＝

N
JW

１９５７,S.３８３

（
原
告
の
妻
が
不
動
産
を
売
却
し
た
が
、
そ
の
公
証
に
あ
た
っ

た
公
証
人
（
被
告
）
に
違
法
が
あ
っ
た
。
原
告
は
被
告
と
当
初
か
ら
和
解
協
議
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
被
告
は
時
効
の
抗
弁
を
提
起

し
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
時
効
の
抗
弁
を
放
棄
す
る
と
そ
れ
を
後
で
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
件
で
被
告
が
時
効
の
抗
弁
を
放

棄
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
問
題
だ
と
し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
）；M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２２６７

﹇Grothe

﹈.

（
２２
）W

indorfer,N
JW

２０１５,S.３３３０.

（
２３
）BGH

,U
rt.v.１８.９.２００７,W

M
２００７,S.２２３０

（
但
し
傍
論
。
資
産
状
況
の
悪
化
し
た
銀
行
に
原
告
が
与
信
し
、
そ
れ
を
州
（
被
告
）

が
保
証
し
た
が
、
結
局
当
該
銀
行
が
倒
産
し
た
た
め
、
原
告
が
被
告
に
対
し
て
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
た
。
銀
行
の
破
産
管
財
人
は
時
効

利
益
を
原
告
に
対
し
て
放
棄
し
て
い
た
が
、
そ
の
効
力
は
保
証
人
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
）；M

ünch.K
om

m
.z.

BGB.,Bd. １,７.A
ufl.,S.２３６５

﹇Grothe

﹈.

（
２４
）Staudinger／Peters／Jacoby,K

om
m
.z.BGB.,para.２０２

Rn.５.

（
２５
）Erm

an,
K
om

m
.
z.

BGB.,１４.
A
ufl.,２０１４,

para.２０２
Rn.１５

﹇Schm
idt-Räntsch

﹈;M
ansel／Budzikiew

icz,
D
as

neue
V
erjährungsrecht,para. ６

Rn.１５.

（
２６
）M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２２６７

﹇Grothe

﹈;W
indorfer,N

JW
２０１５,S.３３３０.

（
２７
）RG,U

rt.v.２.１.１９１２,RGZ
７８,S.１３０

（
本
事
例
で
は
被
告
が
時
効
を
知
っ
た
う
え
で
債
務
を
承
認
し
た
（
時
効
の
利
益
を
放
棄
し

た
）
事
情
が
認
め
ら
れ
え
な
い
と
い
う
理
由
で
、
被
告
の
時
効
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
た
）。

（
２８
）BGH

,U
rt.v.２２.４.１９８２-V

II
ZR

１９１／８１,BGH
Z

８３,S.３８２＝
N
JW

１９８２,S.１８１５

（
請
負
人
の
注
文
者
に
対
す
る
報
酬
支
払
請

求
権
に
関
す
る
。
最
高
裁
は
、
本
事
例
で
は
債
務
者
（
被
告
）
は
ま
だ
進
行
し
て
い
る
時
効
期
間
の
延
長
を
許
容
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

実
際
に
は
時
効
期
間
は
と
っ
く
に
満
了
し
て
い
た
と
し
て
原
告
の
請
求
を
否
定
し
た
）。

（
２９
）M

ünch.K
om

m
.z.BGB.,Bd.１,７.A

ufl.,S.２３６５

﹇Grothe

﹈;O
LG

Celle,U
rt.v.７.１２.２００５

―３
U

１４１／０５,BeckRS
２００６,

（
八
二
）
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００１３２.

（
３０
）Palandt,

K
om

m
.
z.

BGB.,７４.
A
ufl.,

S.２３１

﹇Ellenberger

﹈;Erm
an,

K
om

m
.
z.

BGB.,
para.２０２

Rn.１５

﹇Schm
idt-

Räntsch
﹈.
旧
法
に
つ
き
同
旨：

Lakkis,ZGS２００３,S.４２３.

（
３１
）
前
掲BGH

,N
JW

２００９,S.１５９８

（
４

注
１８
）。

（
３２
）BGH

,V
ersäum

nisbeschl.v.７.５.２０１４-X
IIZB

１４１／１３,N
JW

２０１４,S.２２６７

（
離
婚
に
伴
う
付
加
利
得
の
清
算
が
問
題
に
な
っ
た
。

夫
が
二
〇
〇
九
年
六
月
九
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
（
そ
の
後
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
六
月
三
〇
日
ま
で
延
長
）
時
効
の
抗
弁
の
放

棄
を
申
し
出
た
。
原
審
は
、
夫
の
こ
の
期
限
付
放
棄
の
申
し
立
て
お
よ
び
そ
の
期
限
内
に
妻
に
な
さ
れ
た
前
払
金
の
支
払
い
か
ら
、
夫
の
三

年
間
（
ド
民
旧
一
三
七
八
条
四
項
、
民
法
施
行
法
二
三
条
一
項
二
号
）
の
時
効
の
抗
弁
が
信
義
則
に
反
す
る
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
期
限

付
時
効
利
益
の
放
棄
は
単
に
そ
の
期
限
内
債
務
者
の
時
効
の
抗
弁
が
排
除
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
ド
民
二
〇
四
条
二
項
に
よ
り
手
続
が
中
止
さ

れ
て
い
る
場
合
は
最
後
の
手
続
行
為
か
ら
六
か
月
で
停
止
は
終
了
す
る
と
し
て
妻
を
敗
訴
さ
せ
た
）。

（
３３
）W

indorfer,N
JW

２０１５,S.３３３１.

ヴ
ィ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
は
、
裁
判
手
続
開
始
後
は
時
効
に
関
す
る
合
意
と
時
効
停
止
構
成
要
件
が
一
体

化
す
る
と
い
う
立
場
を
主
張
す
る
。

（
３４
）BGH

,U
rt.v.２３.９.２０１０-IIIZR

２４６／０９,N
JW

２０１１,S.１３９

（
原
告
が
被
告
に
対
し
て
被
告
に
よ
り
主
催
さ
れ
た
馬
術
競
技
会
に
お

い
て
コ
ー
ス
に
危
険
な
障
害
物
が
あ
っ
た
た
め
、
馬
が
重
症
を
負
っ
た
と
い
う
理
由
で
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た
。
本
事
例
で
は
、
被
告

に
よ
り
約
款
が
広
告
中
に
表
示
さ
れ
て
お
り
、
主
催
者
と
馬
の
所
有
者
と
の
間
に
は
契
約
関
係
は
存
在
し
な
い
、
そ
の
た
め
人
や
馬
の
損
害

に
つ
い
て
主
催
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
最
高
裁
は
、
こ
の
場
合
の
法
律
関
係
を
懸
賞
広
告
と
し
た
う
え
で
、
主
催
者

（
広
告
者
）
と
応
募
者
の
間
に
は
債
務
法
上
の
特
別
の
拘
束
関
係
が
あ
り
、
注
意
深
い
準
備
、
協
議
の
実
施
、
参
加
者
の
危
険
か
ら
の
保
護

等
に
関
し
て
（
付
随
）
義
務
を
負
う
と
し
た
（
第
三
者
の
た
め
の
保
護
効
を
伴
う
契
約
（
ド
民
二
七
八
条
））。
そ
し
て
主
催
者
の
広
告
中
に

表
示
さ
れ
て
い
た
免
責
約
款
は
ド
民
三
〇
七
条
七
号
ａ
、
ｂ
、
三
〇
五
ｃ
条
二
項
に
よ
り
無
効
だ
と
さ
れ
た
。
確
か
に
自
己
の
一
方
的
な
法

律
行
為
は
ド
民
三
〇
五
条
以
下
の
約
款
規
制
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
、
主
催
者
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
責
任
の
減
免

６４ 駿河台法学 第３０巻第１号（２０１６）
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が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
第
三
者
の
保
護
に
値
す
る
法
益
に
関
す
る
が
ゆ
え
に
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
）。

（
３５
）V

gl.Palandt,K
om

m
.z.BGB.,７４.A

ufl.,S.２３１

﹇Ellenberger

﹈.
（
３６
）W

indorfer,N
JW

２０１５,S.３３３２.

５

結
び
に
代
え
て

以
上
で
二
〇
〇
一
年
に
制
定
さ
れ
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
ド
イ
ツ
国
内
で
施
行
さ
れ
た
新
時
効
法
の
も
と
で
現
在
（
二
〇
一
五
年
）

ま
で
新
し
い
時
効
規
定
の
各
ル
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
実
務
家
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
新
時
効
規
定
が
ど
の
よ
う

な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
か
に
関
す
る
検
討
お
よ
び
そ
の
紹
介
を
ひ
と
ま
ず
終
え
る
。
ド
イ
ツ
の
新
規
定
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
一
般

の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
、
主
観
的
起
算
点
を
伴
う
短
期
の
時
効
と
客
観
的
時
効
起
算
点
を
伴
う
長
期
の
時
効
期
間
と
の
二
重
期
間
制
限

の
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
従
来
（
フ
ラ
ン
ス
で
は
現
在
で
も
）
と
ら
れ
て
き
た
時
効
中
断
事
由
た
る
訴
え
提
起
を
時
効
停

止
事
由
と
す
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
抜
本
的
な
法
改
正
の
主
眼
で
あ
る
権
利
関
係
の
早
期
確
定
の
た
め
の
時
効
期
間
の
短
縮
化
の
対
偶

と
し
て
時
効
停
止
事
由
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
／
レ
ン
チ
ュ
の
強
調
す
る
よ

（
１
）

う
に
時
効
期
間
等
時
効

に
関
す
る
諸
要
素
を
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
従
来
よ
り
か
な
り
広
い
範
囲
で
変
容
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

新
時
効
法
の
体
系
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
よ
う
な
今
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
実
務
に
お
い

て
採
用
さ
れ
て
い
る
契
約
原
則
（
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
）
で
一
般
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
二
〇

〇
八
年
）、
ス
イ
ス
債
務
法
総
則
編
草
案
（
二
〇
一
三
年
）
で
も
基
本
的
に
採
用
さ
れ
、
ま
た
わ
が
国
の
債
権
法
改
正
草
案
で
も
採
用

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
既
述
の
如
く
、
わ
が
国
で
こ
の
よ
う
な
時
効
期
間
の
短
縮
を
柱
と
す
る
新
時
効
法
体
系
が
導
入
さ

（
八
四
）
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れ
る
と
ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
る
か
を
主
に
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
を
手
掛
か
り
に
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
筆
者
の
こ
れ
ま
で

の
研
究
か
ら
の
結
論
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ド
イ
ツ
の
新
時
効
法
で
は
短
期
時
効
期
間
の
起
算
点
に
つ
き
、
債
権
者
が
発
生
し
た
債
権
の
発
生
原
因
お
よ
び
債
務
者
が
誰
か
を
知

り
ま
た
は
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
生
じ
た
年
の
終
了
時
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
歳
末
時
効
）（
ド
民
一
九
九
条

一
項
）。
こ
の
よ
う
な
歳
末
時
効
は
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
が
、
ド
イ
ツ
で
は
実
は
短
期
時
効
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
一
年

の
法
改
正
以
前
か
ら
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
（
ド
民
旧
二
〇
一
条
）、
新
法
制
定
に
あ
た
っ
て
ド
イ
ツ
の
実
務
は
な
ん
ら
違
和
感

な
し
に
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
歳
末
時
効
の
考
え
方
は
一
般
的
で
は
な
く
、
日
本
の
草
案
が
こ

の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ

（
２
）

れ
る
。
そ
れ
と
並
ん
で
、
ド
イ
ツ
で
は
三
年
（
プ
ラ
ス
ア
ル

フ
ァ
）
と
い
う
極
め
て
短
い
時
効
期
間
を
一
般
的
な
時
効
期
間
と
し
て
採
用
し
（
ド
民
一
九
五
条
）、
そ
れ
が
一
九
八
〇
年
代
の
ツ
ィ

ン
マ
ー
マ
ン
の
立
法
提
案
に
遡
る
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い

（
３
）

る
が
、
実
を
い
う
と
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
一
年
の
法
改
正
以
前
か
ら
原

則
債
権
の
時
効
期
間
は
三
〇
年
と
い
う
ル
ー
ル
に
依
拠
し
な
が
ら
（
ド
民
旧
一
九
五
条
）、
実
際
に
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
権
（
ド
民
旧
八
五
二
条
一
項
）
の
ほ
か
、
授
業
料
請
求
権
や
医
師
の
治
療
費
請
求
権
、
弁
護
士
、
公
証
人
の
報
酬
請
求
権
な
ど
多
く

の
債
権
に
つ
い
て
短
期
の
時
効
期
間
を
規
定
し
て
い
た
し
（
ド
民
旧
一
九
六
条
）、
そ
の
他
弁
護
士
、
税
理
士
、
弁
理
士
の
顧
客
に
対

す
る

（
４
）

責
任
な
ど
特
別
法
に
よ
っ
て
す
で
に
多
く
の
短
期
時
効
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
短
期
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
債
権
の
範

囲
に
つ
い
て
も
、
全
く
異
次
元
の
短
期
時
効
期
間
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
短
期
時
効
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
と
い

う
よ
う
に
あ
る
意
味
で
自
然
に
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
時
効
体
系
の
提
案
者
で
あ
る
ツ
ィ
ン

マ
ー
マ
ン
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
し
、
今
日
の
ド
イ
ツ
で
新
し
い
時
効
期
間
が
短
す
ぎ
る
と
い
う
声
が

一
般
的
に
は
潜
在
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
と
も
調
和
し
て
い
る
。
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翻
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
三
年
と
い
う
短
期
の
時
効
期
間
は
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
〇
〇
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
時
効
法
も
、
既
述
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
新
時
効
法
の
強
い
影
響
下
に
立
法
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
新

時
効
法
で
は
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
短
期
の
時
効
期
間
は
五
年
と
さ
れ
て
い
る
（
フ
民
二
二
二
四
条
）。
日
本
の
債
権
法
改
正
草
案
で

も
、
二
〇
〇
九
年
の
原
案
の
段
階
で
は
三
年
説
や
四
年
説
の
主
張
も
あ
っ
た
が
﹇
原
案
３.

１.

３.

４４
〈
２
〉﹈、
二
〇
一
五
年
の
仮
案

で
は
五
年
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（
仮
案
一
六
六
条
一
項
一
号
）。
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
の
改
正
ま
で
は
ロ
ー
マ
法
以
来
の
三

〇
年
を
債
権
時
効
の
原
則
的
期
間
と
す
る
立
場
が
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
改
正
以
前
に
す
で
に
多
く
の
場
合
に
つ
い
て

そ
れ
よ
り
も
短
い
時
効
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い

（
５
）

た
し
、
商
事
時
効
期
間
は
一
〇
年
間
と
さ
れ
て
い
た
（
フ
商
旧
一
一
〇
―
四
条
）。
わ

が
国
で
は
債
権
の
一
般
的
時
効
期
間
は
一
〇
年
（
日
民
一
六
七
条
一
項
）、
商
事
時
効
期
間
は
五
年
と
さ
れ
て
き
た
（
日
商
五
二
二
条
）。

日
本
で
短
期
時
効
期
間
を
何
年
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
も
短
期
時
効
の
定
め
が
あ
り
（
日
民
一
七
〇
条
―
一
七
四
条
、
労
基

一
一
五
条
な
ど
）、
そ
の
範
囲
は
ド
イ
ツ
民
法
の
改
正
前
の
短
期
時
効
規
定
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
と
基
本
的
に
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
ド
イ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
五
年
よ
り
短
い
時
効
期
間
を
定
め
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

後
述
す
る
時
効
停
止
、
更
新
（
中
断
）
事
由
の
多
様
さ
、
使
用
上
の
簡
便
さ
と
も
関
わ
る
が
、
筆
者
は
五
年
説
に
与
し
た
い
と
考
え
る
。

こ
の
議
論
は
、
国
民
の
法
意
識
、
す
な
わ
ち
、
実
定
法
の
解
釈
態
度
や
国
民
の
裁
判
所
な
い
し
司
法
手
続
へ
の
関
心
の
高
さ
（
低
さ
）

と
連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
時
効
制
度
を
み
た
ド
イ
ツ
の
学
者
が
「
日
本
の
時
効
制
度
は
随
分
悠
長
だ
」

と
述
べ
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
ま
さ
に
権
利
を
行
使
す
る
要
件
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の
に
そ
れ
を
順
守
し
な
い

で
権
利
を
失
っ
た
場
合
は
、
本
人
の
責
任
と
さ

（
６
）

れ
る
。
日
本
で
は
逆
に
法
文
の
解
釈
を
場
合
に
よ
っ
て
は
融
通
無
碍
に
行
い
、
ま
た
敢

え
て
裁
判
手
続
な
ど
に
訴
え
な
い
で
債
務
者
の
任
意
の
履
行
に
待
つ
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
国
民
に
順
守

す
る
の
が
困
難
な
高
い
バ
リ
ヤ
ー
を
築
い
て
実
際
上
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
立
法
者
の
態
度
も
ま
た
日
本

（
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で
顕
著
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
も
と
時
効
期
間
を
短
く
す
る
の
は
、
権
利
関
係
の
早
期
決
済
、
裁
判
沙
汰
に
な
っ
て
増

加
す
る
費
用
の
軽
減
で
あ
っ
て
、
短
か
け
れ
ば
短
か
い
ほ
ど
い
い
と
い
う
の
は
、
弁
済
義
務
を
早
く
免
れ
た
い
と
い
う
債
務
者
や
加
害

者
の
言
で
あ
る
。
支
払
う
べ
き
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
支
払
い
た
い
と
い
う
誠
実
な
債
務
者
か
ら
み
れ
ば
、
時
効
期
間
を
長
く
し
て
も
一
向

に
困
ら

（
７
）

な
い
。
ロ
ー
マ
の
時
代
に
は
永
久
訴
権
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
一
般
的
な
債
権
の
時
効
期
間
を
短
く
す
る
と
す
れ
ば
、
せ
い

ぜ
い
五
年
と
す
る
の
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考

（
８
）

え
る
。

時
効
期
間
を
五
年
間
と
す
る
に
し
て
も
、
債
権
者
が
そ
の
間
訴
え
提
起
な
ど
の
時
効
更
新
な
い
し
停
止
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
時
効
の
進
行
は
開
始
せ
ず
、
ま
た
は
時
効
が
停
止
す
る
。
こ
れ
は
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
時
効
体

系
の
も
と
で
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
時
効
期
間
を
短
く
し
た
分
、
停
止
、
更
新
事
由
の
種
類
や
使
用
上
の
簡
便
さ
を
増
加
な
い

し
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
改
正
前
は
停
止
事
由
は
、
債
務
者
が
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る
場
合
、
不
可
抗
力
に
よ

る
訴
訟
提
起
の
不
能
（
た
だ
し
最
後
の
六
か
月
に
つ
い
て
の
み
）、
婚
姻
当
事
者
間
、
親
子
間
の
債
権
関
係
、
制
限
行
為
能
力
者
に
法

定
代
理
人
が
い
な
い
場
合
、
相
続
財
産
に
関
す
る
債
権
関
係
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
（
ド
民
旧
二
〇
二
条
〜
旧
二
〇
七
条
）。
ま
た
中

断
事
由
は
、
債
務
の
承
認
、
訴
え
の
提
起
、
強
制
執
行
、
和
解
申
立
、
支
払
命
令
の
申
立
、
破
産
手
続
参
加
、
訴
訟
上
の
相
殺
、
訴
訟

告
知
、
仲
裁
裁
判
所
等
で
の
主
張
（
ド
民
旧
二
〇
八
条
〜
旧
二
二
〇
条
）
の
場
合
に
認
め
ら
れ
た
。
新
法
で
は
訴
え
提
起
な
ど
こ
れ
ま

で
中
断
事
由
と
さ
れ
た
も
の
の
多
く
が
停
止
事
由
と
さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
（
ド
民
二
〇
四
条
）、
従
来
一
般
的
な
時
効
停
止
事
由
と
し

て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
当
事
者
間
の
協
議
（
ド
民
二
〇
三
条
）
や
未
成
年
者
の
扶
養
に
関
す
る
簡
易
手
続
の
申
立
（
ド
民
二
〇

四
条
一
項
二
号
）、
独
立
証
拠
手
続
の
申
立
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
七
号
）、
鑑
定
手
続
の
開
始
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
八
号
）、
第
一

回
目
の
訴
訟
費
用
扶
助
の
申
立
の
公
示
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
四
号
）、
性
的
自
己
決
定
の
侵
害
の
場
合
の
特
則
（
ド
民
二
〇
八
条
）

も
時
効
停
止
事
由
に
加
え
ら
れ
、
そ
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
訴
え
提
起
等
の
事
由
が
停
止
事
由
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
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訴
え
の
取
り
下
げ
、
却
下
、
棄
却
の
場
合
に
中
断
効
が
生
ぜ
ず
（
ド
民
旧
二
一
二
条
一
項
、
日
民
一
四
九
条
）、
逆
に
勝
訴
の
確
定
判

決
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
長
期
の
時
効
期
間
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
（
ド
民
旧
二
一
八
条
、
日
民
一
七
四
条
の
二
）
か
ら
、
中
断
事
由
と

す
る
よ
り
停
止
事
由
と
す
る
方
が
事
態
に
適
切
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
時
効
期
間
の
一
般
的
な
短
縮
化
の
要
請

と
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
時
効
停
止
事
由
の
範
囲
を
広
げ
た
こ
と
、
特
に
協
議
を
時
効
停
止
事
由
に
加
え
た
こ
と
は
時
効
期
間

の
短
縮
化
の
対
偶
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
二
〇
〇
八
年
改
正
で
は
、
従
来
の
慣
例
に
従
う

と
い
う
趣
旨
か
ら
、
訴
え
提
起
等
の
事
由
を
時
効
停
止
事
由
と
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
従
来
の
時
効
停
止
事
由
に
加
え
て
、

相
続
人
の
限
定
承
認
（
フ
民
二
二
三
七
条
）、
当
事
者
間
の
調
停
ま
た
は
和
解
（
フ
民
二
二
三
八
条
）
が
新
た
な
事
由
と
し
て
規
定
さ

れ
た
。
ま
た
従
来
の
中
断
原
因
に
加
え
て
合
意
に
よ
る
中
断
原
因
も
新
た
に
規
定
さ
れ
た
（
フ
民
二
二
五
四
条
二
項
）。
フ
ラ
ン
ス
で

は
協
議
が
一
般
的
に
時
効
停
止
事
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
調
停
、
和
解
の
場
合
に
の
み
停
止
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

少
な
く
と
も
時
効
期
間
と
中
断
、
停
止
事
由
と
の
相
関
関
係
だ
け
を
み
る
と
、
ド
イ
ツ
で
時
効
期
間
が
三
年
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
と
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
で
五
年
と
さ
れ
た
こ
と
は
釣
り
合
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

翻
っ
て
日
本
の
新
時
効
法
を
み
る
と
、
二
〇
一
五
年
の
仮
案
で
は
短
期
時
効
期
間
は
五
年
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
は
（
仮
案
一
六
六

条
一
項
一
号
）、
裁
判
上
の
請
求
等
の
事
由
が
中
断
か
ら
満
了
停
止
に
変
え
ら
れ
（
仮
案
一
四
七
条
以
下
）、
ま
た
従
来
の
時
効
停
止
事

由
に
加
え
て
、
協
議
を
行
う
旨
の
合
意
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
仮
案
一
五
一
条
）。
し
か
し
、
日
本
の
時

効
停
止
事
由
と
し
て
の
協
議
は
書
面
（
ま
た
は
電
磁
的
記
録
）
に
よ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
で
は
協
議
打
ち
切
り

か
ら
三
か
月
で
停
止
効
が
消
滅
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
六
か
月
で
停
止
効
が
消
滅

（
９
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般

的
時
効
期
間
と
停
止
、
更
新
事
由
の
相
関
関
係
と
い
う
判
断
枠
組
み
か
ら
は
日
本
で
は
時
効
期
間
を
五
年
と
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
協
議
が
広
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
事
者
が
協
議
に
よ
る
時
効
停
止
に
持
ち
込
み
や
す
い
し
、
独

（
八
八
）
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立
証
拠
申
立
手
続
や
鑑
定
の
申
請
に
も
時
効
停
止
効
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
今
日
に
お
い
て
も
、
特
に
三
年
と
か
五
年
と
か
の
短
期
時
効
を
認
め
る
近
時
の
二
重
期
間
制
限
に
つ
い
て
は
批
判
的
な

者
が

（
１０
）

多
い
。
筆
者
も
当
初
は
と
い
う
よ
り
は
今
で
も
一
般
的
な
時
効
期
間
と
し
て
短
期
の
時
効
期
間
を
そ
の
要
素
と
し
て
含
む
二
重
期

間
制
限
を
導
入
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
歓
迎
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
を
除
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
こ
の
よ
う
な
二
重
期
間
制
限
が
消
滅
時
効
法
の
主
流
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
短
期
の
期
間
制
限
に
対
し
て
は
、
時
効
障
害
、
特
に

時
効
の
停
止
、
満
了
停
止
の
事
由
や
以
下
に
述
べ
る
合
意
に
よ
る
緩
和
の
余
地
を
大
幅
に
拡
大
し
て
対
処
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
普
通
の
市
民
に
は
一
般
的
に
不
利
で
あ
り
、
事
業
者
に
有
利
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
は
さ
て
お
い
て
も
、
か
か
る

近
時
の
時
効
法
の
ト
レ
ン
ド
に
乗
っ
か
る
と
す
れ
ば
と
い
う
前
提
で
の
議
論
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

次
に
時
効
に
関
す
る
当
事
者
間
の
合
意
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
前
記
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
レ
ン
チ
ュ
は
、

短
か
す
ぎ
る
時
効
期
間
を
当
事
者
間
の
時
効
に
関
す
る
合
意
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
当
事
者

間
の
合
意
が
経
済
的
社
会
的
力
の
大
き
い
側
が
相
手
方
に
自
ら
に
有
利
な
契
約
条
件
を
押
し
付
け
る
の
が
常
態
で
あ
る
と
い
う
理
由
で

そ
れ
に
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
時
効
に
関
す
る
合
意
を
巡
る
裁
判
例
を
み
て
も
、
中
古
車
売
買
な
ど
企
業
は

法
定
の
基
準
を
超
え
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
自
ら
に
最
も
有
利
な
条
件
を
約
款
な
い
し
契
約
書
に
規
定
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の

裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
約
款
な
い
し
契
約
書
の
記
載
を
合
理
的
な
解
釈
を
通
じ
て
（
例
え
ば
、
担
保
期
間
は
瑕
疵
に
は
及
ぶ
が
、
損

害
賠
償
請
求
権
に
は
及
ば
な
い
）
相
手
方
を
保
護
す
る
場
合
が
少
な
く

（
１１
）

な
い
。
日
本
の
仮
案
が
時
効
に
関
す
る
合
意
を
特
別
に
問
題
と

し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
問
題
を
約
款
法
に
委
ね
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
支
持
し

（
１２
）

た
い
。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
短
期
時
効
に
関
す
る
論
点
を
順
を
追
っ
て
説
明
し
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、

主
観
的
起
算
点
か
ら
三
年
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
（
五
年
）
と
い
う
短
期
時
効
期
間
が
一
般
的
な
時
効
期
間
と
な
る
。
日
本
で
は
一
〇
年
か
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ら
五
年
に
短
縮
化
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
衝
撃
は
大
き
い
。
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
の
場
合
は
、
商
事
時
効
（
日
商
五
二
二

条
）
が
す
で
に
五
年
間
で
あ
り
、
時
効
起
算
点
が
債
権
者
が
権
利
行
使
が
可
能
な
こ
と
を
知
っ
た
と
き
と
な
っ
て
い
る
た
め
（
仮
案
一

六
六
条
一
項
一
号
）、
現
在
よ
り
も
実
際
上
権
利
者
は
長
い
間
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
そ
れ
以
外

の
、
多
く
は
庶
民
が
債
権
者
と
な
る
場
合
は
問
題
で
あ
る
。
企
業
や
商
人
は
日
常
債
権
を
管
理
す
べ
き
立
場
に
あ
る
が
、
庶
民
に
は
必

ず
し
も
期
待
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
既
述
の
よ
う
に
「
債
権
者
が
債
権
の
発
生
の
原

因
お
よ
び
債
務
者
が
誰
で
あ
る
か
を
知
っ
た
こ
と
ま
た
は
そ
れ
ら
を
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
要
件
（
ド
民
一
九
九
条

一
項
二
号
）
を
、
新
規
定
の
母
法
と
な
っ
た
ド
民
旧
八
五
二
条
一
項
に
依
拠
し
つ
つ
、
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
重

過
失
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
事
実
関
係
の
評
価
は
原
則
と
し
て
含
ま
れ
な
い
が
、
法
的
状
況
が
不
明
確

か
つ
疑
わ
し
い
た
め
、
法
律
の
専
門
家
で
す
ら
評
価
で
き
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
と

（
１３
）

す
る
。
こ
の
要
件
は
、
不
法
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
起
算
点
に
つ
い
て
現
行
法
の
規
定
を
ほ
ぼ
維
持
す
る
仮
案
七
二
四
条
だ
け
で
な
く
、
権
利
の
行
使
が
可
能
な

こ
と
を
知
っ
た
こ
と
と
い
う
起
算
点
を
定
め
る
仮
案
一
六
六
条
一
項
一
号
で
も
共
通
に
問
題
と
な
り
う
る
。
ま
た
請
求
権
の
発
生
原
因

と
債
務
者
の
同
一
性
の
競
合
の
問
題
も
日
本
で
も
同
様
に
問
題
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
ド
イ
ツ
の
判
例
で
は
、

事
実
関
係
や
債
務
者
の
同
一
性
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
訴
え
の
提
起
が
期
待
さ
れ
え
な
い
場
合
に
時
効
が
進
行
を
開
始
し
な
い
と
い
う

定
式
を
採
用
す
る

（
１４
）

も
の
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
。

第
二
に
、
短
期
時
効
の
場
合
も
請
求
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
が
時
効
進
行
開
始
の
要
件
（
前
提
）
に
な
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
民
法
で
は
明
示
さ
れ
て
お
り
（
ド
民
一
九
九
条
一
項
一
号
）、
日
本
で
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
権
に
つ
い
て
は
判
例
が
履
行
期
を
損
害
発
生
時

（
１５
）

と
し
、
仮
案
の
一
般
の
債
権
の
時
効
の
場
合
は
、
明
文
上
弁
済
期
到
来
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
仮
案
一
六
六
条
一
項
一
号
）。
こ
の
要
件
は
意
外
な
重
要
性
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
短
い
時
効
期
間

（
九
〇
）
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の
制
度
を
導
入
す
る
と
親
戚
に
一
〇
〇
万
円
貸
し
た
場
合
に
す
ぐ
に
時
効
が
完
成
し
て
し
ま
う
か
ら
不
都
合
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
弁
済
期
の
到
来
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
指
摘
で
あ
り
、
約
定
さ
れ
た
返
済
期
が
到
来
し
な
い
と
い
く
ら
債
権
者
が
債
務
者
お

よ
び
債
務
の
発
生
原
因
を
知
っ
て
い
て
も
時
効
は
進
行
を
開
始
し
な
い
。
弁
済
期
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、
債
務
者
が
返
済
を
な
す
べ

き
時
期
が
到
来
し
た
と
き
な
い
し
金
銭
貸
借
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
た
と
き
で
あ
る
。
出
世
払
い
債
務
の
場
合
は
、
債
務
者
が
出
世

し
た
と
き
な
い
し
出
世
し
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
短
期
時
効
制
度
へ
の
危
惧
は
そ
の
限
度
で
減
殺

さ
れ
そ
う
で
あ
る
。

第
三
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
時
効
停
止
と
時
効
の
更
新
で
あ
る
。
時
効
停
止
は
す
で
に
経
過
し
た
時
効
期
間
が
加
算
さ
れ
る
た

め
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
時
効
の
更
新
よ
り
不
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
や
日
本
で
は
訴
え
提
起
、
そ
の
取
り
下
げ
、
却
下
、
棄

却
、
原
告
の
勝
訴
判
決
の
取
得
（
ド
民
一
九
七
条
三
号
、
仮
案
一
六
九
条
）
さ
ら
に
は
強
制
執
行
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
、
二
一

二
条
一
項
二
号
、
仮
案
一
四
八
条
）
等
の
諸
場
合
を
理
論
的
に
整
序
す
る
た
め
に
訴
え
提
起
を
単
な
る
停
止
事
由
と
し
た
。
も
っ
と
も
、

時
効
停
止
は
す
で
に
経
過
し
た
時
効
期
間
が
後
々
加
算
さ
れ
る
た
め
、
複
雑
な
問
題
が
生
じ
る
。
改
正
以
前
か
ら
す
で
に
規
定
さ
れ
て

い
た
停
止
事
由
は
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
短
期
時
効
期
間
の
導
入
の
対
偶
と
し
て
規
定
さ
れ
た
新

し
い
停
止
事
由
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
一
年
以
前
か
ら
和
解
手
続
は
中
断
事
由
と
さ
れ
て
い
た
が
（
ド
民
旧
二
一
二
ａ
条
）、

新
規
定
で
は
和
解（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
四
号
）、
仲
裁
手
続（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
一
号
）、
広
く
解
さ
れ
る
当
事
者
間
の
協
議（
ド

民
二
〇
三
条
）
が
新
た
に
停
止
事
由
と
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
八
年
の
Ｅ
Ｕ
指
令
（
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
一
四
年
国
内
施
行
）
に
よ
り
調

停
手
続
も
停
止
事
由
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
既
述
の
よ
う
に
客
観
的
に
認
定
で
き
る
調
停
や
和
解
の
場
合
に
停
止
を
認

め
て
い
る
（
フ
民
二
二
三
八
条
）。
日
本
の
仮
案
で
も
協
議
を
行
う
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
に
停
止
を
許
容
す
る
（
仮
案
一
五
一
条
）。

ド
イ
ツ
で
は
短
期
期
間
が
短
い
代
わ
り
に
単
な
る
協
議
に
時
効
停
止
効
を
認
め
る
な
ど
停
止
事
由
の
範
囲
が
広
い
。
単
な
る
協
議
で
は
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そ
の
範
囲
が
曖
昧
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
こ
と
が
改
正
に
あ
た
っ
て
議
論
さ
れ
、
そ
の
範
囲
が
絞
ら
れ
た
。
日
本
で
も
同
様
で

あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
書
面
が
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
話
し
合
い
の
有
無
及
び
そ
の
時
期
に
関
し
て
客
観
的
に
認
定
で
き

る
場
合
で
あ
れ
ば
、
停
止
の
効
力
が
生
じ
う
る
と
さ

（
１６
）

れ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
は
協
議
を
行
う
旨
の
合
意
が
書
面
で
な
さ
れ
た
か
、
そ

の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
よ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
（
仮
案
一
五
一
条
）。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
立
法
は
債
務
者
が

こ
と
さ
ら
に
協
議
の
合
意
を
書
面
化
す
る
こ
と
に
協
力
し
な
い
な
ど
不
合
理
を
助
長
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
。

さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
近
時
の
議
論
を
紹
介
す
る
過
程
で
現
れ
た
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
ド
イ
ツ
の
新
法
で
も
（
ド
民

二
一
二
条
一
項
一
号
）、
ま
た
仮
案
で
も
（
一
五
二
条
）
債
務
者
に
よ
る
債
務
の
承
認
は
時
効
の
更
新
（
中
断
）
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
民
法
で
は
強
制
執
行
の
遂
行
ま
た
は
申
請
も
ま
た
更
新
事
由
と
さ
れ
て
い
る
が
（
ド
民
旧
二
一
六
条
、
ド
民
二
一
二
条
一
項
二

号
）、
仮
案
で
は
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
（
満
了
）
停
止
と
更
新
の
事
由
が
同
じ
事
件
に
お
い
て
重
な
り
合
う
こ

と
が
生
じ
う
る
。
ド
イ
ツ
で
の
議
論
は
主
に
売
買
お
よ
び
請
負
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
の
場
合
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で

に
紹
介
し
た
が
、
日
独
を
通
じ
て
た
と
え
停
止
の
効
力
が
生
じ
て
い
る
間
で
あ
っ
て
も
、
更
新
の
事
由
が
生
じ
れ
ば
更
新
の
効
果
が
発

生
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
時
効
の
更
新
事
由
と
し
て
の
承
認
は
、
ド
イ
ツ
民
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
承
認
契
約

（
ド
民
七
八
一
条
、
二
一
四
条
二
項
）
を
含
む
が
、
債
務
者
の
単
独
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
は
、
債
務
の
存
在
の
意
識
が
二
義
を

許
さ
ぬ
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対

（
１７
）

し
て
、
学
説
上
は
承
認
契
約
と
の
関
係
を
め

ぐ
っ
て
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
は
債
務
の
承
認
契
約
は
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ

し
て
債
務
者
に
よ
る
真
摯
な
承
認
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
証
拠
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
時
効
の
停
止
、
更
新
に
関
す

る
規
定
が
長
期
の
時
効
期
間
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
も
問
題
に
な
り
、
上
記
に
引
用
し
た
ド
イ
ツ
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
肯
定
説
に

与
し
た
。
日
本
の
仮
案
の
長
期
時
効
期
間
も
明
示
的
に
消
滅
時
効
期
間
と
さ
れ
て
お
り
（
仮
案
一
六
六
条
一
項
、
二
項
、
一
六
七
条
、
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七
二
四
条
）、
長
期
期
間
に
も
停
止
、
更
新
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
拙
稿
「
消
滅
時
効
法
の
転
換
と
民
法
改
正
」
本
誌
二
九
巻
一
号
（
二
〇
一
五
）
一
七
一
―
一
七
二
頁
。

（
２
）
歳
末
時
効
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
民
法
改
正
研
究
会
案
の
審
議
で
あ
る
が
、
民
法
改
正
研
究
会
（
代
表
加
藤
雅
信
）・
日
本
民
法
典

改
正
案
Ⅰ
第
一
編
総
則
―
立
法
提
案
・
改
正
理
由
―
（
二
〇
一
六
年
）
六
〇
八
―
六
一
〇
頁
参
照
。

（
３
）
下
森
定
他
・
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
（
一
九
八
八
）
四
六
頁
以
下
﹇
半
田
﹈。

（
４
）
拙
稿
「
新
し
い
時
効
体
系
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
、
判
例
の
展
開
（
１
）」
本
誌
二
九
巻
二
号
（
平
成
二
八
年
）
一
七
二
―
一
七
三
頁

注
８４
参
照
。

（
５
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
本
誌
二
九
巻
一
号
一
五
八
―
一
六
〇
頁
。

（
６
）
一
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
か
つ
て
動
産
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
引
渡
後
六
か
月
で
時
効
に
か
か
る
と
さ
れ
て
お
り
（
ド
民
旧
四
七

七
条
一
項
）、
学
説
上
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
と
き
か
ら
六
か
月
と
い
う
解
釈
論
が
提
示
さ
れ
た
が
、
実
務
が
頑
と
し
て
そ
れ
を
拒
否
し
た

こ
と
を
挙
げ
て
お
く
（V

gl.D
.M

edicus,SchuldrechtIIBes.T
eil,７.A

ufl.,１９９５,S.２７

）。

（
７
）
星
野
教
授
は
、
消
滅
時
効
の
存
在
根
拠
を
二
重
払
い
を
防
ぐ
点
に
求
め
る
立
場
を
提
案
さ
れ
（
星
野
英
一
「
時
効
に
関
す
る
覚
書
―
そ

の
存
在
理
由
を
中
心
と
し
て
―
」
民
法
論
集
第
四
巻
（
昭
和
五
三
年
）
一
八
六
頁
）、
か
な
り
の
賛
同
者
を
見
出
し
て
い
る
が
、
時
効
に
よ
っ

て
消
滅
す
る
場
合
の
多
く
は
債
務
者
が
ま
だ
支
払
っ
て
い
な
い
場
合
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
ド
イ
ツ
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
教
授
は
、
近
時
通
常
の
時
効
期
間
を
五
年
以
下
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（W

indel,
Sym

posium
zum

A
llgem

einen
T
eildes

BGB
am

１４.und
１５.A

prilin
Beijin:V

erjährung
Stellungnahm

e
zu

Frage
６

der
Rechtsarbeitskom

m
ission

des
Ständigen

K
om

itees
des

N
ationalen

V
olkskongresses

der
V
olksrepublik

China

（２０１６

）,S.１０

）.
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（
９
）
民
法
改
正
研
究
会
案
の
時
効
の
完
成
猶
予
（
満
了
停
止
）、
更
新
規
定
に
つ
い
て
は
、
民
法
改
正
研
究
会
（
代
表
加
藤
）・
前
掲
書
六
一

二
―
六
二
八
頁
参
照
。

（
１０
）
例
え
ば
、
金
山
直
樹
編
・
消
滅
時
効
法
の
現
状
と
改
正
提
言
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
／
№
１２２
）（
平
成
二
〇
年
）
一
六
二
頁
﹇
斎
藤
由
起
﹈、
松

本
克
美
「
債
権
法
改
正
中
間
論
点
整
理
に
お
け
る
消
滅
時
効
の
提
案
と
そ
の
評
価
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
一
巻
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一

四
―
一
一
七
頁
。
加
藤
教
授
は
、
中
間
試
案
（
平
成
二
五
年
春
）
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
時
効
期
間
の
短
縮
化
は
世
界
的
な
傾
向
で
採
用
す

べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
二
重
期
間
制
限
の
体
系
を
民
法
に
つ
い
て
の
み
導
入
す
る
こ
と
は
従
来
の
時
効
法
の
体
系
を
乱
す
も
の
だ
と
さ
れ
、

「
一
六
七
条

債
権
は
、
五
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
。
２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
〇
万
円
未
満
の
額
の
債
権
は
、

二
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
消
滅
す
る
」
と
い
う
法
文
を
提
案
さ
れ
る
（
加
藤
雅
信
・
迫
り
つ
つ
あ
る
債
権
法
改
正
（
平
成
二
七
年
）
一
七

六
―
一
八
二
頁
）、
民
法
改
正
研
究
会
（
代
表
加
藤
）・
前
掲
書
五
〇
、
一
三
八
、
五
八
六
―
五
八
七
、
六
〇
三
―
六
〇
四
参
照
（
但
し
、
九

一
条
に
移
さ
れ
て
い
る
）。
加
賀
山
茂
・
民
法
改
正
案
の
評
価
（
平
成
二
七
年
）
八
頁
を
も
参
照
。

（
１１
）
前
掲BGH

,N
JW

２０１３,S.２５８４
（
４

注
７
）；

前
掲BGH

,M
D
R

２０１５,S.６４５

（
４

注
８
）
な
ど
。

（
１２
）
民
法
改
正
研
究
会
案
で
は
、
現
行
民
法
一
四
六
条
（
時
効
利
益
の
放
棄
の
禁
止
）
を
移
修
す
る
と
と
も
に
時
効
完
成
前
に
し
た
時
効
期

間
延
長
合
意
、
時
効
完
成
を
困
難
に
す
る
合
意
を
無
効
と
す
る（
九
二
条
）（
民
法
改
正
研
究
会（
代
表
加
藤
）・
前
掲
書
五
八
七
、
六
一
〇
―

六
一
二
頁
）。

（
１３
）BGH

,U
rt.v.２.４.１９９８,BGH

Z
１３８,S.２４７

な
ど
。
拙
稿
・
前
掲
論
文
本
誌
二
九
巻
一
号
二
〇
七
頁
参
照
。

（
１４
）BGH

,U
rt.v.１６.９.２００４,BGH

Z
１６０,S.２１６

な
ど
。
拙
稿
・
前
掲
論
文
本
誌
二
九
巻
一
号
一
九
九
頁
参
照
。

（
１５
）
最
判
昭
和
三
七
・
九
・
四
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
。

（
１６
）
拙
稿
・
前
掲
論
文
本
誌
二
九
巻
一
号
一
四
一
頁
。

（
１７
）V
gl.auch

Palandt,K
om

m
.z.BGB.,７４.A

ufl.,S.２４６

﹇Ellenberger

﹈.
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